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は じ め に

情 報処 理 の発展 と社 会 経 済 の発展 は密 接 な関係 に あ り、 両者 の発展 を維 持 して 初 めて21世 紀 へ の

展 望が 開け るとい って も、過 言で は ない。情 報処 理 の側面 か ら見れ ば、社 会経 済 の発 展 に伴 って、

社 内でのバ ッチ処 理 か ら、社 内 での オ ンライ ン処 理、 系列 ネ ヅ トワー クそ して異 企業 間 ネ ッ トワー

クへ と発展 して きた。

しか しなが ら、 この よ うな発展 は常 に 円滑 に進 ん で きたの では な く、例 えば ソフ トウェア危機 、

セ キ ュ リテ ィ問題等 の様 々 な障害 を 少 しず つ乗 り越 え る ことで発展 して きた。そ して、現 在 で は、

新 た な発展 が新 しい課題 を提起 して きて い る。 それ は、 これか らの情報 処理 シス テ ムの発 展 に 欠か

せ ない、情 報処 理 システ ム間 の接 続 の問題 で あ る。

この問題 につ い て は、一 方 で は、OSI標 準化 に よる技術 面 での解 決 策が示 され 、実 現段 階 に 入 っ

て い るが 、 も う一方 の業務 処 理 ア プ リケー シ ョン面 で は、 ビジ ネス プ ロ トコル の標 準化 につ いて の

解決 策が 完全 に示 され な い うちに、EDI(ElectronicDataInterchange)の 構 築 が 発 展 して い る。

EDIは 業 務効 率化 の決 め 手 と して、 今最 も注 目され て い るア プ リケー シ ョンで あ り、 ネ ッ トワー ク

と コン ピュー タ ・シス テ ムの結 合を ベ ースに した新 しい情 報処 理 で あ る。 そ こで必要 とされ るの は、

広 い意味 で の ビジ ネス プ ロ トコル の標準化 で あ り、OSI、 コー ド/フ ォーマ ッ トの標 準 化 の 他 に 、

シス テム運用 や法 制度 な ど も加 え た新 しい情報処 理 体系 の構築 であ る。

本 分科 会 では、EDIの 円滑 な発展 を実 現す るた め の方 策 につ いて検 討 し、そ の基 本 的な方 向 を示

した。

本報告 が 、今後 のEDIの 発 展 に役立 つ こととなれ ば幸 いで あ る。

平 成3年5月
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1 背 景

(1)EDl

EDI(ElectronicDataInterchnge:電 子 デ ー タ交換)と は、企 業 の業 務処 理 に おけ る ネ ッ トワー

クの応用 形態 の一 つ で あ り、米国 でそ の基本 的 な コンセ プ トが確 立 され た 。EDIは 、一般 的 には 、

「異 な る企業 間で、 商取 引 のた め のデ ー タを標 準 的 な規 約 で 構 造 化 し、 通 信 回 線 を介 して コ ン

ピュータ(端 末 を含 む)間 で交 換す る こと」 とい うよ うに解 釈 され て い る。 そ のイ メー ジを 、 図

1-1に 示 す。

欧米(特 に米 国)に お いて は、EDIは1960年 代 か ら検討 され 、1980年 頃 か ら実 用化 の時 期 を 迎

え た。GE社 を始 め とす る大 手情報 ネ ッ トワー ク ・サ ー ビス事 業者 が 、取 引 デ ー タ の交 換 を 主 な

目的 としたEDIサ ー ビス網 の構 築 と普 及 を積極 的 に行 い、そ の影 響 は 、1987年 頃か ら海 外 との 取

引 の あ る我 が 国の企 業 に も影響 す る よ うに な った 。1986年 か らは 、国連ECEの 場 で、 ヨー一口 ッパ

と米 国の共 同作 業(UN/Joint-EDI)に よる国際EDIの 検討 も始 ま って い る。

EDIは 、企業 系 列、 グル ープ、業 界 な どを越 えて異 な る企 業 の業 務処 理 システ ムを直接 結 ぶ 。

そ の結 果、 従来 不連 続 で あ り、 取 引先 との情 報交 換 が必要 にな るた び に人手 の介 入 を要 していた

各種 の取 引関 連 システ ムが、連 続 的に構 築 で きる よ うに な る。 この よ うに各 企業 の システ ムを有

機 的 に結 合 した効 率的 で統 一 的 な複 合 シ ステ ムは、多 品種 ・少量 ・多頻 度発 注 とそ れ に対応す る

生 産 を実現 す る うえで 極 め て重 要 な役割 を果た し うるもので あ る。
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図1-1EDIの イ メ ー ジ

(2)EDIの 普及状況

我が国では、1980年 代に入 ってか ら、EDIの 最初の形態 と考え られ る受発注デ ータのオ ンライ

ン集配信が始 まってお り、現在 では流通業界を中心にかな り普及 している。過去2、3年 におい

ては、製造業界でも資材調達な どを 目的 としたEDIの 導入が進 んでいる。最近は以前か ら普及 が
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進 ん でいた 金融業 のEFT(オ ン ライ ン資 金転 送)もEDIの 一種 と考 え られ る よ うに な って い る。

加 えて、FB(フ ァー ム ・バ ンキ ング)、 バ ンクPOSな どが 、新 しい タイ プのEDIと して普 及 し始

め てい る。その他 、旅 行業 界 で も、予 約 シ ステ ム間 の相 互接 続 が始 まって きて い る。EDIは 、この

よ うに企業 に とって営業 戦略 の 要 とな りつ つ あ る の み な らず 、CD(キ ャ ッシ ュ ・デ ィス ペ ン

サ ー)、 バ ン クPOSな どを通 じて個 人 の生 活に も影響 を及 ぼす に至 って お り、社会 的 イ ンフ ラス

トラクチ ャー と して位 置づ け る こ とが で き るもの とな って きて い る。

(3)問 題 点

前述の ように、EDIは 普及 してきているが、未解決の問題 も少な くない。EDIは 、通常図1-2

の ような過程 で構築 され るが、問題 の大半 はrc』の各種取決 めの決定 時 に発生す る。EDIの 特徴

は、標準的な取決め(規 格)の 使用にあるが、この標準的な取決めが具体的に整備 されていない

時は、どのように取 り決めるかをめ ぐって、多 くの場合企業間の利害調整が必要 にな り、EDI構
‖

築に必要なエネルギーの大半を ここで費やす ことも希ではない。 このため、現在では多 くの業界

で、業界団体を中心 とした標準化作業(EDIに 関す る取決めを、あ らか じめ作成す ること)が 行

われてお り、既に業界標準を確立 した業界 もある。業界での検討対象は、EDIに 必要な取決 め全

般にわた り、 ビジネスプロ トコル(通 常、データコー ド/フ ォーマ ッ トに関す る取決めを意味す

る)だ けでな く通信規格にまで及ぶ。J手 順、全銀手順は、業界で作成 された通信規格の好例であ

る。

しか しながら、まだ業界標準の構築にまで至 っていない ところも多 く、業界によっては情報化
べ

に対す る認識が低い検討体制が整備 されでいない等 の理 由で、検討 さえ始まっていない ところも

ある。加えて、今 日EDIは 商取引のイ ンフラとして発展 して きたため、商取引の業界横断的本質

を反映 して、特定業界内の クローズな体系か ら業界横断的なオープンな体系への転換が求められ

ている。 この ような要請に応えるべ く、既存のEDIネ ッ トワーク同志の相互接続などが考えられ

ているが、そ こで新たな問題が発生 している。

従来標 準化は、特別 なガイ,ドライ ンな ども無 く、業界 ごとに独 自に行われてきた。そのため、

a.動 機

業務上 の

ニーズ

→

b.検 討項 目

業務運用

効 果

開発費用

c.各 種取決

使用
格 →

他

主要な問題点

d.開 発

EDIの

構 築

→

e.結 果

図1-2EDI構i築 の過 程
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業界ごとに異な る標準が、EDIネ ットワークの相互接続 に よる効 果を大 き く損 な う可能 性が あ

る。業界横断的なEDIの 構築を進める際、参加企業が属する業界で必ず しも標 準が整備 されてい

るものではな く、む しろ未整備の業界の方が多い。 これ ら標準の未整備な業界が、今後業界内の

調整を図る うえで参考 となる指標的な標準が整備 され ているのが望ま しい。

業 務

(ニ ーズ)

OSI,

ISDN等

EDI

ネ ッ トワー ク

標 準

高度化

・より徹底 した標準化

・技術,標 準化問題
の ク リアー

・その他

図1-3EDIの 展 開

さらに、最近は、EDIの 高度化 とともに、用いる規格 も次第に高度化/複 雑化 してきてお り、

一業界でEDIに 必要な全ての取決めや規格を構築するのは、難 しくなってきている。加えて、国

際標準化の推進が国際連合 の手で、机上ではな く実際 の作業 として行われているので、 これに対

する積極的対応 も必要になっている。 この ような状況を考慮すれば、個別業界 ごとのアプ ローチ

を超えた我が国全体 としてのEDIに 対する総合的な施策が必要である。既に欧米では、国際的枠

組構築 の前提条件 として、 国内整備が実施されてお り、我が国 として も国際協 調の一環 として

EDI施 策を推進することが求められている。

EDIを 活用 した ビジネス環境の構築 は総合芸術であ り、その関連範囲は、ハー ドウェアか ら法

律にまで及ぶ。それぞれの関連分野を どう位置付け、誰がいかなる方針で何を行 うべ きかを明確

に した うえで、各人が一つ の目標 に向か って作業を進めることが、未来のビジネス環境の創造の

出発点であろ う。
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2.EDIの 重 要 性

2.1社 内 シ ス テ ム と企 業 間 ネ ッ トワー クの 連 動

1980年 代に活発に行われたOA化 は、生産現場に比べて遅れているとされ ていたオフ ィス業

務の機械化を促進 とするとして期待 されていたが、結果は、 ワープ ロ、 ファックスの導入に留

まった ケースが多 く、一定の効果はあ った ものの、当初考え られていた夢のオ フィスには、程

遠いとも言われている。

OA化 を進め る重要 な手法 として、 いわゆるペーパ ーレス ・システムの構築が ある。 これ を

実現す るため、社内の電子決済 システムを実際に構築 した企業 もあった。 しか しながら、企業

間の情報の受け渡 しは帳票で行 うため、完全なペーパー レスは難 しく、企業 内情報化にイ ンパ

ク トを与えるまでには至らなかった。スーパー/チ ェーンス トア等の流通業では、早 くか ら、

企業 間の帳票受け渡 し(そ の多 くは、発注伝票な どである)の 効率化を指向 してお り、1980年

代には、オンライン取引を開始 している。 これに よって、社内の機械処理 と企業間のデータ交

換が連続す るようにな り、大幅な業務効率の向上が可能にな ったが、 このオ ンライン取引が、

EDIの もっとも初歩的なスタイルであ った。EDIは 本質的にペーパー レス処理で あるか ら、前

述の電子決済システムとEDIが 連動すれば、理想的なペーパー レス ・システ ムの実現 に近 づ

く。この ような認識－EDIは 社内システムのネ ックである社外 との連動を解決する一 が一般

化 し、EDIが 脚光を浴びるようにな ってきた。

EDIは オフ ィスにおいてのみ重要なのではない。社内と社外の連動は生産現場をは じめ とし

て様 々な場面にあ り、EDIは その全ての場面 で重要である。

2.2EDIの 特 徴 と効 果

企業 は、常に効率化 とそれに よる利益 の増加を追求する。そのために、①生産設備や販売店

舗な どのハー ド面の改良、②それ らを コン トロールす る管理系の改善、③意思決定のための情

報収集能力の強化、④販売セールス活動等の営業面 の強化、そ して、⑤資源購入活動の最適化

を行 う。

EDIは 、④、⑤の基本的ツールであ り、③の強化に役立つ。EDIは 、④、⑤において直接的に

様々な効率化に よるメ リッ トを もた らす とともに、間接的に③の効率化に も寄与する。典型例

は、POSと の連動に よる情報収集である。 これ らは、実は、オ ンライン取引ネ ッ トワーク(企

業間ネ ッ トワーク)に 共通な効果であるが、EDIの 最大の特徴は、 これ らの企業間ネ ッ トワー

クの効果を維持 しつつ、副作用である多端末 と変換によるコス ト増を押 さえる点にある。すな

わち、 ビジネス プロ トコルの標準化は、EDI導 入に伴 うシステム開発費の低減 に寄与 し、 中小

・零細企業 も含め全ての企業に対 して公平にネ ッ トワークへの参加の機会を与えることにつな
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が る。

EDIに はもう一つ重要な特徴があ る。標準的取決めを持たないネ ッ トワークは、固有 の ソフ

ト/ハ ー ドの押 し付けにとどまらず、業務処理 自体の押 し付 けか らひいて はいわゆ るネ ッ ト

ワークに よる新 しい企業系列を もた らす場合 もある。 これに対 し、欧米のEDIの 説明書には、

図1-1の よ うに、常に、EDIに よってデータ交換を行 う二者が対等 に描かれている。これは、

システムや会社の大 きさが同 じとい う意味ではな く、二者が対等の立場にあるとい うことを意

味する。EDIは 、対等の立場で取引を行 うために、対等の関係にあるシステム間でデータ交換

を行 うことであ り、その基本的精神は、すべての企業に公平にネ ッ トワーク利用機会を提供す

ることにある。

この ようなEDIが 、やがて社会的イ ンフラの段階に到達 し、 これを効果的に活用す ることが

新時代の企業の条件になる日もそ う遠 くないことが期待 され る。
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3.EDIの メ カ ニ ズ ム

EDIは 企業 間ネ ッ トワー クの メ リッ トを 損なわず に、副 作用 を抑 え るた めに、独 特 の メ カ ニ ズ ム

を用 いるが、そ の手法 はOSIに おけ る相 互接 続手法 に よ く似 てい る。EDIとOSIは 、基 本的 に 同一 の

原理 に基 づ いて お り、 階層 的 関係 に あ る と位 置づ け られ る。

3.1EDIの 定 義

EDIの 実像は欧米における発展過程で次 々に発生 した問題を解決す るために、大 きく変化 し

てきたが、今後 とも、実像 としてのEDIは 変化 してい くことが予想 される。 しか しその過程 に

おいて も変わ らないEDIの 本質があると考え られ、これを押 さえたEDIの 在 り方論を検討す る

うえで、EDIの 定義が重要である。

(1)企 業間のデータ交換

EDIを 特徴づけ るもっとも大 きな要素は、企業間のデータ交換である。データの転送 とい

うレベルは、 コンピュータ間であれ、企業間であ り、データ交換の持つ意味に特に違いはな

いが、 日常 の業務処理 レベルでは、社内のデータ交換 と企業 間のデータ交換には、大 きな意

味の違 いがある。すなわち、企業間のデータ交換につ いては、データ交換の当事者が不利益

を被 らない よう、交換 されるデータ(メ ッセージ)が 公式に証拠能力を持つために必要な要

件カミ、社会的ルール(法 律又は慣習)に よって定め られている。

EDIは 、それに よる業務処理上の効果を最大にす るために、EDIの メッセージは書類 と同

等の意味 と機能を持ち、かつEDIに よる企業間のデータ交換 は、書類の交換 と同 じ効力を持

つ とされた。 この基本的な位置付けが、EDI定 義 の原点である。

(2)歴 史的背景

EDIは 、1970年 代の半ば頃か ら、企業間のデータ交換(受 発注、イ ンボイス ・データ等)を

行 う一つの手法 として、その開発が始まった。EDIは 、企業間の書類交換を電子データの交

換に置 き換えることで業務効率を向上させ ようとい うアプローチであるので、最初か ら書類

の交換 と電子データの交換を同列に扱った。

当時既にデータ伝送 に関す る基本的なツール(情 報 ・通信 システ ム)は 製品化 されてお り、

それを前提に して、 アプ リケーション ・レベルでの企業間のデ ータ交換に関す る問題点の解

決策が検討 された。その主要な問題点は、『データコー ド』、『フ ォーマ ッ ト』の企業 間での不

一致である。すなわち、歴史的に見たEDIの 検討は、企業間のデータ交換を前提 に した時に

発生す る情報表現上の問題点(正 確には、デ ータ表現の問題)の 解決策の検討か ら始 まって

お り、以後、EDIの 開発 は終始一貫 して、技術的な企業間のデータ交換手法を中心的 テ ーマ

として、進め られてきた。
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(3)『EDI』 の定 義

以上 の よ うなEDI開 発 の経 過 か ら、EDIは 次 の3点 を要 素 と して 定 義 す る の が 自然 で あ

る。

①EDIは 異 な る企業 間 での オ ン ライ ン ・デ ータ交換 であ る。

② 交 換 す るデ ー タは、取 引 を表 す メ ッセー ジが中心 であ り、 そ のデ ー タ交 換 は、書類 の

交換 と同一 の機 能(意 味)を 持 つ。

③ 交 換 デ ー タは、 当事者 間 の合 意 に基 づ く特別 な フ ォーマ ッ トで コーデ ィング され てい

る。

これ らの要素 に 、技術 的 体系 を付 け加 えてEDIの 定義 を ま とめ、本 報告 書 では 、EDIを 以

下 の よ うに定義 す る。

EDIr異 なる組織間で、取引きのためのメッセージを通信回線 を介 して、 標準的 な規

約(可 能 な限 り広 く合意された各種規約)を 用いて、コンピュータ(端 末 を含

む)間 で交換すること。』

こ の 定 義 は 、 欧 米 お よ び 国 内 の 現 存 す るEDI(業 界VANな ど を 含 め て)に 当 て は ま る も の

で あ る が 、 昨 年9月 か らISO(国 際 標 準 化 機 構)で は 、JTC1を 事 務 局 と す るSWG/EDIを 組

織 し、 シ ス テ ム 面 か ら 見 たEDIの 定 義 を 検 討 し て お り、redi」 と 呼 ん で 、応 用 業 務 面 か ら 見 た

「EDI」 と 区 別 し て い る 。 そ れ を 、 以 下 に 紹 介 す る 。

edi:ElectronicDataInterchange(edi)isasetofrule-basedandautomated

transmissionofstructureddataamonginformationmanagementdomains.

「第2回ISO/IEC-JTC1-SWG-EDIブ ラ ッ セ ル 国 際 会 議(1990.1)採 択 事 項 よ り」

3.2EDIに お け る デ ー タ 交 換

EDIは 、業 務上 の ニーズ に基づ き、それ を実 現す るため の技術 開発 か ら、そ の歴史 が 始 ま っ

て い る。 そ の技術 開発 の内容 は、 メ ッセ ー ジ伝送 レベル、 メ ッセ ー ジ表 現 レベル の相 互接続 性

を実 現 し、業 務 に必要 なデ ータ を企 業 間 で交 換 す る ことにあ る。 業 務 レベ ルで の様 々な処理 に

必 要 なデ ー タは 、すべ て、 メ ッ七 一ージ(EDIメ ッセ ージ)で 表 現 して交 換す る。 この時 、図3-

1の ② の部 分 で は、 この メ ッセ ー ジの表現形 式 が一致 していな けれ ば な らない のは、 当然 で あ

る。 さ らに、① と③ の部 分 とが、② と一致 してい るのが理想 的 で あ る。

しか しな が ら実 際 に は、① と③ の部 分 におけ るメ ッセ ージ の表 現 形式 が一 致 して い るの は希

で あ り、 も し一 致 させ る と した ら、事 実上 不可 能 な シス テ ムの大 改造 を必要 とす るのが通常 で

あ る。 そ こで欧米 の主 流 で ある可変 フ ォーマ ッ トを用 いたEDIで は、 図3-1に 示 す ように 、

コンバ ータ ー(欧 米 で は、 トラ ンス レータ ー と言 う)を 導 入す る ことで、 ネ ッ トワー ク上だ け
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に限定 した メ ッセ ージ表 現形式 の統 一 を 実現 してい る。

す なわ ち、EDIに おい て は、共通 な フ ォーマ ッ トや デ ータ コー ド(通 常 、標 準 を用 い る)を 定

め、 それぞ れ の シ ス テ ム の ロ ー カ ル な表 現 形 式 を 共 通 形 式 に変 換 す る こ とに よ り、 異 な る

フ ォー マ ッ トやデ ー タ コー ドに よる ロー カルな表 現形 式 の メ ッセ ージを用 い てい る2つ の シス

テムを相互 に 接続す る こ ととな る。 この共通 形 式 に関す る各 種 の取 決 め(図3-1の ② の部分

に適 用 され る)が 、従 来 か ら言 わ れ てい るrビ ジネ ス プ ロ トコル』 で あ り、各業 界 で広 く合意

された共 通 ビジネス プ ロ トコルが 、標 準 ビジネ ス プ ロ トコル であ る。

EDIで は、 コンバ ータ ーを導 入す る ことで、 図3-1の ① と③ の部分 の メ ッセ ー ジ表 現 形 式

の不一 致 を、問題 の対 象 外 に した 。 しか しなが ら、EDIメ ッセ ー ジ(共 通表 現)の 意 味解 釈(こ

れ も共 通 で あ る)に よって実行 され る(こ の実行 は 、 図3-1の ① と③ の部分 で行 われ る)処

理 の結 果 は、 共通 で なけ れば な らない。 例 え ば、注文 メ ッセLジ(注 文書)を 受 け取 った ら、

社会 的 ル ール に従 った 受注 処理 が 行わ れ なけれ ば な らな い。

すな わ ち、EDIの メカ ニズ ム とは、 コ ン7"'・一・ターを導 入 して、共 通表 現形 式 に よる メ ッセ ー

ジを実 現 し(メ ッセ ー ジ表 現 を含 めた相 互 接続 性)、 図3-1の ① と③ の業務 処理 シス テ ム(業

コンバーター

(}ラ ンスーレ一夕ー)

コンバーター

(ト ランス◆レ一夕ー)

← 一一 ①

共通(標 準)
フォーマ ッ ト

② ③ 一一 →

図3-1EDIに お け る シス テ ム間 の接続
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務 処理)間 の相 互 接続 を 等価 的 に実現(相 互運 用性)す るため に、必要 な プ ロセス を提供 す る

仕 掛け で あ るが、 これ は 必要 条件 で は あ って も十 分条 件 で はな い。EDIの メカ ニズ ムに は 、 業

務 処理 シ ステ ム(業 務 処 理)に おけ る業務 の意 味 その もの の違 いを吸収 す る効 果 は、 ほ とん ど

な く、EDIに よ り、業 務処 理 間 の相互 接続 を実 現す るため には、 少な くとも、 接続 の対 象 と な

る業 務処 理 間 に相 互運 用性 がな けれ ばな らな い。

共通形 式 と ロー カル 形式 を相互 に変 換す る ソフ トウ ェアで あ る 『コ ンバ ータ ー』 は 、米 国で

は、情報 ネ ッ トワー ク ・サ ー ビス事 業 者、 ソフ トウェア ・ハ ウス等 のベ ンダ ーか ら、 パ ッケ ー

ジ ・タイ プで供 給 され て い る。我 が 国で も、可変 フ ォーマ ッ トに よる業 界標 準化 を進 めた ご く

一部 の業 界(例:電 子機 器 製 造業界)で 供給 され てい る
。

なお、 デ ー タ伝送 レベ ル の情 報 ・通信 シス テ ムにつ いて も、 当然 共 通 な ツ ール と して標 準

(例:OSI準 拠 通信 シス テ ム)を 用 い る こと とな る。

3.3EDI規 格 の 構 造

3.3.1全 体 構 造

前述 のよ うに、EDIで はシステム間の相互接続(正 確には、等価的相互接続)を す るた

めに、共通 なツールや共通な形式を用い る。 この共通なツールや共通な形式は一種 の規格

である。一方、先 に述べた ように、異なる企業の業務を接続するためには、その業務間に

相互運用性 がなければならない。相互運用性を実現するために、業務に係わ る取決めが必

要であ り、それは共通ルールである。

これ らの取決 め全体をビジネスプロ トコル と呼ぶ こともある。 しか し、長い間、 ビジネ

スプ ロ トコルはデ ータコー ド、フ ォーマ ッ トの問題 と解釈されてきた経緯 もあ り、 ここで

は、EDIに 必要な取 決めは、共通ルール も含 めた全体 を 『EDI規 格』 と呼ぶ ことにす る。

表3-1は 経験的に分類 したEDI規 格のまとめである。表3-1で は、EDI規 格 全体を

4つ に分類 し、現在ある規格やル ールが どの レベル に相 当す るかを示 した ものであ り、

EDI規 格全体の構造を階層的に表 している。

この構造は、EDI規 格のい くつかの現実的な特徴を表 している。それを以下に示す。

① 標準化は下位 レベルか ら進む。

② 現在、標準化 が盛んに検討 されているのは、第2レ ベルである。

③ 第3レ ベル よ り上位については、 ごく一部を除 き国際的にみて も、まだ、標準的規

格 は構築 されていない。

④ 第3、4レ ベルは、個別取決めで処理 されている。

EDI規 格がこの ような階層構造 で表せ るのは1も ともとEDIに おけ る相互 接続 の手法

が、OSIに おけ る相互接続の手法 と同一であ り、OSI構 造の上方延長 として表す ことがで
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きるた めで あ る。

しか しな が ら、 この階層 構 造 は 、 さ らに重要 なEDI規 格 の特徴 を も示 してい る。 この あ

との説 明 のた あに、 先 の図3-1の ② の 部分 をrコ ンバ ー ターの外側 』そ して① と③ の部

分 を 『コ ンバ ー ターの 内側』 と呼 ぶ ことにす る と、第1レ ベル と第2レ ベル は、 コンバ ー

タ ーの外側 の規 格 で あ り、 第3レ ベ ル と第4レ ベ ル は コ ンバ ー タ ーの 内側 で遵 守 す べ き

ル ール で あ る。 そ して、表3-1に 下 側 の方 の規 格 は形 を決 め る規格 が 中心 であ り、上側

の方 は、手続 的 な取決 め が中 心 に な る(す なわ ち、ル ール)。 手 続的 な取 決 めは、一 般的 に

客 観 的な文 章 にす るのが難 し く、注 意深 く文 章化 され て いて も、暖 昧 さが残 る可能 性 が高

い。 この こ とは、表3-1の 上側 の方 は、標 準化 あるい は共通 ル ール を構 築 す る ことが 、

難 しい ことを示 して い る。

3.3.2第1レ ベ ル と第2レ ベ ル

この2つ の レベル は コンバ ー ターの外 側 の接続 のため の規格 で あ る。

(1)第1レ ベル(情 報 伝達 規 約)

第1レ ベル は、情 報 ・通 信 システ ムに関す る規 約で あ る。 この部 分は 、OSIの 世界 と

も呼 ばれ7つ の階層 構造 がISOで 規 格 化 され てい る こ とは 、 よ く知 られ て い る。 た だ

し、第1レ ベ ル とOSIの7階 層 が完 全 に一 致す るか ど うか につい て は、確 認 され ていな

い し、む しろ、OSIの7階 層 とアプ リケー シ ョン とのイ ンター フ ェース との集合 が、 第

1レ ベル に相 当す る とい う見 方 の方 が強 い。

EDIが すべ て の レベ ル の取 決 めの うえ で稼 働す るこ とか ら、 第1レ ベ ル と第2レ ベル

表3-1EDI規 格 の 構 造

レベル分類 ISO規 格 国連勧告 米国の規格 我が国の実態

(第4レ ベル) (当時者間の)
個別取決め

取引基本規約 個別 契約
VANに よる一括契約

(第3レ ベル) セキュ リテ

検討中と イ問題と考 当時者間の取決め

業務運用規約 言われる えられてい 業界VAN統 一運用
る 。

(第2レ ベル) IS9735 国連SM ANSIX12.X 業界別 フォーマ ッ ト

(EDIFACT) EDIFACT ANSIX12.6 (EIAJ標 準,

情報表現規約 IS7372 国連DED ANSIX12、3 JCAの 標準他)
(国連DED) ANSIX12.22 ブライベー}・ フォーマット

(第1レ ベル) いわゆる
OSIの7階 層 同 左 SNA,BSC・ ・ J手 順,全 銀手順

情報伝達規約 十 α プライベー ト手順
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とのイ ンターフ ェースが、ユーザーの領域で存在 している。そのイ ンターフェースで与

え られ る機能が、それぞれの レベルにおける取決めと関係 してい ることが、それぞれの

レベルにおける取決 めを決定する場合に大 きな考慮点 となる。

現状 では、J手 順や全銀手順が使われているが、それらの手順は、ここで示 している階

層的な枠組みに沿 って開発 されたのではないので、第2レ ベル との関係が タイ トだ と言

われている。具体的な悪影響 としては、J手 順や全銀手順が使われてい るEDIシ ステ ム

の情報 ・通信 システ ムを、例えばFTAMな どに、そ っくり変更 しようとす ると、かな り

の手直 しが必要に よるとい うことがある。理想的に独立 していれば、手直 し無 しで情報

・通信 システムを変 更で きるはずである。理想的な独立 の実現 は容易でないが、今後 目

指すべき方 向であろ う。

(2)第2レ ベル(情 報表現規約)

第2レ ベルは、従来、「デ ータコー ド、フォーマ ットの取決め」と言われていた部分で

あるが、この解釈 は現在で も有効である。これまで、EDIの 特徴的手法 の中心でもあ り、

『TDCCコ ーデaン グ方式』が現在 の技術の出発点になっている。TDCCコ ーデaン グ

方式 とは、文章に近 い記述で構成 された伝票を、電子データで表現するために提案 され

た表現手法である。その最大の特長は、現在でも使われてい る固定フ ォーマ ッ トのメッ

セージ表現形式に換えて、データ項 目単位の可変長を可能 にしたフ ォーマ ットを導入 し

た ことである。 ノ

第2レ ベル は、 現在 のEDI標 準化 の 中心 的部 分 で 、ANSIX.12(米 国)、EDIFACT

(ISO、ECE)等 は 、いず れ もTDCCコ ーデ ィン グ方式 の発 展 形 で あ り、か つ この第2レ

ベ ル の規格 にな って い る。 基本 的 には 、帳票上 のデ ー タを電 子 デ ー タに置 き換 え る方法

で あ り、 以下 の要 素 で構成 され る こ とが既 に一 般化 して い る。

① 標準 メ ッセ ージ

② シ ソタ ヅクス ◆ル ール

③ デ ータ ・エ レメ ン ト ・デ ィレク トリー・ デ ー タ ・コー ド表

① の標 準 メ ッセ ー ジ とは、 特定 のメ ッセー ジ(例:注 文 書)に 含 め る こ との で き る

デ ータ項 目の リス トで あ り、② の シ ンタ ックス ・ル ール は前 述 の リス トの中か ら必 要 な

項 目だ けを抜 き 出 して、実 体 と しての メ ッセー ジを組 み立 て る時 のル ール であ る。標 準

メ ッセ ージは、 公 文書 の作 成 方法 を示 した ガイ ドブ ックに 、 そ してノ シ ンタ ック ス ・

ル ール は文 章 を書 く時 の文法 に 例 え られ る。③ のデ ー タ ・エ レメン ト・デ ィレク トリー

は、す べて の標 準 メ ッセ ー ジ(通 常 、複数 ある)で 使 わ れ るデ ータ項 目の一覧 表 で あ り、

国語辞 典 に相 当す る(以 上 図3-2～ 図3-4を 参 照)。 ① と② を組 合わ せ る と、伝統 的

な 固定 フ ォーマ ッ トと同 レベル の実体 が で きる(図3-5を 参 照)。

この よ うな規 格 の構成 は、業 界横 断的規 格を実 現 す るた め に開発 され た手法 で 、EDI
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の最大 の特徴 であ る。 この手法 で規格 化 で き るのは、 テ キ ス ト ・レベル の メ ッセ ージ で

あ る。

しか しな が ら、最近 のEDIで は、設 計 デ ー タな どのCAD/CAMデ ータを オ ン ライ ン交

換 し よ うとす る動 き もあ り、 この場合 の コーデ ィング方式 は、 まだ 研究段 階 に あ る。 こ

の よ うなデ ータ交 換 は、 当然 、第1レ ベ ル の規 格 に も大 き な影 響 を及ぼ す ことにな る。

(1)注 文 メ ッ セ ー ジ

フ ォー マ ッ トM

機 関 名 サブ機関 情報種類 版

EIAJ 01 0500 1A

項目晦 項 目 名 必 キー CD 項 目 内 容 属性(桁数)繰返数

001 データ処理M ● 受信者側でのデータの処理順序を表す番号。受信者側で処理の順序 を理解

で きれば必ず しも連番である必要 はなく、採番方法は発注者の任意とする。
9(5)

002 情報 区分 ● ◎ 情報の種類を表すコード。(内示注文、確 定注文等) X(4)

003 作 成 日 付 データ作成年月日を表す。 9(6)

004 発注者 コー ド ● ☆ ◎ 注文 書 を発行 した企業(6桁)お よび その工場 ・事 業場 ・事 業部 門(6桁)

を示 す コー ドで 統一企 業 コー ドに よ り表 す。

X(12)

005 注 文 先 ● ◎ 事務 処理上 、各 取引先 をユ ニー ク に表 す為 に採 番 された コー ド。取 引先指

定(6桁)と 詳 細指定(6桁 。拠 点毎 の指 定 な ど)と で構 成 し、統 一企 業

コー ドに よ り表 す。

X(12)

006 発注部 門 コー ド 原価の責任部門あるいは納入部門 を示す発注者社内部門番号 コー ド。 X(8)

007 注 文 番 号 ● ☆ 発注者側が注文書に付けてい る管理番号。一意性 を持たせ る。 X(23)

008 製造番号 発注者の社 内原価管理等に結び付 く社内製造管理番号。 X(19)

009 訂 正 コー ド ● ◎ 情 報 の新規 ・変更 ・取 消 を示 す コー ド。 X(1)

010 コ ック区分 ◎ コ ック品 で あ るこ とを示 す コー ド。 X(1)

011 注文年月日 ● 注文書 を発行 した日付。 9(6)

012 単 位 ◎ 数量 を表 す基 準 を示す コー ド。 X(3)

013 単 価 ● 注文時の製品一単位あたりの値段。 9(10)V(3)

014 単価区分 ◎ 単 価の 確定 ・変 更 ・未定 を表す コー ド。
・＼

一 一 一⊥

rEIAJ取 引情報化対応標準IA注 文 メ ッセージ」 の一部

図3-2標 準 メ ッセ ージの例
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設 定 接 続 終 了

'
ノ

ノ
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巨 換1 交 換 交 換1

ノ
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

,

UNAUNBレ 機 能 グループのみ 又 は メ7セ ージ のみUNzl'

' '

"
"

'ノ
"

'

"

"

"
',

',

"'ノ
二 '

UNGI'1メ ・セ ー ジ メ7セ ー ジ メ ・セー ジIUNE□

UNH'1デ 一夕セグ川 データセグメント デ一夕セグメン} UNT
,

TAG+陣 一 データ・レ川 十 複 合 データエ〃 ント
,

コ一州 デー順 構成 データ ● 構成データ

データ 値 エ レメ ン ト ■ エ レメ ン ト

議㌶畿 データ値 データ 値

1接 続は1つ 以上のデータ交換を含む。

接続のための設定、維持および終了等

に関する技術的 プロ トルコは本規格に

は含 まない。

1つ のデータ交換は次の ものを含む。

-UNA 、サー ビスス トリング情報

(必要によ り)

-UNB 、交換ヘ ッダー

一機能 グループまたはメ ッセージのど

ち らか一方のみ

－UNZ
、交換 トレーラ

1つ の機 能 グル ー プ は次 の もの を含 む。

-UN
.G、 機 能 グル ープ ヘ ッダー

一同一 タイ プ の メ ッセ ー ジ

ーUNE
、機 能 グル ー プ トレー ラ

1つ の メ ッセ ー'ジは次 の もの を含 む。

-UNH
、 メ ッセ ー ジヘ ッダ 一

一デ 一 夕 セ グメ ン ト

ーUNT 、 メ ッセ ー ジ トレー ラ

1つ のセ グメ ン トは次 の ものを含む。

-1つ のセグメン トタグ

ー単一データエ レメ ン ト
、または

複合データエ レメン ト、またはその

両方

一セグメン ト終了符号

セグメン トタグは次の ものを含む。

-1つ のセグメン トコー ド及びも し明

示的指示の場合、反復/ネ ス ト化値

(8.1と9.1参 照)

単 一 デ ー タエ レメ ン トは 、1つ の デ ー

タエ レメ ン ト値 を持 つ 。

複 合 デ ー タエ レメ ン トは、 構 成 デ ー タ

エ レメ ン トを持 つ 。

構成 デー タ エ レメ ン トは、 単 一デ ー タ

エ レメ ン ト値 を 持 つ。'

筏量饗 醐 董↑欝
rISO9735(EDIFACT)」 規格書 よ り交換階層構 造

図3-3シ ン タ ッ ク ス ・ル ー ル の 例
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TRADE!WP.4!R.534/Rev.i!Add.3

paGε10

FACＴorThn`crt a-1 n ir r P

CEBISt・tDIDataElementsusedinPURCHASEORDERMESSAGE Issue89.1

Tag FormatName Comp. Seg.

1004 an..35Documentnumber

Referencenumbera∫ ∫fgηedtothedOCUηentbγ

thefssuer.

BGM

1082 n..6 Lineitemnumber

5er∫a7ηuη 由erdesfgηatf刀geachseρarate∫te〃;

wit力ina5er∫e∫ofart∫C7e∫.

M"
D

I

I

-L
S

1131 an2 Codelistidentifier,coded

∫dentif∫ca亡 ∫onofacodelist ..

C214

CO88

ClO7

CO87

CO82

CO40
CO84

C100

ALC
FII
FTX
LOC
NAD
SDq
TDT
TOO
TOD

ll53

1154

an..3

an..35

Referencequalifier

Codegiving∫ ρedf∫cmeaningtoareference

5egmentorareferencenumber.

Referencenumber

/lnidentifica亡 ∫onntノ πめerthenatureaηd

func亡ionofHノ 〕ichcanbegua]if∫edbγaη

entrγin重 力ereferencequalifier.

COO8

COO8

COO8

COO8

C274

BGM

PCI

RFF

BGM

PCI

RFF

「TRADEDATAINTERCHANGEPROTOCOLS

DevelopmentofUnitedNationsStandardElecronicMessage

"TRADE/WP
.4/R.534/Rev.1/Add.3"」 の 一 部

図3-4 デ ー タ ・エ レ メ ン ト ・デ ィ レ ク ト リ『一 の 例

、
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〔電文(メ ッセ ー ジ)全 体〕

UNB+UNOA=1+108420171:ZZ:108400+999999:ZZ+891110=2032+1110-001++++1'

UNH+493+ORDERS:2:2:JP'BGM+105:チ ュ ウ モ ン シ ョ+5761MFUG835+891110+00'CTA+PD+

Eglノ ダ+078-652-2121:TE'DOC+999:シ ョウ ニ ンズ++i'DOC+999:シ ケ ンセ イ セ キ シ ョ++1'DOC+99

9:ト リア ツ カ イ セ ツ メ イ シ ョ++1'DTM+004+891110'DTM+069+891205'TRI+EXC:タ ンカハ シ ョウ ヒゼ イ ヌ

キ'TDT+'LOC+10+::シ ザ イ ソ ウ コ(613)'UNS+D'LIN+1+4+JISC5141C16EL(Z)100:JIS

+532QDO1:BP+40:610:]+35.00:CT:1:コ++21350'IMD+F+08++ア ル ミデ ンカ イ コ ンデ ンサ ー:16

VDC,100μF,%+-20%:ハ イ ニ ップ ルD10,H12.5,P5,MO.6:セ イ ゾ ウ メ ー カ ニ ッツ ウ コ ウ:S761MFOOl

UG835A10'IMD+F+13++ト クベ ツ ヒ ン シ ツ ヒ ョウ ジ ヲ シ テ ク ダ サ イ'SCC+1'QTY+44:300:ゴDTM+002+8

91205'QTY+44:310:コ'DTM+002+891220'UNS+S'TMA+21350'UNT+28+493'UNZ+1+

1110-001'

〔電文(メ ッセ ー ジ)の 説 明(一 部 のみ,後 半省略)〕

UNB+UNOA:1+108420171:ZZ:108400+999999:ZZ+891110:2032+1110-001++++1'

1

一
〇
ー

篶黙L
シンタヲクスバージョン 番 号

構 成 データエレメント分 離 符 号

文 字 セ,ト の 水 準

管 理 機 関(UNOニUN/ECE)

データエレメント分 離 符 号

交 換 勺 ダー

L障㈱ 吐

受信己 ご 修飾吉作成時間L蓼麟
送信者識別コーF修飾子

受信確認要求

セグメン}終了符号

」

UNH+493+ORDERS:2:2:JP'

]=蟻 蜂㌣
メ,セージへ,ダー

BGM+105=チ ュウモ ンシ ョ+5761MFUG835+891110+00'

L㎏ 麟▲ 　　:㍗▲
BeginningofMessage

LMessageFunction
,coded(新 規)

Date,Coded(注 文 書 発 行 日)

図3-5可 変 長 メ ッ セ ー ジ の 例(UN-EDIFACT、ECEス タ ン ダ ー ド ・メ ッ セ ー ジ に よ る コ ー デ ィ ン グ 例)

＼
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(3)第1レ ベル と第2レ ベル の イ ンター フ ェース

前述 した よ うに 、第2レ ベ ル は、第1レ ベル との間 に あ るイ ンタ ーフ ェースを通 じて

第1レ ベ ルか ら必要 な サ ー ビスを受 け る。 このイ ンター フ ェース があ るた めに、 第1レ

ベル と第2レ ベル の独立 性 が 高 くな るが 、両者 は全 く独 立 に存在 す るので はな く、 あ る

相 関 を有 す る。 例 え ば、実 用 システ ムを実 現 しよ うとい う状況 で は、第2レ ベル に おけ

る転送 デ ー タが フ ァイル形 式 で あれば 、第1レ ベル もフ ァイル転 送 形式 の情報 ・通 信 シ

ステ ムで なけ れば な らな い。 ・

現在 、 それ ぞれ の レベル の標 準化 は 独立 に行 われ て お り、そ の よ うな考 慮 は必ず しも

十分 とは 言 えな い。そ のた め 、各 レベ ル で独立 に 開発 され た規格 を組 み 合 わせた 時 に、

実 用領 域 で不具 合 が発生 す る危 険性 が 懸念 され て い る。 他方 、EDI専 用 の第1レ ベ ル の

規 格 が構 築 され るな ど、第1レ ベ ル と第2レ ベ ル の相 関 が 強過 ぎる場合 に は、専用 の規

格 以外 はEDIメ ッセ ー ジを 伝 送 出来 な い とい う制約 が 発生 す る可能 性 もあ る。

ISOで はJTC1を 事務 局 とす るSWG-EDIを 設置 して、EDIの コ ンセ プ ト ・モデ>vの

検 討 を行 って い る。3.1で 紹 介 したredi」 の定 義 はそ のた め に作 成 され た もので ある。

検 討 のな かで は、情 報 ・通 信 システ ムの汎用 性 を損 なわ ず に第2レ ベル で の必 要性 を満

たす ため に必要 な、第1レ ベ ル と第2レ ベ ル の間 のイ ンタフ ェー ス も提案 されて い る。

それ に よって 、様 々 な第1レ ベル の規格 が 、第2レ ベル で必 要 な標 準的 な サ ー ビス機能

を提供 しよ うとい うアプ ローチ であ る。(図3-6参 照)

EDIサ ー ビ ス

機能の提供
(運用の側面)

(第1レ ベル?)

図3-61SO/IEC-JTC1-SWG-EDIで 提 案 された 「edi」に おけ る通信 システ ム

3.3.3第3レ ベ ル と第4レ ベ ル

第3レ ベ ル と第4レ ベ ル は、主 に システ ム運 用 や業務 運 用 に関わ る取 決 め であ り、EDI

を活用 す る社 内 システ ムの規 模 に応 じて 、取 り決 め が システ ムを組 み込 まれ る状況 が異 な

る。一般 的 に大企 業 の大規 模 シス テ ムで は、 第3レ ベル の取決 め の大 半 は、 シス テ ムに組

み 込 まれ て、 自動 化(自 動 運 用)さ れ る。
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(1)第3レ ベル(業 務運用規約)

別名 「システム運用規約」 とも言われるように、EDIに よって結合 した業務処理 シス

テムに課せ られる運用規約 である。 この レベルに含まれる要素は、第2レ ベルの ように

は明確にはなっていないが、以下の ような規約が含まれると考え られている。

① システム運転 に関す る規約(業 務処理 システム ・レベル)

② 業務運用 に関す る規約(担 当者(最 終ユーザ ー)レ ベル)

上記①は、物理的に正 しくメヅセージが転送 されるために必要な取決 めで、 システム

の運用時間、メ ッセージの送達確認(ア プ リケーション ・レベル)、 システム運転状況確

認な どがある。 この中には、異常の検出および異常発生時のシステム ・レベルでの対応

も含 まれ る。 また、EDIメ ッセージ送受信のスケジュール(物 理的)も 含 まれ る。

一方
、②は、業務担当者 レベルの規約である。第2レ ベルの規約では、 メッセージの

表現方法だけを規定 してあ り、そのメ ッセージを受け取 った時に どの ような対応 をすべ

きか は、特に決あ られていない。例えば、受信側が注文訂正 メッセージを受け取 った時

に、 どうい う場合には有効で どの ような場合に無効であるか、 また、有効であれ ば何を

しなければいけな いかを規定す る。第4レ ベルで決め られるEDIに よる契約成立時点を

把握す るための仕掛けに関する取決め も、ここに含 まれ る。

第3レ ベルは、例え条件判断があっても機械的に結果 が定 まる取決 めが 中心 にな る

(手続 的な取決め)。 従 って、大規模 システムでは、業務処理システムに ロジ ックを組み

込 んで 自動化す るケースが多い。 セキ ュリテ ィよりは、 システムの完全性 に関す る規約

として把握することができる。例 えば事故対策では、あらか じめ想定 され る障 害(注1)に

ついては、第3レ ベルでその時の運用が規定 される。

第3レ ベル と第4レ ベルの区分は、次のように考えると分か りやすい。企業 間で第3

レベル、第4レ ベルの取決めの調整をする時、社内の業務処理 マニュアルを見なが ら、

システ ム担当者や業務処理担当者の範 囲で、取決め内容の策定 が可能なのが、第3レ ベ

ルである。一方、第4レ ベルは、責任者の判断項 目になっていた り、社内のマニュアル

な どには記載 されていなか った りして、担当 レベルでは、取 り決め内容を策定 できない

ような ものである。

(2)第4レ ベル(基 本取引規約)

オ ンライ ン取 引契約 とかEDI取 引契約 とい うのは、現在 では まだ一般 化 していない

が、 このような条項を 『基本取引規約』に盛 り込んでいる例 も、既にあ る。

(注1)あ らか じめ想定 される障害 とは、再現性が高 く、経験済で、その障害が起 きた時に起 こるシステ ム

の振る舞いと結果が、判明 している障害である。このような障害が発生 したときの復旧処理は、例

外処理 というよりは通常運用である。
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EDI取 引契約(以 下 では、オンライ ン取引契約 とEDI取 引契約をまとめてEDI取 引契

約 と表現す る。)と い うのは、 「企業間の取引の具体的な方法 として、EDIを 用い る」 と

い う約束 をすることである。 この契約をせずにEDIを 実施 した場合、EDIに よる取 引は

何 らの効力 も持たない とい う解釈 も可能か もしれない。現状では このような認識の下で

EDI取 引契約を結ぶ ケースはほとんどな く、法制度的 問題 については特 に意識 せず に

EDIを 実施 している例 が多い。

EDI取 引契約の問題点は二つある。①EDI取 引契約 に盛 り込む内容 と②EDI取 引契約

の法的有効性である。① については、rEDIに よる取 引を行 う』とい う1行 で済ませてい

るものか ら、事故発生時の損害賠償の方法 まで規定 しているもの まで、千差万別である。

②については、例え2社 間でEDIの 法的有効性を確認 して も、書類 を省略(ペ ーパー ・

レス取引)し た取引は法的有効性がな く、契約そのものが無効であるとい う解釈 もある。

実際には、EDIで あっても最小限の書類 の交換(証 拠書類に相当)が 行われている。

それでは、ペーパー ・レス取引を前提 としたEDI取 引契約は どの ようなものであろ う

か。一つの想定 としては、EDIの 仕組 みに一定の条件を設け、それをEDIの 当事者 がそ

れぞれ契約(EDI取 引契約)に よって確認することで、EDIに よるペーパ ー ・レス取引

を法的に有効にする方法があ り得 る。一定の条件 は、情 報 ・通信 システ ム(第1レ ベ

ル)、 情報表現方法(第2レ ベル)、 そ して運用方法(第3レ ベル)だ けでな く、EDI当 事

者内の社内システ ムにおけ るEDIメ ッセージ ・データの運用にまで、設け られることに

なろ う。そ こまで想定 しなければ、電子デ ータの信頼性、保全性は保証で きない。

この一定の条件が、第4レ ベルの取決めの中心になる。その内容は、法制度的なもの

が中心になると考えられ る。例えば、契約成立時点、 ログ ・デ ータの取 り方 と保存方法、

事故(復 旧不可能な障害)時 におけ る責任の所在、損害賠償 の必要性の判断基準 と損害

賠償方法など、かな り多 くの項 目にわたることが予想され る。

現状では、実用 レベルで確立 された完全な取決め内容はな く、今後大いに検討 ・分析

され るべき部分である。 しか しなが ら、事故時の賠償 な ど、実際に起 きてみなければ分

か らない項 目もあ り、経験 的に確立 されてい く部分の多 いことが予想される。
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4.我 が 国 に お け るEDIの 現 況

我が国におけるEDIの 実施状況について、ビジネスプロ トコルの標準化の進展状況を中心 として

概観すると、以下の とお りである。

(1)流 通 業 界

正確 に は、消費 財 の流 通 全般 を指 す。 この業 界 で は、チ ェー ンス トア等 の特定 の企業 群 あ るい

は大 企業 を 中心 と したEDIネ ッ トワー ク(典 型 的 な業 界VAN)が 多 数構 築 された が、現 在 で も、

基本 的 にはそ の延 長上 でEDIの 拡大 が続 いてお り、一 般的 にEOS(ElectronicOrderingSystem)

と呼 ばれ るシス テ ムに発展 して きてい る。

業 界VANご とに、 用 い られ て いる ビジネ ス プ ロ トコルは様 々であ る。例 えば 、 日本 チ ェ ー ン

ス トア協会(以 後 、JCAと 呼ぶ)関 係 の大手 小売店 の ネ ッ トワー クでは、相互 に ほぼ 同一 の業 界

標 準(J手 順 、標 準 デ ータ交 換 フ ォーマ ッ ト及 びJANコ ー ド)が 用 い られ てお り、 食 品業 界 な ど

も、大方 は これ に準 じてい る。一 方 、日用 品 ・雑 貨 の業 界VANで は、JCAの 標 準 に類 似 して はい

る ものの異 な る部分 もあ り、 この業 界独 特 の業 界標 準 が用 い られ て い る と見 る こ ともで き る。 家

電 の販 売(家 電業 界)で は 、独 自の業界 標準 を設定 してお り、JCA関 係 の 大 手 小 売 店 とは コ ン

バ ー ジ ョンに よ って接 続 して い る。 百貨 店 では、現在 業 界標 準の策 定 に 向け て検 討 中で あ るが 、

この標 準はJCAの 標準 と若干 違 う部 分 もあ る。 その他 の多数 の業界VANは 、大枠 はJCAの 標 準

に準 じては い る もの の、細 部 で は異 な る部分が あ り、業界VANご との仕様 に な ってい る。

最近 では、 これ ら多 数 の業 界VANの 相 互接続 の必 要性 が高 ま って い るが 、相互 接 続 の際 の イ

ンタ フ ェース(通 信 手 順 あ るい は コー ド/フ ォーマ ッ ト)や シス テ ムの運 用 の しか た の不一 致 が

大 きな問題 とな って い る。

しか しなが ら、大 きな視 野 で流通 業界 を眺 めれ ば、J手 順 、標 準 デ ー タ交 換 フ ォーマ ッ ト及 び

JANコ ー ドを基 本 と した標 準化 が か な り進 んで い る と言 える。

さ らに新 しい動 き と して 、 リアル タイ ム処理 が一 部 の業界VANで 実施 され て い る。

(2)製 造 業 界

製造業界のEDIは 、主 として、資材の調達に用いられている。EDIの 構築が大規模に始 まった

のは、 ここ数年 のことであ り、先行 している業界は、鉄鋼業界(大 手高炉 メーカ・一・・)と 電子機器

業界(大 手組立 メーカー)で ある。自動車業界でも、従来の看板方式に加えて、EDIの 導入が活発

化 している。 さらに、石油化学業界では、業界標準に基づ くEDIの 展開を計画 してお り、電線業

界では取引先 と共同で標準化の検討を進 めている。

製造業のEDIの 大 きな特徴は、受発注だけではな く、それに係わる一連の情報(納 期の指定 、

出荷案内、請求データ、さらには、見積データなど)をEDIに よって処理 していることで、その典
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型例が電子機器業界のEIAJ標 準である。また、製造業では、取引に際 して詳細な情報 の交換を必

要 とするため、一般に メッセージ長が長い。流通業 では128文 字が一つの基準で あ り、大方は1

メッセ ージの長 さが256文 字以内であるのに対 して、製造業では1,000文 字が一つの基準にな'Dて

いる。そのため、EIAJ標 準では我が国で初 めて本格的な可変長のデータ交換 フォーマ ッ トを採用

す ることによ り、データ伝送時の メ ッセージ長を3分 の1程 度に納めている。 このような可変長

のデータ交換 フ ォーマ ッ トは、今後、製造業界における標準化の主流になることが予想 され る。

製造業界におけるEDIは 、業界VANと い う形では進展 しなかった。例 えば、電 子機 器業界で

は、標準化を始める以前か ら各社 ごとにネ ットワーク(比 較的 ローカルなオ ンライン取引に使わ

れていた)の 構築が進んでお り、各 々のネ ットワークを活用す る形 でのEDIが 行 われ る ように

なった。また、鉄鋼業界では対総合商社接続の数が業界全体 で100ほ どであ り、個別接続で も対応

できた とい う事情がある。一般に製造業分野では、取引先が多岐にわたるため、業界VANの よ

うな閉 じたネ ッ トワークは効率的なEDIの 実施に適 さない傾 向がある。 したがって、製造業分野

においては、複数の事業分野にまたがる形での ビジネスプ ロトコルの業際的な標準化がEDIの 普

及にとって重要な課題 とな っている。特に、 自動車製造業は資材調達先が極めて広い業種に分布

してお り、製造業標準化の鍵になる業種 と考えられる。

(3)金 融 業 界

金融業にはいつ くかの業態があるが、 ここでは銀行業を中心に述べる。

銀行業の電子 データ交換は、業界内 と業界外の二つに大 きく分け られる。 この内業界内の部分

は、EFT(ElectronicFundTransfer)と 呼ばれているが、広義の解釈ではEDIの 一つ として認識

されている。EFTの 最大の特徴は、 リアルタイム処理 が実施 されていることと、データ交換に関

し通信 プ ロトコル及びデータ交換 フ ォーマ ットの標準化が実施されていることである。

もう一つの銀行業のEDIの 柱は、フ ァーム・ミンキングである。 これ も広義の解釈ではEDIと し

て捉えられてお り、銀行 と銀行以外の事業者間での決済業務 におけ る電 子デ ータ交 換で ある。

ファームバ ンキングは、昭和60年 代以降構築が進み、現在では、大企業を中心 として広 く普及 し

ている。 ファームバンキングの課題 としては、顧客側企業のシステムにおいて決済の原因業務 と

十分に結びついていないことが挙げ られ る。今後、顧客側企業 内でのシステム化の進展に伴 って、

ファームバ ンキ ングのあ り方が変化 してい く可能性 もある。

銀行業のEDIに おけ る大 きな課題 は、 国際的 な標準化 への対応 で ある。 これには コー ド/

フ ォーマ ットの国際的な標準化の問題 とともに、前述 の新 しいフ ァームバ ンキングに対応 した標

準化の問題がある。後者については、現在の ところ具体的な将来像が明 らかではないが、銀行業

のみに とどまらず産業界全体 としての検討が必要 となろ う。
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(4)運 輸 ・倉庫業

運送業におけ るEDIは それほ ど進展 していない。欧米では、EDIが 運送業 での検討か ら始 ま っ

たのと比べる と対照的であるが、 これには我が国特有の事情が反映 している。我が国の国内輸送

では、大手運送業者が国内全域をカバー しているケースが多 く、輸送業者 間の継送が比較的少な

いからである。 また、 トラ ックをまるごと荷主に貸出し、荷主管理に よる輸送 とい う形態 もあ り、

荷主 との間のEDIの 必要性が少ない こともある。従 って、社 内ネ ッ トワークが中心にな っている

が、宅配業者では大 口荷主 との間のEDI(輸 送依頼の交換)が 実施 されている。

一方、倉庫業 では、荷主 との間のEDIが かな り以前か ら実施 されている。基本的形態は、大 口

荷主の端末(オ ンライン ・デ リバ リー端末)が 設置 された形態であ り、取 引先が多数ある場合に

は、倉庫業者側 にいわゆる多端末化が生 じやすか った。現在では、 コンバージ ョンに より多端末

化が解消されつつあるが、 コー ド/フ ォーマ ッ トの標準化は今後の課題 となっている。

運輸 ・倉庫業 においては、EDIの 相手先が他業界であるため、 この業 界 内での検 討だけ では

EDIの や り方 が定 まらない面がある。 この問題をいかに乗 り越 えるかが、標準化 も含めて今後の

EDI発 展 の鍵 であろ う。

(5)電 力 業

電力業 には、営業系 と資材調達系のEDIが ある。営業系のEDI(料 金徴収業務)は ファームバ ン

キ ングがその中心になるが、電力9社 各社 とも力を入れてお り、必要 な銀行 との接続は概ね完了

した段階 にあ る。

一方、資材調達系のEDIで は、各社 ともこれか ら本格的なシステムを構築す る段階にあ り、 そ

のための業界標準が既に策定されている。 この業界標準は、EIAJ標 準に準拠 してお り、EIAJ標

準 とシンタ ックスルールは同一であるが、標準 メッセージ及 びデ ータエ レメ ン ト・デ ィレク ト

リーが一部異なる。 この ような差異は、電力業 と電子機器製造業 との資材調達を巡 る業態の違い

が反映 した もの と言えるが、 この ような業態の違 いを越 えた統一的な体系の構築(同 一 のデータ

エ レメン ト・デ ィレク トリーの整備)は 今後の課題である。

電気事業者間でもEDIが 行われている。 これは、発電電力の融通 のためのEDIで 、一種の受 発

注である。

(6)貿 易 業 界

ここでは、製 品の輸出入に係わ る企業群を貿易業界 と呼ぶ ことにする。具体的には、税関を中

心 とした関係企業 とい うことにな り、様 々な業種 の企業がある。 この業界でのEDIの 検討は1970

年代か ら行われているが、実際にEDIが 構築 されたのは1980年 代に入 ってか らである。 この業界

のEDIは 、何 らかの形 で税関 と結びついてお り、EDIが 大き く進展 し始めたのは、成 田空港 の通

関システム(NACCS)の 稼働以後 と見てよい。
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この航空輸送関係のEDIに 対 し、海上輸送関係のEDIは 、税 関のシステムが構築中 とい うこと

もあ り、SHIPNETSと 呼ばれる業界VANな どが稼働 している。税関のシステム(東 京税関)は 、

1991年 度 中の稼働 開始が予定 され てお り、 これ以降、海上輸送関係の本格的なEDIの 構i築が始 ま

ると考えられ る。

貿易業界においては、検討の歴史が古い こともあ り、複雑な業務処理が多いにもかかわ らず標

準化はかな り進んでいる。 この業界は、業務の性格上、常に欧米の動 向と大 きな関係をもってお

り、 これまでの標 準化は国連欧州経済委員会(UN/ECE)に おける国際標準化活動を参考に して

行われてきた。 しか しなが ら、実際のEDIに おいてUN/EDIFACT(UN/ECEに おいて開発 ・普

及が進められているEDI標 準)と は別の標準 を用いてお り、今後UN/EDIFACTを どのよ うな形

で導入 してい くかが最大の課題である。

(7)建 設 業

建設業 では、その業務態様が現在のEDIに 馴染みに くい面があ り、本格的なEDIの 構築が なか

なか進 まない状況であるが、最近、業界内での標準化の検討が行われている。

建設業の資材調達は極めて多岐 にわた るため関係する業種が多 く、それ ら多数の業種 とのEDI

についていかに標準化を行 うかが大 きな課題である。 このため、業際的な標準化に適 した もの と

して、EIAJ標 準で用いられている可変長 のフォーマ ッ トの採用が検討 されている。また、建設業

の大部分は中小企業であるため、EDIの 普及のためには、導入 コス ト等の面につ いての配慮 が必

要であろ う。
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5.EDI発 展 のた めの課題 と解決 の方 向

今後EDIを 発展 させ るために解決 しなければな らない課題は数多い。本章においては、解決すべ

き課題及び解決の方 向を整理す る。

5.1現 況 の ま とめ

第4章 では、各業界毎にEDIの 進展状況 と標準化な どの進行状況を示 した(今 後 の課題等を

含めた詳細が第7章 で述 べ られている)。 ここでは全業界を通 じて、EDIの 進行状況を評価する

こととする。

(1)全 体的視野におけ る評価

①EDIの 導入状況

本報告書で定義 しているEDIの 導入 は、想像以上に進んでいる。 しか しなが ら業界別に

見 ると、導入が進んでいる業界 とそれほ どでない業界 とがあ り、 この ことはまだ普及の余

地がかな りあることを示 している。導入の遅れている業界では、何故普及が進 まないのか

が大 きな検討課題になる。

また、普及が進んでいる業界について も、EDIに 対応 した社内システムの質的 向上が課

題 になる。現状では、パ ソコンを単純な端末として帳票打ち出しやデータエン トリーな ど

のEDIの ための最低限の機器 と して用 いる例(実 質的な社 内システムは無)が 多い。パ ソ

コンで もEDIで 受け取 った情報を活用 した社内システムを構築す ることが可能であ り、 こ

の面での質的向上が大 きな課題にな る。

② 標準化の進行状況

EDIの 導入が進 んでいる業界ほ ど標準化が進んでお り、EDIの 普及 と標準化 に は密接 な

関係がある。標準化には細部まで踏み込んだ徹底 した標 準化 と枠組み程度の緩い標準化が

あるが、現実に進 んでいる標準化 は比較的緩い標準化である。徹底 した標準化が理想的で

はあるが、緩 い標 準化でも変換 コス トの低減などに一定の効果があることについては注 目

しなければな らない。

③EDIシ ステムとしての特徴 と問題点

現状でのEDIの 多 くは、業界VANの 形を とっている。業界VANは 、事業者間の共同シ

ステムの発展型であ り、個 々の業務処理の特徴を色濃 く反映 したシステムとなってい るた

め、それぞれの業界VANと してのシステムの機 能の差 異が大 きい。 このた め、ネ ッ ト

ワークの拡大が進 まず、閉 じた ネ ットワークにな りがちな面がある。

かつて、ネ ッ トワーク化戦略が指 向された時期に、多数の業界VANが 構築 され、初期

段階のEDIの 普及に貢献 したが、今後のEDI発 展のためには、システムの在 り方の見直 し

が必要になっている。ただ し、かな りの費用をかけて構築 されたシステムもあ り、全面的
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に作 り換え ることはなかなか難 しい。そ こで、 どのような対応が安価で効果的なのかにつ

いて検討す る必要がある。

(2)国 際的視野における評価

我が国のEDIの 最大の問題点は国内標準が まだ確立 されていないことである。欧米 でも、'

国内標準(ANSIX.12)や 国際標準(UN/EDIFACT)の 他に、業界標準や プライベ ー ト ・

フォーマ ットがかな り使用 されてお り、現在 では、国内標準や国際標準の普及率が必ず しも

高いわけではない。

しか し、我が国 としては、国内標準がない とい う点について率直に反省すべきであ り、現

実にそれが原因 となってい くつかの問題が発生 していることを、十分認識する必要がある。

さらに、欧米での国内標準(ANSIX.12)や 国際標準(UN/EDIFACT)の 普及拡大の速度が

非常に速いことに、特に注 目すべ きである。

5.2課 題

(1)EDIの 標準化に対する認識 の問題v

EDIが 既に社会的インフラス トラクチ ャーであることについて、総論的な反対はないが、

各論の レベルでは、まだ合意が形成 されているとはいえない。国内標準が必要であ り、 これ

を早 く確立すべ きだ とい う意見が多い一方で《ある特定の業界の標準がそれに連動す るか ど

うかについて、明確な結論が得 られていない。国内標準を制定 しさえすればすべての問題が

片づ くような錯覚 もかな り広 まっている。

多 くの議論に共通するのは、技術的標準化で問題 が克服できるとい う錯覚である。そのた

め、通信方式や シンタックスルールの標準化を要望す る声だけが大 きい。それ らも、EDIの

問題を解決する重要な要素であるか ら、真剣に取 り組 まなければならないが、それだけでは

問題の解決にならない。

EDIを 実施す るためには、仕事のや り方の変更 も必要になる場合 もある。初期のEDIは 帳

票(伝 票)の 電子データへの置 き換えか ら始ま り、やがてEDIに 適 した業務運用方法に変 化

していき、新 しい ビジネス形態 を形成 してい く。その意味で、EDIは 単なるシステ ムと して

とらえるべ きものではな く、 ビジネスとしての側面 も有する。 したが って、EDIシ ステ ムの

構築 に当た っては、経営者層 の リーダーシ ップの下で、業務担当者 とシステム担当者が連携

して検討を進める必要がある。

(2)技 術的問題

通信システムの接続上の問題 については、OSIに よる解決を、EDIユ ーザ ーは大 いに期 待

してきた。 しか しながら、OSIに おける標準化の範囲は、相互接続における限 られた範 囲や

基本機能を対象 としたものであ り、その範囲では相互接続 の確保に とって有効な手段ではあ

るものの、EDIにOSIを 適用す る場合には、 さらに業務 の運用管理面からの機能 の共通化 が
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必要 となる。 これに よって業務 レベルの相互運用性が実現で きることとなる。 この問題の解

決 は、OSI普 及問題分科会において討議されてお り、EDIの 特性を十分考慮 した新手順 の開

発が提案 されている。 これに よって、ようや くユーザーも安心できることになるが、 この よ

うに、従来解決済み と考え られていた技術的要素のなかに も問題がないとは言えない。

情報表現規約(ビ ジネスプ ロトコル)で は、可変 フォーマ ヅ トが今後の主流 を占めること

になるが、 この可変 フ ォーマ ットの技術要素は、通常の固定 のファイル ・フォーマ ジ トとも

ワー ドプロセ ッサ ーのテキス トフ ァイル とも違 う、EDI独 特 のものである。そ して、 トラン

ス レーターもEDIと い う独特 の環境のなかでのみ意味のあるもので、 この ような技術要素に

つ いては、我が国にはほとん どその ノウハウの蓄積がない ことが問題解決を困難に している。

(3)検 討の場の確保の問題

以上の指摘の ように、EDIの 問題 は様 々な観点か らの検討が必要であるため、様 々な分野

の専門家が同時に議論 できる場が必要になる。現在、この ような場は非常に少ない。第一に、

業界団体 などの場は通常業種別に分かれてお り、業種間あるいは業界間のEDIの 検討に適 さ

ない。第二に、技術者 と業務担当者 の検討の場 も通常別 々に組織 されてお り両者の連携は必

ず しも十分でない。

適切な場の設定 ・運営は必ず しも容易ではないが、検討の場がなければ問題の解決はあ り

得ない。 これはEDIの 推進 にとって最大の課題であろ う。

5.3課 題 の 解 決 に 当 た って

(1)EDI発 展の方向予測

課題の解決 に当た って、 まず必要な ことは、EDIの 今後の発展方 向をある程度予測 して お

くことである。すなわち、EDIは さらに拡大す るのか、どうい う形態(業 務形態)のEDIへ 向

か うのか、そ して、現実的な標準化の方向である。

ここでは、その方 向を次の5項 目にまとめ ることとす る。

①EDIは 中小/零 細企業に も普及 しつつ、 さらに拡大す る。

②EDIに よって、必要な時に、必要な相手(取 引先)と の必要なデータ交換がで き、EDIに

よる取引の機会均等が確保 される。

③ 取引先 との関係の深 さ、取引先の種類(商 慣行の違 い等を含む)、 取 引の 内容 な どに よ

り、最適なEDI(バ ッチ処理か リアルタイ ム処理な ど)が 使い分け られる。

④EDIが 質的に向上 し、各社の社内システ ムとの結合は さらに密になる。

⑤ 特に、大企業 は、マス タープラン(後 述)に 沿 った標準化 とEDIの 導入を積極的に進め、

産業界全体の標準化 とEDI普 及の牽引車 となる。また、政府省庁等におけるEDIの 導入は、

標準化 の進展 とEDIの 普及に対 し、 より大 きな効果を もた らす。
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(2)技 術 的 ツール の整備

EDIの ツールは、EDI普 及 のベ ース であ り、従来 の業 界VAN形 式 か ら、EDIに よ り適 合 し

た ものが 求 め られ る。前 述 のEDI発 展 の方 向予測 か ら考 え られ る ツール の整備 は 以下 の と お

りで あ る。

①OSIベ ー スの新 しい通 信 シス テ ムの供給(OSI普 及 問題 分科 会 で提案 され る もの)。

② 情報 ネ ッ トワー ク ・サ ー ビス事 業者 に よるOSIベ ー スのEDIサ ー ビス(EDI専 用 の デ ー

タ交換 サ ー ビス であ り、標 準化 され たEDIメ ッセ ー ジを対 象 とす るもの)の 充 実。

③ 標 準化 され た シ ンタ ックスル ール に基 づ く トラ ンス レー ターの安価 な供給 。

(3)標 準 化

標 準 化 は万能 で はな いが 、 問題 解 決 のた め の最 も重 要 な要 素 で あ る。

① 通 信 システ ム(第1レ ベル)の 標 準化

② 情 報表 現規 約(第2レ ベル)の 標 準化

・ 可 変 フ ォーマ ッ トの 導 入

・ 国 内取 引に おけ る標 準化 の達成

・ 国際取 引へ の国際標 準(UN/EDIFACT)の 導 入

5.4必 要 な 作 業

(1)標 準 の策 定

国 内取 引 のEDIに 用 い る標準 の策 定 が 、重要 な課 題 で あ る。 第1レ ベ ル(情 報 伝達 規約:

通 信 システ ム)に つ いては 、 国際標 準 で あ るOSIを 取 り入 れ る こ とが最 も合理的 で あ るが 、

EDIで 必 要 な機 能 につ い ては能 動 的 な標準 化活 動 が必 要 であ る。

第2レ ベ ル(情 報表 現規 約)に つ い ては、標 準 メ ッセ ー ジ、 デ ー タエ レメ ン ト ・デ ィ レク

トリーそ して シ ンタ ックスル ール につ いて の標 準 を策 定す る必 要 が ある。

① 標 準 メ ッセー ジ

最終 的 な 目標 は 、 国内標 準 の確立 で あるが 、そ こへ 到 る までに は、個 々の事業 分 野 にお

け る標 準 の確立 に 始 ま り、 漸 次、複 数 の事 業 分野 に また が る業 際的 な標 準化 を進 め て い く

こ とが有 効 であ ろ う。

② デ ー タエ レメ ン ト ・デ ィ レク トリー

標 準 メ ッセ ージ の確 立 に伴 って必 然的 に形 成 され るもの で、独 立 に形成 す る標 準 ではな

い。た だ し、業 際的 な標 準 メ ッセ ー ジを形成 して い く過 程 で適切 な修 正 が必要 に な る。

③ シ ンタ ックスル ール

可変 フ ォーマ ッ ト(UN/EDIFACT、ANSIX.12、 電 子機 器 業 界の標 準(EIAJ標 準)に

用 いられているもの)は 、 システム上の処理効率を下 げ る ことな く業種 、業 態 に応 じた

メッセージ長の差異を吸収す ることがで きるものであ り、複数の事業分野にまたが る標準
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化や取引上詳細な情報の交換を必要 とす る事業分野における標準化に特 に適 してい る。

(2)検 討の場 の整備

標準の策定お よび普及を進めるためには、標準についての検討 の場が整備 されていなけれ

ばな らない。

事業分野 ご との検討の場 とともに、複数の事業分野にまたがる業際的な検討の場が必要で

ある。業際 的な検討の場については、既存の業界団体な どの検討の場をベースに し、それ ら

をいかに連携 させ るかが鍵 となる。

(3)登 録 管 理

実際の標 準策定 は、い くつ もの場 で平行的に実行 される。 この場合、それぞれの場で策定

されるデ ータエ レメン トな どについて、相互矛盾が起 きない ように、調整 を行 う必要がある。

同時に、 この ような調整を経て確定 した標準を登録 し、関係者(海 外 におけ る関係者を含

む)に 周知す るとともに、登録後の修正を行 うことも必要 となる。 これ らに対応す るための

体制が整備 されなければな らない。

(4)普 及/啓 蒙

策定 され た標準を普及させ るためには、その標準を用いることについての合意を形成する

とともに、標準を実業務へ適用 してい くための方針を確立 しなければな らない。 これは、業

界団体な どの場で行 うのが適当であろ う。 また、個 々の企業間での調整 も必要である。

これ らの一連の作業 を円滑に進めるためには、海外 も含めて標準の周知徹底が重要 であ り、

例えば標 準の説明会(セ ミナー等)の 開催な ども効果的である。

(5)マ スタープラン

EDIに 必要な標準や情報 ・通信 システムの整備を行 うためには長年に亘 る努力 と実 行が必

要であ り、その際の アプローチの基本 とな る実現可能なマスタープランの策定が問題解決の

第一歩 となる。
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6.マ ス タ ー プ ラ ン(第2レ ベ ル)

本章ではEDIの 第2レ ベルの標準(情 報表現規約)を 、効率的かつ速やかに策定/普 及させるこ

とを狙いと したマスタープランを提案する。 この提案を確実に実行 し、EDIの 標準化 と普及促進を

図ることが、我が国に とって重要な課題 である。

6.1基 本 認 識

(1)第2レ ベル標準化のマスタープランt

これまで、EDIの 第2レ ベルの標 準につ いては、個 々の事業分野 ごとに標準化の検討 や実

施が行われてきたが、それ らは、将来の我が国の標準化の到達点を踏 まえた 中間段階 とい う

位置づけで行われてきたのではな く、む しろ、当座の解決策 として アプ ローチされてきた。

そのため、我が国全体 としては これ とい った幹のない標準化が進行することとなった。

現在、国際的には、国連を中心 とする国際標準化活動(EDIFACTの 開発 ・普及)が 活発に

行われてお り、我が国 もこれに参加することになったが、一方で国内的に も、終始一貫 した

標準化へのアプローチが必要である。そ こで、重要 となるのが、標準化へのマスタープラン

である。

少な くとも以下に示す項 目が、マスタープランには必要である。

・ 基本方針

・ 標準化項 目(目 標)

・ 標準が適用 され る局面

・ 標準化実施手順

・ 標準化推進体制

・ スケジュール

(2)各 種規格(業 界標準、国内標準)等 の登録管理

EDI規 格は、取引手続 きの変化に合わせて常に更新 してい く必要があ り、 メンテナ ンスを

考慮 した適切な登録管理が必要 である。 この登録管理は、標準策定 と同時に開始 しなければ

ならない。

EDIに 関わ る登録管理の対象 とな るのは主 として、データエ レメン ト・デ ィレク トリーで

あ り、その内容は、

① データエ レメン トの定義表(一 覧表)

② 各データエ レメン トに用 いるデータコー ド表

である。 これ らの登録管理に際 しては、デ ータエ レメン トの追加(登 録)に つ いての方針 と

手続 きとを明確化する必要がある。
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(3)標 準普及体制

従来の業界標準化は、業 界標準 を作成 して規格書を発行 し、以後 は個 々の企業(ユ ー

ザ ー)に その利用を任せるとい うのが普通であった。 しか しなが ら、 これでは標準が普及 し

ないため、最近では、作成 された標準を積極的に普及させる活動が重視 されている。 この場

合考慮すべき問題 は2つ ある。①標準普及活動の方法と、②誰がその作業を行 うかである。

① についてはセ ミナ ーな どが よく活用 されるが、EDI規 格 のよ うに ソフ トな規格は、 セ ミ

ナーでその詳細や本質を伝えることは難 しく、個 々のrユ ーザ ー』 の状況に応 じた個別的か

つ直接的な指導が必要 である。 このためには、かな りの数の専門家 を確保する必要がある。

②については、現状 では、規格策定に関係 した公益団体や業界団体がその任務を背負 って

いるが、関係要員の数が限られているため、その対応は限界に近づ きつつあ り、新 しい体制

が必要 とな ってきている。欧米では、 この活動そのものが ビジネスになってお り、情報ネ ッ

トワーク ・サービス事業者の一つの商品になっている。

(4)各 分野の関係者の役割の具体化

これは、前述の(2)および(3)とも関連す ることであるが、EDIに 関わ る組織は極めて多 く、

管理組織だけでも相当数が既 に存在 している。今後、これ らの既存 の組織を必要に応 じ拡充

し有機的に連携 させてい く必要がある。

(5)国 際協調の具体化

EDIの 標準化は、国際的に行われてお り、国内標準化 もこれを無視 して進めることはで き

ない。例えば、『OSIの オブジ ェク ト登録管理』 も、国際標準化 と連動 した事業 にな ってお

り、EDIの 標準化 も国際標準化 と連動 して行 う必要がある。 しか しながら、 これまではその

具体策は必ず しも明 らかではなかった。

例えば、各種規格を国際規格 と同一にするとい うアプローチだけでは、国際標準 と同一の

規格 が実際には 日本流に使われる可能性 もあ り、必ず しも国際標準 との連動は保証 されない。

そ こで、国内におけ るEDIに ついての国際EDIと の連動 とは具体的には何かを、明確 にす

る必要がある。国際規格をそのまま用 いる場面が、国内の取引すべ てに及ぶ と考えるのは、

現実的 とは言えない。

また、我が国の規格 を国際的に紹 介 し、 さらには、国際規格の一部に組み込むか国際規格

として普及 させるとい う活動 も重要 だと考えられる。

この ような能動的な活動 を通 して真の国際化が実現 されると考 えられ、既に確立 された国

際連携の場(UN/ECE－ 日本EDIFACT委 員会)を 、この ような活動に生かすべ きである。

6.2現 実 的 枠 組 み

今後10年 程度を考慮 したEDI標 準化(第2レ ベル)の 現実的枠組みが どの ようになるかを想

定することは、方針決定の重要要素である。主な考慮要素は以下 のよ うになる。
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◆

●

●

●

●

現在のEDIシ ステムの寿命

新 しいEDIの 導入状況

新標準確立 の時期

業種 ・業態の違 いの標準に対す る影響

国際化 の進展度合い

新標準導入費用 と効果

現実的枠組み として、現在進行中の標準化 も考慮 した ものが、図6-1で ある。

この図は標準化 の進展の一つのプロセスを示 した もので、必ず しも、図6-1の ①か ら順番

に標準化が実施 され て行 くわけではない。図6-2は ここ10年 程度の レンジで考える標 準化 の

進展状況であ り、努力次第で実現可能 と考 えられ るものである。実現可能な 目標 を立て、確実

に実行 してい くことこそ、標準化実現の最大のポイン トである。

① ② ③

/プライベー ト

(系列企業間等)

＼

薩 禦→團 ヨ 。闇
商流 ・物流 ・金流
にまたがる標準

① プライベー ト ・プ ロ トコルも当分使用 され る。

② 食品 ・日用雑貨品、医薬品、家電製品および家具等のそれぞれの消費財に関わる、 メーカー と

問屋 との間や問屋 と小売 との間の連携によるいわゆ る流通業におけ る取引、電子機器 製造業 にお

けるセッ トメーカーと部品メーカー との間の資材取引お よび鉄鋼高炉 メーカーと商社 との間の取

引な どの例が考えられ、それぞれ異 なる標準が複数存在する。

③ 上記の消費財流通の分野で、各種 の消費財を一括 して取 り扱 う取引、製造業におけ る 自動 車 と

鉄鋼 ・電子機器(部 品)業 界の間や電力 ・通信業界の間の資材取引の ような例が考 え られ 、それ

ぞれ部分的に異なる標準が複数存在す ると思われる。 この場合、資材取引などでは、可変 フ ォー

マ ットに よる最大公約数的標準化であれば、一本化が可能 と思われ る。

④ 南流(製 造 ・販売 ・サ ービス業等)、 物流(物 品等の保管、運搬等)お よび金流(金 融機関に よ

る決済)間 の取引についても標準化が必要 となる。

図6-1現 実的な標準化 の枠組み
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注1.O内 は、現在の規格、固定:固 定フ ォーマ ット、可変:可 変長 フォーマ ット

注2.① ～⑤ 単一業界

各業界の責任で将来の規格を選択(可 変長 フォーマットが望ましい)。 ⑤ はEDIFACTの 採

用が望ましい。

注3.⑥ 流通/製 造

① と② は、業務形態にはかな りの違いが あるものの、類似 の業界 であ る。① は② の特殊

ケースと考えられ、①,② と⑥ を将来同一の規格に収れん させることが可能 と思われ る。

注4,⑦,⑧,⑨

これ らは、それぞれ業務その ものが異なるが、規格は一本化が望ま しい。従 って、汎用的な

規格が必要になる。但 し、国内EDIな ので、EDIFACTほ ど大げ さな規格 は必要 でな く、

もっと簡便な規格が必要にな る。

図6-210年 程 度 の レンジでみ た標 準 の分布 予測
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6.3マ ス タ ー プ ラ ン

マスタープランは、図6-2に 示すブ ロックごとに策定す る必要が ある。各 ブロックの業務

態様 もEDIの 普及状況 も、かな り異なるので、同一のマスタープランを適用するのは無理だか

らである。 ここでは、すべてのブ ロックのマスタープランについて共通になるマスタープラン

で示 されるべ き具体的項 目(イ メージ)を 示 し、具体例 として、製造業界のマスタープランを

示す。

① 目標年度

マスタープランにおけ る各種項 目の最終達成年度

② 標準化項 目

EDIに 関わる具体的な標準化項 目

③ 標準化検討組織

標準を策定す る組織体制 と設置の方法

④ メンテナ ンス組織

標準をメンテナンスするための組織体制 と設置の方法

⑤ 啓蒙/普 及体制

啓蒙/普 及の内容 と実行体制

⑥ スケジュール

具体的な作業スケジュール

⑦ そ の 他

マスタープランについての合意形成の具体的方法等

〔具体例:製 造業界のマスタープラン〕

(1)目 標年度

第1期 ……1993年

第2期 ……1996年

第3期 ……2000年

第3期 の計画は、第2期 終了までに策定す る。以下は、第1期/第2期 の計画である。

(2),1票準イヒ項 目

① 第1レ ベル(通 信システム)… … 第1期

② 第2レ ベル(情 報表現規約)

第1期 …… 個別事業分野 ごとの標準化および複数の事業分野にまたが る標準化

第2期 …… 製造業界におけ る統一的な標準の確立

(参 考)

・ 電子機器業界の標準(EIAJ標 準)を ベースに した可変 フォーマ ッ トの製造業標準
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を確i立する。

・UN/EDIFACTと の互換性を確保する。

・ 標準について国際的に周知する。

・ 国際取引については、UN/EDIFACTを 導入す る。

(3)標 準化検討組織

既存の業界団体をベースに した中核的な組織体制の整備を計 り、既に活動 している各業

界団体の委員会 と、 この 目的のために新たに設置 され る業界団体の委員会が これに参画す

る。今後 のEDIの 検討には、業務担当者 と技術者の連携が特に重要であることか ら、 この

委員会の構成に関す る要件 として、業務担当者の参加を特に要請す る。

製造業全体の調整機関を㈱ 日本情報処理開発協会の産業情報化推進セ ンターに設け る。

具体的には、参画委員会の総意 として、同センターに設置 されている電子取引標準化推進

委員会 の特別部会の形で設置する。

また、必要に応 じて、複数の業界団体 の委員会の合同に よる検討組織を設ける。

さらに、関係各省庁の支援を期待する。

(4)メ ンテナ ンス組織

標準策定に参加 した業界団体及び㊥ 日本情報処理開発協会 産業情報化推進セ ンターと

の適切な役割分担に よりメンテナ ンスを行 う。例えば、業界標準あるいは業界特有の事項

については、関係業界団体の管理 とし、製造業界全体に関わ る事項は、㊥ 日本情報処理開

発協会 産業情報化推進 センターの管理 とする。

(5)啓 蒙/普 及体制

各企業への啓蒙/普 及は、基本的に業界団体の委員会が行い、複数の業界にまたが る共

通的部分については㊥ 日本情報処理開発協会 産業情報化推進 センターが担当す る。 また、

新 たに作成 された標 準は、関係企業による試行実施を原則 とする。

規格書、ガイ ドラインの配布なども業界団体の委員会が発行配布するものと㊥ 日本情報

処理開発協会 産業情報化推進 センターが発行配布するもの とがあ り、状況に応 じてそれ

ぞれの役割に基づ き配布体制を確立する。

(6)ス ケジュール

・1991年 度か らスター トする。1991年 度 には、通信 システムの決定 およびシンタ ックス

ルールの整備お よび トランス レーターの開発を行 う。

・ また、この シンタックスル ールと トランス レーターを用 いたEDIの 試行を行 う。

・UN/EDIFACTの 標準 メッセージの分析を開始す る。当分の間、希望業界での業 界別

の作業 とす る。

・1992年 および1993年 の具体的実行計画を決定する。
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(7)そ の 他

このマスタープラン(製 造業界)に ついての合意形成 は、㊥ 日本情報処理開発協会 産

業情報化推進セ ンターに設置 されている電子取引標準化推進委員会(製 造業を中心に約15

業種の関係委員会 の代表が参加)で 行 う。
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第7章 各業界におけるEDIの 現状 と課題

本章では、以下 の各業界におけるEDIの 現状を主 として標準化の視点から示す とともに、今後 の

課題について述べ る。

7.1百 貨 店 な ど小 売 業 に お け るEDIの 動 向 と長 期 的 な 課 題

7.1.1EDIの 普及状況

小売業 においては、80年 代か ら顕著になってきた生活者 ニーズの多様化、個性化 に対応

した商品ライ ンア ップの充実や商品 ライフサイクルの短縮化によって、多品種少量発注を

タイム リーに行 うことが各企業の戦略上重要な課題 とな ってきた。 また、最近の人員確保

難や交通渋滞の慢性化にみ られる物流事情の悪化に伴 い、取引先 との間で正確かつ効率的

に受発注業務を行 うためにEDIの 必要性が高 まっている。

小売業のEDIは 、70年 代に大手チ ェーンス トアを中心 とした個別企業 と各取引先 との間

での受発注オンライ ンに始 ま り、80年 に標準伝送手順 としてのJCA手 順(そ の後 のJ手 順)

制定や受発注 デ ータフ ォーマ ッ トの標準化 な ど、㊥ 流通 シス テ ム開発 セ ンターや 日本

チ ェーンス トア協会に よって本格的 な取 り組みが行われるようにな って きた。さらに、百

貨店 を中心に進め られ て きた共 通取引先 コー ドの利 用や共通 商 品 コー ドと して のJAN

コー ドの拡大、統一仕入伝票の制定等によ りEDIを 推進するための各種環境が整 いつつあ

る。

その結果、EDIの 普及は大手企業に とどまらず、地域流通VANや 業界VANの 利用 に

よって中小規模の各社において も容易に取 り組みが可能 とな り比較的安価に活用 されるよ

うにな っている。

また、最近 では単なる受発注データの受渡 しに とどまらず、 ファームバ ンキングとの連

動 による決済機能の付加や クレジ ッ ト利用の拡大に伴 うカー ド会社 との請求/入 金連絡 等

に もEDIが 拡大 しつつある。

7.1.2EDIの 特徴

現在小売業では商品ジャンル ごとに多種 多様な形態の受発注システムが並存 している。

それぞれに相手先 との力関係や歴史的な背景があるものの、今後は社会的視野か ら効率的

かつ標準的な受発注 システムの構築が望 まれている。

(1)単 独 メーカー/卸 売業主導型(小 売業n社 対取引先1社)

大手 メーカーや卸売業が各小売業か らの発注を受け るシステムであ り、食品 ・衣料品

・書籍等に多 くみ られる。小売業に とっては相手先 との関係の緊密化が図れる一方、 ビ

ジネスプ ロ トコルが各社固有なために個別対応が必要 とな っている。
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(2)卸 売業共同型:地 域流通VAN(小 売業n社 対取引n社):一

地方 自治体や金融機関等が共同出資 して各地域 ごとに形成されたシステ ムであ り、中

小の卸売業/小 売業に活用 されている。その多 くが流通 システ ム開発 セ ンターの標準モ

デル 「ベンサム」 に準拠 してい るためにビジネスプロ トコルの標準化が比較的進 んでい

る。

(3)小 売業主導型(小 売業1社 対取引先n社)

大手のチェーンス トアや コンビニエ ンスス トア、ボランタ リーチ ェーン等が 自社店舗

の発注データを取 りまとめて各取引先へ伝送するシステムで、通信 プロ トコルはJ手 順

が広 く用い られているものの、データフォーマ ッ トについは必ず しも統一 されているわ

けではない。

(4)情 報ネ ットワークサ ービス事業者利用型(小 売業1社 対取引先n社)

第三者の情報ネ ットワークサービス事業者を仲介 して取 引先へ発注を行 うシステムで

あ り、現状では大手数社の情報 ネ ットワークサービス事業者が多 くのシェアを占めてい

る。情報ネ ッ トワークサービス事業者か ら見れば各小売業か らシステ ム開発/運 用 を受

託 している形であ り、 ビジネスプロ トコルの標準化 レベルは各社 まちまちである。

7.1.3EDIに 関す る ビジ ネスプ ロ トコルの標 準 化状 況

以下 に掲 げ る各種 ビジネス プ ロ トコル は、流 通 システ ム開発 セ ンターを 中心 に標 準化が

進 め られ、 現在 小売業 に おい て多 く用 い られ る もの であ る。

(1)標 準デ ータ交 換 フ ォーマ ッ ト

① 受 発注 用

② 請 求支 払

③ 販 売 デ ー タ(庫 出 し)

④ 出荷 案 内(直 送)

⑤ 商 品情 報

⑥ 標 準POS(JICFS情 報 伝達 、売 上 デ ー タ)

⑦ ベ ンサ ムEOS(受 発注 フ ォ一一マ ッ ト、実 納 品 ・仕 入 デ ータ)

⑧ ク レジ ッ ト売上 デ ー タ

・∵ ⑨ ク レジ ッ ト無効 通知

(2)通 信 システ ム ・

J手 順(公 衆 回線2,400BPS、 回線 交 換9,600BPS)が 通 常用 い られ て い る。

(3)統 一 コー ド.

① 共 通商 品 コー ド

・JANコ ー ド(13桁 、8桁):ソ ー スマ ーキ ング(個 装)、 受発注 、POS用
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・JANロ ング コー ド(26桁):ア パ レル等 フ ァ ッシ ョン商 品

・ 物 流商 品 コー ド:ソ ー スマ ーキ ング(集 合包装)
、 物流 シス テ ム用

② 企業 ・事 業所 コー ド

・ 共 通取 引先 コー ド:受 発注 、納 品書用 、 ステ ー シ ョンコー ド(J手 順)用

・ 標 準 セ ンタ ー コー ド:セ ンター コー ド(」 手順)用

・ ク レジ ッ ト企業 コー ド:ク レジ ッ トカー ド発 行企 業

7.1.4今 後の課題 とその対応方向

①EDIの 標準化促進

小売業における取引先 との電子データ交換は多種多様 な形態で行われてお り、流通

システム開発 セ ンター等に よる標準化が進め られている ものの、まだ個別企業 の条件

に左右 され る部分が大 きい。社会的な見地か らも中小企業を含めた全体的なシステム

としての効率化を図る必要があ り、各業界団体横断で標準化推進の検討を継続的に行

うとともに、 と りわけ大企業側からの標準化 に対する理解 と協力が要請 され る。

② 運用管理体制の確立

EDIを 進めてい く上で導入当初の条件整備は重視 されるが、 ともすればその後 の運

用管理や改善 が軽視 されがちである。例えば現在で もEDIの 基本 とな る共通取 引先

コー ドについて、小売業側での コー ド運用がル ール どお りに行われていなかった り
、

取引先側での登録 ・更新手続 きが滞 っている場合が見 られる。 したがって今後は公的

機 関による普遍的な運用管理体制の確立 が必要である。

③EDI適 用領域の拡大

現在EDIは 取引先 との受発注を中心に考え られているが、小売業はその業態特性か

らもクレジ ッ ト会社、物流業者、金融機関 とのEDIに も積極的に取 り組んでい く必要

がある。

④ オ ンライン リアルタイム取引の検討

小売業では今後 ます ます タイム リーで迅速 な商 品調達や在庫確 認が必要 とされ 、

バ ッチ処理 のオ ンライ ンに よるEDIだ けではその対応に限界があると思われる。

⑤ 国際化へ の対応

小売業は他の業界 と比較 して国内で完結す る取引がほ とんどである。 しか しなが ら

最近ではアジア地域を中心 に海外出店や商品の自主生産 ・調達が増加す る傾向にあ り、

国際化に対応 したEDIへ の取 り組みが必要 とされ る。

⑥ 漢字対応

商品名等は漢字での表記が必須であ り、漢字対応を前提 としたEDIの 標準化がぜひ

とも必要である。 これはEDIを 単に取引先へのデータ伝送 として捉えるのではな く、
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それを利用 した値札や棚札の発行業務、POSデ ータの分析等に複合活用することが顧

客サービスの向上や業務の効率化に大 き く役立つか らである。
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7.2家 電業 界 に お け るEDIの 現 状 と課 題

7.2.1経 過 概 況

近年 の流通情報 システム化の進展に伴い、家電業界はいち早 くこれに対応 し、㊥家電製

品協会 内にい くつかの専門委員会を設置 し、システム化 に関する調査、研究、基盤整備 の

ための ビシネスプ ロ トコルの標準化及び指針作 りが進め られた。

現在までに統一商品 コー ドの設定(JANコ ー ド採用)、 ソースマーキ ングの実 施、統一

伝票E様 式の制定、 オンライン受発注データフ ォーマ ッ トの統一、及び納 品 ・請求 ・支払

データフォーマ ッ トの統一、統一商品コー ド伝達システ ムの構築等の ビシネスプロ トコル

の標準化が進め られて きた。 これをベースに流通小売業 と家 電 メーカーを結 ぶ家電業界

VAN(E-VAN)の 構築 も行われた。

流通情報 システム化は家電業界全体の効率化を 目指す ものであ り、その推進 の 「カギ」

は 「ビシネスプ ロ トコルの標準化 とネ ットワークの構築」 にあるとの認識に立 っている。

7.2.2推 進 体 制

現在、㊥家電製品協会では以下 の委員会を組織 し、引 き続 き家電の流通 システムの構築、

維持、発展に取 り組 んでいる。

① 流通BA委 員会(BA=ビ シネスオー トメーシ ョン)

・BA政 策小委員会

・ コー ド伝達 システム検討WG

・ 型式問題検討WG

・JANコ ・一一ド検討WG

② 家電製品の統一 コー ド伝達連絡会

③ 家電流通情報 システム研究会

尚、以下 の関連工業会 も参画 している。

① 聞 日本電機工業会、

② ㈹ 日本電子機械工業会、

③ ㈲ 日本電球工業会、

7.2.3各 種 ビシ ネス プ ロ トコルの標 準化 状況

(1)家 電 製 品の統 一 商品 コー ドの設 定

家電 メー カ ーの全商 品に、統 一 した ユ ニー クな コー ド(JANコ ー ド)を 付 し、POS及

びオ ンライ ン受発 注等 に使用 して いる。 この コー ドに よ りメー カー名、 商 品名、 型式 、

色 、柄 、ヘ ル ツ、 ガ ス種 まで含 めた、 いわゆ る単品識 別 が可 能 に な る。

(2)ソ ース マ ーキ ングの実施
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流通 小売業 にお け るPOSの 急 速 な普及 に対応 しで、昭和61年4月 よ り、外装 箱1ケ 所

にJANバ ー コー ドの ソースマ ー キ ングを実施 してい る。

(3)統 一伝 票E様 式 の採 用

百 貨店 、 チ ェー ンス トアに お いて は、す でに統 一伝票 が制 定 され て い るが、家 電業 界

で は・流 通小 売業 のNEBA(日 本 電気 専 門大型店 協会)と 協議 して、双 方 の ビジネ スプ

ロ トコル の標 準化 の一環 と して、統一 伝票E様 式 を制 定 し
、昭 和61年8月 か ら採 用 して

い る。

(4)オ ンライ ンデ ータ交 換 フ ォーマ ッ トの統 一

家電 業界 の取 引関連 業務 にはv受 発 注、納 品 、売上 、請 求 、支払 、 入金照 合等 が あ り、

これ らの情報 を コ ンピュー タ とネ ッ トワー クに よ り、 効率 良 く処 理 す るた め、先 ず、急

速 に進 展 す る こ とが予 想 され る受発 注 のた めの デ ータ フ ォー マ ッ トを昭 和61年9月 に完

成 、一続 いて、納 品、請求 、支 払 デ ー タフ ォーマ ッ トにつ い て も62年7月 に完成 して いる。

(5)統 一 商 品 コー ドの伝 達 シス テ ム

流通 小売 業 に おけ るPOSの 導 入 が 進 む に つ れ 、 メ ー カ ー が ソー ス マ ーキ ン グ した

・JANコ ー ドを いか に早 く、正 確 に流通 小売業 に伝 達す るか が、重 要 にな って くる。 この

伝達 シス テ ムは メーカ ーが情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス 事 業 者 の デ ー タ ベ ー ス に各 社 の

JANコ ー ドを登 録 し、小 売業 側 が必 要 に応 じて有料 で 引 き出す シ ステ ムで あ る。

(6)家 電製 品型 式(型 番 、品番)設 定 の ガイ ドライ ンの制 定

JANコ ー ドだ けで な く、商 品 を識別 す る型式 の付 与に あた って、可能 な範 囲 で業 界 全

体 の標 準化 が 図 られ るな らば、 メー カー、流通 業者 、小 売業 に とって の合理化 、効 率化

に寄 与 で きる との判 断 に よ り、 まず、 色記 号を 中心 と した 「家 電 製 品の型 式設 定 のガ イ

ドライ ン」 を と りま とめ 、平成3年10月 以降の新 製 品か ら実施 す る予 定 であ る。

(7)流 通情 報 ネ ッ トワー ク 「E-VAN」 の構 築

以 上 の よ うな各種 ビシネス プ ロ トコル の標 準化 に よ り、企 業 間 オ ン ライ ンデ ー タ交 換

を効 率的 に実 現す る基礎 が 固 ま ったが、 個 々の企 業が独 自の通信 ネ ッ トワー クを作 る こ

とは 限界 があ り、 そ こで家電 メ ーカーが 共 同で家電 業界VANを 構築 し、 昭和62年10月

か らス ター トして い る。

7.2.4E-VANの 概 要

(1)E-VAN構 築 の 目的

家 電業 界 にお いて は、企業 内、 グル ー プ内、 そ して企 業 間 のオ ンライ ンデ ー タ交 換 シ

ス テ ムの利 用拡 大 に対応 す るた め、業 界 に おけ る企業 間 デ ータ交 換 システ ムのあ り方 を

明確 に し、これ に基 づ いた業 界共 同 ネ ッ トワー ク(流 通VAN)構 築 を 行 うに あた り、以

下 の点 が検 討 され た。
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① 狙 い

・ 企業間デ ータ交換の本来の 目的は、企業間取引業務 の質の向上 と効率化であ り、

これの実現が図れること。

・ そのために、 ビシネスプロ トコル、VANの 機能、運用、設備を標準化す ること。

多数の企業 が企業間データ交換 システムの構築を しやすい環境を作 ること。

②VANの 機能

・ 企業間データ交換 システムの実現を第一義 とす るため、個別企業 のデータ処理を

持 ち込 まず 、企業データ交換の最小限の機能であるデータのスイ ッチングのみを行

う。

③ 標準 ビシネスフ.ロトコルの採用

・ 企業間データ交換全体の効率を高めるため、ネ ッ トワーク内で取 り扱 うデータは、

家電業界標準 ビシネスプロ トコルに準拠 していることを前提 とす る。従 って、自社

システムのプ ロト『ルか ら標準 ビシネスプ ロトコルへの変換は、 自社 システム内で

お こな う。

④ 取引慣行の見直 し

・VANへ の投資 コス ト、運用 コス トの適正な分担の仕方の検討。

・BA(ビ シネスオー トメーション)時 代に即応 した新 しい取引慣行 のガイ ドライ

ン作 り

・ 企業間データ交換に伴 うコス ト負担については、相互の業務の質的向上や効率化

を計 ってい くものであるとの考え方か ら、双方での負担を原則 とす る。

⑤ 参加条件のオープン化

・ 家電業界は、その市場規模の大 きさから、必ず しも 「業界」の範囲を特定 しに く

いため、「家電製品を取 り扱 う企業」と置 き換えて広範 囲に考 える必要がある。従 っ

て、VANは 家電製品を取 り扱 うすべ ての企業が参加で きる 「オー プ ンネ ッ トワー

ク」 とする。

(2)E-VANの 統一仕様 と運用基準

①E-VANの 定義

rNEBA会 員 と家製協BA委 員会参加企業 とで協議 したオ ンラインフ ァイル伝送 に

よるデータ交換 に関す る統一仕様及び運用基準を もとに双方 のビジネスを助成す る手

段 として構築す るネ ッ トワークであ り、家電業界に限 らず多 くの業界に開かれた流通

VAN」 と定義 している。

② 対象データの種類 .為

受発注デ ータ{納 品デ三 夕、請求データ、支払データ、納期回答データ、欠品デー

タ ・ 一
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③ データ交換の基本要件

●

●

統 一商 品 コー ド(JANコ ー ド)の 利 用

統 一標 準 フ ォー マ ッ ト(固 定長 方式)の 利 用

共 通取 引先 コー ドの利 用

J手 順 に よる接続

統 一伝 票E様 式 の利 用

④E-VANサ ー ビスの基本要件

a.デ ータ蓄積交換機能

・ 送付先判定処理は 自動起動 とす る

・ 未送信データの蓄積は、7日 間を標準とする

b.'回 線接続、伝送手順及び起動方式

・J手 順(公 衆2 ,400BPS)は 標準装備 とす る

・J手 順接続の起動はユーザ ー側起動を標準 とする

c.VANサ ービス時間

・ 原則 としてAM6:00か ら翌AM2:00

・ 稼働 日は原則 として年間365日 稼働 とする

⑤E-VAN会 社

・6社 を指定(社 名は省略)

⑥E-VANの 契約書

・E-VAN統 一契約書 として各社共通 の契約書になっている

7.2.5今 後の課題

(1)オ ンライン ・リアルタイムシステ ムの構築

今 日の成熟市場 におけ る消費パ ターンの急激 な変化は、社会の変革 と共に今後更に加

速 されることに よ り、当然 のことながら小売業、 メーカー共に これに応えられるよ り高

度な情報交換の必要に迫 られている。具体的には、オンライン ・リアル タイムによる在

庫問い合わせ と発注 システムの構築であ り、 これ らが より高度な 「家電業界共同ネ ッ ト

ワーク」へ と進展す るな ら、業界の発展に貢献で きることとな り、今後取 り組むべ き重

要な課題 として位置づけ られている。

(2)オ ンライ ン ・リアルタイムシステ ムの検討状況

① すでに家電製品協会のrBA政 策小委員 会」 の メンバ ーで システ ムの仕様検 討を

行 ってお り、平成3年 には実現の可能性 もある。

② システ ム的にはVAN利 用を前提 とし、小売業側の端末機か ら各家電 メーカーの コ

ンピュータにVAN経 由で接続するシステムを考えている。
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③ 交 換 デ ータ フ ォーマ ッ トは統 一標 準 を制定 し、 ζの フ ォー マ ッ トで小 売業 の 端末機

－VAN－ 家 電 メ ーカーの ホス トコ ンピ ュータ間の デ ータ接続 を行 う。

④ 従 って、 メ ー カー内部 での フ ォーマ ッ ト変 換は各 メー カーが 自社 開発 す る。

⑤ デ ー タフ ォーマ ッ トは 固定長 方式 を採 用す る予定 。

⑥VANの 機 能 と しては、 デ ータス イ ッチ ング機 能 と通信 手順 の プ ロ トコル変 換 及 び

セ キ ュ リテ ィチ ェ ックを予定 してい る。
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7.3自 動 車 業 界 のEDIの 動 向 と長 期 的 な課 題

7.3.1EDIの 一般的普及状況 と特徴

自動車業界ではEDIは 、広義の意味のEDIカ ミ広 く普及 している。『すなわち、'一般的 な標

準や業界標準に則 った取引情報の電子データ交換でな く、各 自動車 メー カー系列 ご との

ネ ッ トワーク体系 ・標準化体系 とな っている。 しか し、国内における激 しい販売競争やグ

ローバル戦略に よる海外への工場進出などによって、車両販売 店か ら始 ま って車体 メー

カー ・部品仕入先 ・海外工場 ・海外販売代理店等広範囲なネ ッ トワーク化が戦略的に進め

られている業界 とな っている。

ネ ットワーク化の特徴 として

●

●

●

●

●

各社情報 システムの延長 としてのネ ッ トワーク化

各社独 自の標準化(通 信プ ロ トコル、 ビシネスプ ロ トコル)

通信基幹網の活用(国 内高速デジタル回線、海外専用 回線)

VAN事 業者の部分的活用

バ ッチ処理に よる取引データ交換の他にオンライン リアル タイム処理に よる取引

な どがあげ られ る。

7.3.2取 引形態ごとのEDIの 現状 とニーズ

(1)国 内車両販売店(含 む補修部品販売店)と の取引

新車の販売ルー トは図7-1に 示す とお りで、基本的には各 自動車 メーカー系列 ごと

に整備 されている。

国

A自動車補修部品販売店 一[遮 司

図7-1販 売店等 との取引形態

この ような中で、顧客の多様化ニーズへの対応、 リー ドタイムの短縮、車両在庫の削

減、物流の合理化などに対 して戦略的な対応を図るために、各社情報 システムを中核に、

販売店 システムも含めたネ ッ トワーク化(デ ータ伝送、 リアル タイム処理に よる受発注

・在庫照会 ・納期照会)の 一体的な推進を図っている。 このような観点か ら販売店 との

間では、標準化 されたEDIと 言 うよ り、各社情報 システムの延長 とい う形態で、 アプ リ

ケーシ ョン面での戦略的な色彩が濃 い。 しか し、公的機関 との取引については、標準化
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(EDI化)の 余地 が残 って い る。

(2)国 内車体 メー カ ー一との取 引

車体 メー カー とは、 自動 車 メ ー カーか ら車体 の組立 ・架装 に関 して委 託 され る関係 に

あ り、基本 的 には 自動 車 メ ーカ ー系 列下 か業務 提携 関係 に あ る。 従 って、取 引に関 す る

情報(生 産 計画 、部 品支 給 、完成 車情 報 な ど)は 、親 とな る 自動 車 メーカ ーの情 報 シス

テ ム体 系 ・ネ ッ トワー ク体系 と一 体 的 に開発 ・運 用 され てい るが 、今 後 も更 に、 ア プ リ

ケー シ ョン面 で の緊 密化 ・高 度化 が 図 られ るこ とか ら標 準 化 の ニ ーズは弱 い。

しか し、特殊 な架装(消 防 自動 車、 特殊 自動車 な ど)に つ いて は、 メー カー系 列 に属

さな い車 体 メ ーカ ーが行 って い る ケース もあ りEDI化 の ニ ーズ の可能 性 もあ るが、 この

場 合 は一 品個別 仕 様 のた め標 準 化 され た情報交 換 には 困難 が と もな う。

(3)国 内部 品等 と仕 入先 との取 引

仕 入 先 との取 引形 態 は よ り複雑 であ る。 そ の関係を 図7-2で 示す 。

亘
鉄 鋼 等

〔霧 螢 オ〕
図7-2国 内部品仕入先 との取引形態

日本 の自動車産業の歴史を見 ると、欧米に比べて歴史が浅 く、技術水準 ・企業体質を

早急 に高度化す る必要が過去にあ った。特に、部品 メーカーの育成は急務 であったため、

自動車 メーカーは設計の段階か ら共同 して開発 ・経営の高度化 ・合理化を図ってきた。

その関係 もあって、部品仕入先にもグループ化の傾向が一部にあるが、競争原理に よる

技術力の向上 ・経営力の向上 ・工場の地方分散などか らグループの枠を越えた取引が始

まっている。

また、電機 ・ゴム ・ガ ラス とい った他産業 とも関係の深 い汎用部品 メーカーについて

は、 ある特定 のグループに属す るのではな く相互 の取引関係になっている。また、鉄鋼

等素材産業 との取 引については商社経 由となっている。

自動車産業での設計上の特徴 として、 自動車 メーカー間での部品の共通化の事例はき

わめて希であ り、部品番号付与体系などメーカー間標準化はな され ていない。

受発注 ・納入指示システムについて も、 ジャス トイ ンタイムを中心 としたものになっ

てお り、情報システムに よる情報伝達 と 「かんばん」 とい う 「目でみる管理」のための

ツール とが高度に融合 したシステムになっている。
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この ような背景にあって、 自動車 メーカー各社 は、物流の合理化 ・リー ドタイ ムの短

縮 ・事務処理の合理化 を 目指 して、仕入先 とのネ ッ トワーク化を強力に推進 している。

このネ ットワークは各社それぞれ独 自の考え方で推進 してお り、自社ネ ッ トワークの延

長 としてのものか ら、VAN(JCA手 順、全銀手順、VAN独 自手順)の 活用 など様 々であ

る。 また、 コー ド体系 ・発注体系なども自動車 メーカーごとに異な り特色のあるものに

なっている。

しか し、この ような中にあってEDI化 のニーズを考 えてみ ると、今後、益 々物流の合

理化などを図 るためネ ッ トワークに よる情報交換の範囲(情 報の種類)が 拡張され ると

予想 され、また、取引関係 も垂直的な関係か ら水平的 な関係へ広が りを見せ ると思われ

るので、標準化 された電子データ交換の体系化へのニーズが高 まるのではないか と考え

られ る。

(4)海 外組立工場の現地仕入先 との取引

北米地 区 ・英国など、現地への直接進出による海外組立工場 の生産が増加 している。

また同時に、現地調達部品の点数、量 の増加 も著 しい。 このような中にあって、現地の

部品仕入先 との取引では、 ネ ットワークに よる取 引データ交換は必須条件 となっている。

北米地区ではAIAG(ANSIX.12)が 、欧州地区ではODETEが 、標準的な ビシネスプ

ロ トコル として採用されている。 この ように、既に各国では自国の標準が普及 している

ので、新 しい国際標準の普及には、相当の期間がかか ると思われる。即 ち、当分、現在

の状態が続 くものと考え られ る。

(5)海 外部品等仕入先 との取 引(輸 入)

貿易のインバ ランスの問題等によ り、海外か らの原材料 ・部品の輸入は増加を続けて

いる。輸入の形態を図7-3で 示す。

図7-3輸 入 形 態

3つ の形態 の 内、 メー カーが直 接輸 入す る ケー スがい ち ばん多 く、個別 契 約 に基 づ い

て 、 発 注 ・輸 入(保 税)の 手 続 きを 取 って お り、 テ レ ッ ク ス ・フ ァ ッ ク ス お よ び

BL、LCな どの帳票 な どの手 段 が使わ れ て お り、電 子デ ータ交 換 と言 った 状況 か らほ ど

遠 い。

-46一



今後のEDI化 の具体的 ニーズ としては、取引部品点数の増加 と生産 ・物流 とがダイナ

ミックに連携 した受発注システムが必要になった時点で、顕在化す ると考えられ る。

(6)海 外代理店等 との取引(輸 出)

海外代理店等 との車両、補 修部品等の取引形態は、図7-4に 示す通 りであ るが、受

発注デ ータのや りとりは、各社情報システムの一環(延 長)と して行われてい るのがほ

とんどで、一部相手国の事情でテ レックスやフ ァックスでの授受 もあるが、国際VAN

の活用や 自社専用 ネ ッ トワークに よって行われているのが基本である。

乙仲

船会社

嗣

匡

図7-4海 外販売代理店等 との取引

海外販売代理店等 とはネ ットワークを使 った デ ータ交換を行 ってい るが、EDI化 の

ニーズは、商社や各 国政府関係か ら出て くる可能性がある。 しか し、乙仲 ・船会社 との

輸出手続 きに関 しては、ほとんどがペーパーベースの多種類の帳票が必要なのが実状で

ある。 このよ うな背景にあって、EDI化 の可能性 ・ニーズ ・緊急度 のあ るの は、輸 出

(輸入も含めて)手 続 きの段階であろ う。

7.3.3電 子データ交換標準化への課題 とその対応

自動車業界の情報 システムの広が りは非常に大 きいものがあるが、大別 して、販売系列

のよ うに メーカー毎 に クローズされた分野 と、メーカー間 ・他産業に もオープンな分野 と

に分け られる。今後 、 これ ら情報 システムは、ネ ッ トワーク化に よって益々大 きな広が り

とまた複雑性を増す ことになると思われるが、その中で標準化に よるシンプル化 と情報 シ

ステムの戦略的活用のためによ り特化 されたダイナ ミックさが要求 されて くる。 この よう

な意味から今後 の情報 システムのネ ットワーク化は、標準化 された分野 と各社 システムの

延長 された分野 とが混在す ることが前提になろ う。

ここで標準化 されたEDI化 のニーズが高 くまた可能性のある分野 として

●

■

●

国内部品仕入先

公的機関(政 府等)

輸出入機関(船 会社、税関、銀行等)
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・ 海外仕入先

があげ られ る。以上を前提に課題をあげると

(1)通 信プ ロ トコルの標準化

接続先が大企業か ら中小企業、他産業、海外 と多岐にわたるので、通信 プロ トコルの

標準化は第一の前提条件 となる。OSI標 準がその候補 となろ うが、既にパ ソコンか ら大

型 コンピュータまで多機種(多 世代 も含めて)の ものが設置 されている現状を鑑み ると、

移行については十分な検討 と期間が必要である。

(2)ビ シネスプ ロ トコル(EDI標 準)の 標準化

物流体系な ど各社が特色ある方法を とっているため帳票類等は各社毎異なる。また、

車型表現、部品番号表現、企業 コー ド表現な ど全 く各メーカー毎異なる。即ち、帳票、

コー ド体系など全 く異な るとい うことで、このような中の全体的な標準化には困難な面

が多 々あるが、一部帳票の統一化 とか、輸 出入機関 ・公的機関等 との取引の標準化 とか、

部分的 ・段階的な標準化が現実的な対応策 となろ う。

(3)標 準化推進体制

現在 、聞 日本 自動車工業会 内に情報 システムWGを 設置 し、EDIを 中心に して、広 く

情報 システムについての情報交換、勉強会を行 っている。 自動車業界における電子デー

タ交換について言えば、 自工会内メーカー間(自 動車メーカー間)で の ものはほ とんど

な く、他の工業会(た とえば、 日本部品工業会、 日本電子機械工業会な ど)な どとの取

引が中心になるので、自工会 内だけの標準化体制でな く、他の業界 との緊密な協力関係

に立 った標準化体制が必要 とな って くる。
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7.4鉄 鋼業 に お け るEDIの 動 向 と長 期 的 な 課 題

7.4.1現 況

(1)EDIの 普及状況

「図7-5鉄 鋼業界の情報流通経路」における各種情報授受の うち概略以下の情報

についてEDI化 を実施 しているが、その大部分はメーカー ・商社間の基幹取引情報であ

る。

① 高炉 メーカー ・商社間

;鰻 難 瀞 報L－
② 電炉 メ ーカ ー ・商社 間

・ 注 文情 報 、注 文請 情報 、 出荷情報 、請 求情 報 一一ー 一 → 一 部実 施 ・一 部検討 中

③ メー カー ・需 要 家 間

・ 納入指示願 ・ルシート繍 竺纏`
.一部検討中

④ メー カー ・加 工 セ ンタ ー/倉 庫(サ ー ビス セ ンター)間

::錫 ㌶:㌶ 熱 工程進捗情報}一一 竺織.一 部検討中

⑤ 商社 ・需要家間

:二 欝 欝実績情報}一 ー ー 一部検討中

⑥ 商 社 ・加 工 セ ンター/倉 庫(サ ー ビス セ ンター)間

:膿 欝 鴛 ㌶ 欝 工程進捗情報}一 一部実施・一部検討中

(2)現 行EDIの 特徴

・ 企業 単位 の個別 接続(一 部 商業VANを 経 由)

・ 大部 分 の情 報 は フ ァイル 転送(一 部端 末延長)

但 し、一 部情 報(メ ー カー ・加工 セ ンター間 の 「工 程進 捗 情報」)に つ いて は デー タ

検索 を実施

・ 通 信 プ ロ トコル は現時 点 では 「全銀 協 ・ベ ーシ
ック手順 」 が大 部分

(3)鉄 鋼 業界標 準 の使用 状況

① 標 準57項 目 ・コー ド

・ 高炉 メー カ ー ・商 社 間:引 合情報、注文 ・注文請情報、出荷 ・請求情報 一一→ 大 部分 実施

・ 電炉 メ ー カー ・商 社間:注 文 ・注 文 請情報
、 出荷 ・請求 情報 一 → 一 部実 施
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鉄 鋼 業 界 の 情 報 流 通 経 路
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② 標 準 デ ー タ フ ォーマ ッ ト

・ 高炉 メ ーカ ー ・商社 間 引 合情 報
、 出荷 ・請求情 報

・ 電炉 メ ーカ ー ・商社 間 .注 文 情 報、 出荷 ・請求情 報

・大部分実施

一部実施

7.4.2課 題

(1)特 徴的課題

最近ユーザー(製 品需要家)か ら、納入品の検収業務改善及びユーザ ー内での加工条

件設定義務の効率化を 目的 として 「納入品管理情報」、「品質管理情報」、「現品情報」等

の個別情報についてシステム化要請が増えてきている。更にユーザ ー側では、発注情報

か ら請求 ・支払情報に至 る一貫 したEDI化 の要請が拡大す る趨勢にある。

しか し、ユーザ ー側要請のほ とん どがユーザ ー個 々の社内事情に基づいて出される事

か ら、要求内容が多岐 とな り、またデ ータ連動先について も多数の相手先 との複数対複

数の対応 となることか ら、ユーザー側、鉄鋼業界側 ともに重複投資 も多大 とな り、便宜

的な一時 しのぎの対応は、需要業界 との合理化進展の妨げ ともな りかねない。

従 って、以下の ような課題検討に より、特に需要業界 との合理化推進が必要 と考える。

・ 需要業界のEDI推 進団体等 との協 同歩調

・ 需要業界のEDI化 動向 と鉄鋼業界の考え方 との調整推進

・ 需要業界か らのEDI化 要請に対応 出来 るような鉄鋼流通業(サ ービスセンター
、加

工 センター、輸送)へ の近代化支援

(2)国 際的課題

米国に於いては流通 ・運輸 ・自動車等の業界でEDI化 が先行 してお り、今後 日本鉄鋼

業界への追随要請が考えられ る。

このため、わが国鉄鋼業界 として も早急に欧米先進国の国際的な標準を研究 し、将来

性 と柔軟性ある物流 ・南流情報 のEDI化 の検討を行い、 より現実的な対応 システムの方

向づけが必要である。

(3)技 術的課題

・ デ ータ表現規約(項 目 ・コー ド等)の 標準化を行い、必要な相手先に必要な項 目の

み授受す るような柔軟 なシ ンタックスルールの具体化の検討

○

●

●

●

●

現品と納入情報の同期化を志 向した通信手段の検討

情報別 セキ ュ リテ ィー方策の検討

将来性 ある伝送手段 と将来型を踏 まえた過渡的伝送手段の検討

OSIの 実現時期 とその レベル

VANtoVAN

異機種間 リアル通信
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・VANに 於 け る アプ リケー シ ョンサ ー ビス の考 え方

・HOSTtoPC

・ イ メー ジ情 報伝 送

(4)推 進 上 の課題

●

●

●

鉄鋼業界と各需要業界を始めとする関係業界との共同研究体制の確立

国内標準と国際標準の整合性の検討

標準化事項の公認体制の確立

標準規約の効率的開発 ・EDI化促進のための体制整備

標準規約のメンテナンス等の運営体制の整備

普及 ・促進のための税制上の優遇処置

7.4.3将 来のあるべき姿

・ 鋼材取引に於いて発生する商流 ・物流情報のすべてについて、その電子データ交換

に際 しての標準設定及び普及促進 に より、効率的EDIを 実現する。

・ これに より鉄鋼流通業(サ ービスセ ンター、加工セ ンター等)の 製 品受入 ・納入業

務 の合理化 ・省力化を 目指す とともに、需要家(鋼 材納入先)に 対 しても納入指示か

ら検収に至 る業務の合理化改善へ協力す る。

・ また鉄鋼業全体 としては、不特定多数に及ぶ相手先 とのオ ンライン接続に際 して発

生す る通信手段の設定、開発、運営に要す る業界 としての重複投資を回避す るような

環境を構築す る。
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7.5電 子 機 器 業 界 に お け るEDlの 現 状 と課 題

7.5.1マ クロ的視点から見たEDIの 普及状況

(1)EDIニ ーズの高 ま り

電子機器業界は、高度情報化に対応 して発展を遂げてお り、市場 も拡大を続けている。

同時に、市場ニーズは多様化を増 し、各企業は一層の きめ細かな対応が求められている。

その結果、企業間取引において リー ドタイムの短縮が強 く求め られ るとともに、事務処

理の合理化が必要 になっている。

(2)標 準化の必要性 と取 り組み

前述の ような業界状況のため、各企業 とも受発注業務 のコンピュータ化を推進すると

ともに、取引 き相手 とのネ ッ トワーク化を拡大する動 きが顕著 となって きた。 この様な

場合、一般的には発注者側が主導権を とってお り"EOS"す なわち、電子発注 システム

の形態 とな り、受注者側 では発注者側に対 して、個別 に対応することが余儀無 くされる。

その結果、いわゆ る多端末化や システム交換のための コス トの増加が予想 された。そ こ

で、聞 日本電子機 械工業会(以 後、EIAJと 略す)に 所属す る大手部品企業の要請 に基づ

いて、1987年 よ り 「業界全体 として標準化」に取 り組む こととなった。その結果、引合

い、見積か ら支払 いに至 る広 い範囲の業務に対応す るEDI標 準が完成 し、1989年 より実

使用に入った。

(3)普 及の現状

EIAJ会 員企業 、約600社 はEDI実 施については、EIAJ標 準を使 うことで基本合意が確

立 してお り、まず、大手企業を中心に使用が始まった。EIAJ標 準利用の一つの指標 であ

る、後述の統一企業 コー ド(産 業情報化推進セ ンターの標準企業 コー ドのサブセ ット)

の登録件数は、1990年9月 には、300社(EIAJ会 員以外の企業を含む)を 越 え、更に毎月

増加 している。

EIAJ会 員企業 と密接な取引関係にある電線業界でも、聞 日本電線工業会がEIAJ標 準

の採用を正式に決め、両工業会 の委員会 メンバーが共同 して、必要な調整を行 っている。

EIAJ会 員の大手 セ ットメーカーの取引先は、その大半がEIAJ会 員 以外の企業である こ

とか ら、今後 とも関係する他業界に拡大 してい くことが予想 され る。

(4)EIAJ/EDI推 進 センターの設置

開発 された標準を実際 に使 ってい くためには、規約や手引書の充実が必要であ り、さ

らには、標準使用に関す る会員企業への主 旨徹底や各種 の問い合わせについての対応を

的確に行 うために、専任組織 の確立が不可欠 とな り、1987年 に設置 された。その後、標

準開発 と普及についての精力的な活動が、 このセンターを中心に展 開されている。
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7.5.2E|AJ標 準の特徴

(1)電 子計算機 の連携利用 に関する指針(以 後、連携指針)

「情報処理の促進に関す る法律」に基づいて、電子業界における連携指針を制定 し、

業界 としての標準の開発 と実用化のための拠所 とした。そ こでは、電子機器業界のEDI

がオープンなシステムとして実現 され ること、中小企業への過大な負担が発生 しないよ

う考慮 されること、安全対策を確立す ることな どが規定 されてお り、標準化の実行 にお

いて十分な考慮が払われた。ただ し、安全対策については、一般的な決め手(特 に技術

的対策)が 存在 しないこともあ り、当事者間での対策の範囲に留まっている。

(2)国 際標準に対す る準拠性

EIAJ標 準の検討を開始 した当初か ら、OSI標 準の実用化を考慮 し、その採用について

も検討されたが、FTAMお よびMHSの 製品化の時期 が未定であったこと、 また、EDI

の国際標準であるUN/EDIFACTは 国連での検討が始 まった直後で規格に関する具体 的

情報 も未発表であったこともあ り、業界 としての緊急性 を考慮 し、独 自で新標準を開発

す ることになった。但 し、通信 システムについては、FTAMあ るいはMHSな どが実 用

化 した時点で取 り込む ことを前提に、新標準の設計上あ らか じめ考慮することとして、

当面、既に多 くの業界に普及 していた全銀手順を採用 した。シンタ ックスルールについ

ては、米国標準のANSIX.12を 参考にし、断片的に伝 えられていたUN/EDIFACTの 構

造を考慮 して、変換可能な構造で新開発 した。

(3)ネ ッ トワークの概要

初期の段階では、業界VANの 設置 も検討 したが、 ファイル転送に よるデ ータ交 換方

式では、格別の メ リットが存在せず、結果 として、取引当事者がそれぞれ1対1で 接続

す る方式を採用 した。VANサ ー ビスの活用については、各会員企業の判 断に よる もの

とした。VAN間 接続については、運用上留意すべき事項 も多 く、一つのワーキ ング ・グ

ル ープを設置 し、標準的な対応の有 り方について要領をま とめた。

(4)ビ ジネスプ ロ トコルの構成

EIAJ標 準規約の中で次の形に まとめられている。すなわち、ビジネスモデル、標 準シ

ンタックスルール、標準 メ ッセージ、標準データ項 目、標準データコー ドである。以下

にその概要を示す。

① ビジネスモデルの検討

EDIの 標準化 として取 り組む範囲を定め るに当た って、情報の体系や内容を決め る

時に拠所 とすべき、受発注取引に必要な手続 きの実際に関す る共通認識 と、用語の使

い方を標準化する必要があった。その為 に、検討に参加す る委員 として情報 システ ム

の専門家に加え、資材業務や営業業務の専門家の参画を得て、受発注取引を構成す る

業務単位 とそれぞれに必要 な情報の種類 を検討 した。その結果、仕様書/承 認 図 、計
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画 、見 積、 支給 、注文 、契 約状 況確 認 、納入 、検 査 、検 収、返 品、支 払 の11の 業 務 に

区 分 され、 そ れ ぞれ の業務 で必 要 な情報 の種 類 とそ の 内容が 、全 体 で32件 に纏 め られ

定義 され てい る。

② 標 準 シ ンタ ックスル ール

前 述 の様 に 、 国際標 準 で あるUN/EDIFACTに 準拠 す る方 針 で と りま とめた 。 す な

わ ち、個 々のデ ー タ項 目を可 変長 と し、各 々のデ ー タ項 目に項 目識別IDと レングス タ

グを設 け る方 式 として、UN/EDIFACTと 同様 に、 ジ ェネ リックに メ ッセ ー ジ を組 み

立 て る構 成 と した。 しか しなが ら、UN/EDIFACTの 構造 に関す る具体的 な 情 報 が 不

足 して い た た め 、 最 終 的 に ま とめ ら れ た シ ン タ ッ ク ス ル ー ル の 細 部 は 、UN/

EDIFACTと は異 な る こ とに な った。 また 、暫定 的 に 全 銀 手 順 を 用 い、 将 来FTAM

やMHSを 用 い る こ とを前 提 に、 ア プ リケー シ ョン ・レベル の メ ッセ ー ジ ・グ ル ー プ

・ヘ ッダ ー とメ ッセ ージ ・グル ー プ ・トレー ラを設 け て い る。

③ 標 準 メ ッセ ー ジ

① で述 べた 情 報 の種 類 に対 応 して、 メ ッセ ー ジの フ ォーマ ッ トを取 決 めた。 各 メ ッ

セ ー ジに必 要 な デ ー タ項 目の選 定 に際 し、個 別企 業 に特 有 のデ ータ項 目は極 力 自社 内

の シス テ ムで カバ ーす る こ とを前提 とし、情 報 の種 類 で定義 された 内容 の実行 に 不可

欠 な ものに限定 す る こ とを原則 として い る。 また 、 こ こで 選 定 され た 項 目の うち 、

デ ータ作成 時 に 省略 で きない項 目につ いて は必須項 目 として 、個 々の取 引を特 定す る

た め に使わ れ る項 目につ いて は、 キ ー項 目と して規 定 してい る。

④ 標 準 デ ー タ コー ド

デ ー タ項 目の うち 、 コー ド化 が必 要 な ものに限定 して共 通 化を 図 った。 この うち企

業 コー ドはEDI実 施 の上 で は と くに重要 で 、 国 レベ ル での統 一 が望 ま しいの で、㈱ 日

本情 報 処理 開発 協 会 産 業情 報 化推 進 セ ンタ ーが所 管 す る標 準企業 コー ドを、統 一企

業 コー ドとして採 用 して い る。 な お、商 品品 名 コー ドにつ い て は、 コー ド体 系(最 大

長 と属性)の 統 一 を行 い、 具体 的 な コー ド値 につ い ては、各 社 相 互に必 要 に応 じて変

換す るな どの運 用 を、個 々の企業 レベル で調整 す る方式 と した。

(5)そ の 他

① 変 換 ソフ トウ ェアの 開発提 供

EIAJ標 準 で あ る可 変 フ ォーマ ッ トか ら各社 社 内 の ロー カル ・フ ォー マ ッ トに変 換

す るた あの汎 用 ソフ トウェアを 、EIAJ/EDI推 進 セ ンターで 開発 し、 希 望 す る企 業 に

実 費 で提供 して いる。 メイ ンフ レー ム用 とパ ソコ ン用 の2種 を開発 した。

②EDI運 用 ガイ ド

標 準EDIの 運 用 に際 して、運 用上 の条件 整備 の必 要 性が 判 明 し、伝送 授受 の 確認 方

法 、統一 企業 コー ドの利 用 、費 用 負担 の考 え方、EDI取 引契 約 書 の標 準 、VAN接 続 時
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の運 用 ル ール 、 セキ ュ リテ ィ確保 な どにつ いて、解 説 が加 え られ て いる 。

7.5.3今 後の課題

(1)EDI標 準化を挺 にした情報化の推進

EIAJ標 準の利用拡大を 図 って行 くなか で、各社 の情報 化 の格差 がそ の障害 にな る

ケースが見 られ る。EIAJ標 準はその意味で、受発注 システ ムの望ま しい形を提示 したも

の とな ってお り、 この標準適用を取引相手か ら要請 され る時を契機に、自社 内の情報化

の レベルア ップが必要 とな る場合が発生 している。各企業における一層の努力が望まれ

る。

(2)中 小企業への拡大

EIAJ標 準は、パ ソコンでも運用可能 としていることな ど、中小企業への普及を考慮 に

いれてお り、早急な拡大が期待 されたが普及には時間がかか っている。主な理由として

次の2つ が考えられ るが、それぞれに対策が必要である。一つは、社内の情報化の環境

が整備 されていないこと、特に、パ ソコン対応の応用 ソフ トウェア ・パ ッケージが不足

してお り、EDIが 有効に生かせない ことである。二つめは、中小企業における人材 不足

であ り、EDI導 入の必要性 を認識 しても、整備す ることがで きない。前者については、

EIAJと してパ ソコン用の変換 ソフ トウェアを開発 したのを契機 に、パ ソコン ・メー

カーや ソフ トハ ウスに各種 のパ ッケージの開発を呼びかけ、最近、具体的な製品 として

充実が始 まった ところである。後者については、EDI推 進セ ンターとして極力努力 して

いるところであるが、具体的な成果を見 るに至っていない。

(3)EIAJ標 準の改良

EIAJ標 準の普及が広 まる中で、改善すべき点が明らかにな りつつ ある。現 状では 、

データ項 目の一つである自由使用欄を活用 して問題を回避 しているが、その実態を早急

に解明 して、データ項 目の追加を中心に改善を図る計画 となっている。また、 この標 準

を他業界へ拡大 していこ うとすれば、デ ータ項 目の追加が大幅に必要 となることは、明

らかである。現状のシンタ ックスルールでは不十分であ り、手直 し(拡 張)が 必要であ

る。

(4)国 際化への対応

輸出入を始め とする国際取引においては、原則 として国連 を中心 に検討 されて いる

UN/EDIFACTの 採用が不可欠になる。既に、EIAJ会 員企業 の海外事業 拠点の一部 で

は、取引相手か らUN/EDIFACTに よるEDIの 実施が強 く要請されている。 また、UN/

EDIFACTの 開発に当たって、欧米の電子機器業界か らもEIAJに 対 して連携が要請 さ

れている。EIAJと してもこれ らに的確に対応すべ く、EIAJ/EDI推 進センターの活動 を

強化 している。一方、国家 レベルではシンガポール と連携 しつつ ラポーターを中心に、
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国連 のUN/EDIFACT活 動に参画することとな っているが、EIAJと して も可能 な限 り

の協力を行 うことが合意 されている。

(5)国 家 レベルでのEDI推 進体制 の強化

EIAJ/EDI推 進 センターへは、EDI導 入に関す る質問が多数寄 せ られ てお り、 なかに

は、EIAJが 担当すべき範 囲を越えるものも含まれ るようにな ってい る。我 が国 におけ

るEDIの 普及を促進 し、ひいては、㊥ 日本情報処理開発協会 産業情報化推進 センタ ー

の情報化活動を加速す るために も、業界を横断 した国 レベルでの核 となる組織の強化が

何 よりも望まれ る。
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7.6金 融 業 界 に お け るEDIの 現 状 と課 題

7.1.1EDIの 普 及動 向

(1)金 融業 に おけ るEDIに つ い て

金 融 業 に お け る 電 子 的 な デ ー タ 交 換 は 、FB(フ ァ ー ム ・・バ ン キ ン グ)、

HB(ホ ー ム・バ ンキ ング)、 銀 行POS、 さ らに は証 券 界 の ホー ム トレー ド、生 損保VAN、

ク レジ ッ ト ・カー ド業 務、'ス ク リー ン ・トレーデ ィ ングな ど多 くの業界 で様 々な形 で行

わ れ てい る。

金 融業 に おけ る こ う した電 子 的な デ ー タ交換 は 、一般 的 にFinancialEDIと 呼 ば れ る

が 、FinancialEDIの 概 念 は必 ず し も一 義 で はな く、広 義 に解す る立 場か らは金融機 関 と

企業 間 等で何 らか の デ ー タが 電子 的 に交 換 されて いれ ば、 交換 され るデ ータの種類 に拘

らず 、 それ をFinancialEDIと す る。 この場 合、 金融 デ ー タのみ の電 子 的 な交 換(金 融

デ ー タ の うち 決 済 デ ー タ の み の 場 合 、 一一般 に 電 子 資 金 移 動 〈ElectronicFunds

Trunsfer:EFT>と 呼 ばれ る)もFinancialEDIに 含 まれ る こ とに な る。 一方 、狭 義 に解

す る立 場か らは、金融 デ ータの み な らず 、そ の背 景に あ る取引 デ ー タ も含 めて電 子的 な

デー タ交換 が行 われ て い る場 合 に のみFinancialEDIと 呼 ぶ。広 義 の立場 か らみ る と、わ

が 国金 融界 で はかな り幅広 くEDIが 行 われ て いる こ とにな るのに 対 し、狭 義 の立 場 か ら

見 る と、わが 国金融 界 では 、EFTは 活 発 で あるが それ 以外 のEDIは ほ とん ど行 われ てい

ない こ とにな る。

本稿 で は、金融 業 の なか で最 も活発 に電子 的 なデ ー タ交 換 が行わ れ て お り、 かつ産 業

界 と も関連 が深 い決 済 デ ータに 関す る電 子 的な デ ータ交換 につ い て述 べ る。

(2)決 済 デ ー タの電 子 的 な交 換

金融 機 関の行 う決 済 デ ータの電 子 的 な交換 は、 金融 機 関相互 間 の ネ ッ トワー クを通 じ

て行 われ る部分 と金 融機 関 と企業 間の ネ ッ トワー クで行わ れ る部 分 に分け られ る。 この

うち 、 金 融 機 関 相 互 間 の 部 分 に つ い て は 、 国 内 で は 全 銀 シ ス テ ム 、 日銀 ネ ッ ト、

CD・ATMネ ッ トワー クな どに おい て行 われ て い る ほ か 、 国際 的 に はSWIFTの ネ ッ ト

ワー クを通 じたデ ー タの交換 が 行わ れ て い る。一 方、 金融 機 関 と企 業 間 の部分 につ いて

は、FB、 銀 行POSな どの形 で企 業側 の コン ピ ュータ(ま た は端末)と 金融 機 関 の コ ン

ピューータを直接結 んで、あ るい はCMS(キ ャ ッシ ュ ・マネ ージ メ ン ト ・サ ー ビス)共 同

セ ン ター、地域 金融VANな どを通 じて電 子的 なデ ー タ交 換 が行 われ て い る。

この よ うに決 済 デ ータが金 融 の ネ ッ トワークを通 じて交 換 され て い るのに対 して、従

来 受発 注 デ ー タな ど取 引デ ータは これ とは切 り離 された 形 で業 界VANな ど企 業 間 の物

流 ・南 流 ネ ッ トワー クを通 じて 電子 的 に交 換 され て きた 。 しか し、 こ う した 状 況 に は

徐 々に変化 が 生 じて きてい る。即 ち、最 近情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事業 者 な ど物 流 ・

南 流 ネ ッ トワークが取 引デ ータに加 え て決 済 デ ータ も交 換 す るサ ー ビス(通 常 「金 融
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金 融機 関 相 互 間 ネ ッ トワー ク(全 銀 シ ス テ ム、SWIFT等)

金融機関 ・企業間
直接通信

金 融 機 関 ・企 業 間 ネ ッ トワ ー ク

(CMS共 同 セ ン タ ー等)

企業間ネ ットワーク(業 界VAN等)

図7-6金 融 機 関に おけ るデ ータ交 換

VAN」 と呼 ばれ る)を 提 供 し始 めて い るた め であ る。金融VAN業 者 は、企 業 間 決済 に

おい て金融 機 関 を通 じて実際 に資 金の移 動 を行 う前 に、相 互 の支 払 い をnettingし 、 あ

るいは 集計 ・分類 す るサ ー ビスを 行 ってお り、金融 機 関へ はそ の結 果 のみ が持 ち込 まれ

るかた ち とな って い る。

海 外 に おい て は、 こ うした企 業 間の ネ ッ トワー クを用 いて決済 デ ー タの交 換 を行 う動

きの一方 、金 融 機 関 と企業 間 のネ ッ トワー クに よ り、決 済 デ ータだけ で は な く、受 発注

デ ー タや請 求 デ ー タを交 換す るEDIの パ イ ロ ッ ト・プ ロジ ェ ク トを 行 う動 きが み られ て

い る。 またSWIFTで も、19か 国(含 む 日本)の 銀 行 か らな るEDIの パ イ ロ ッ ト ・フ。ロ

ジ ェク トを組 織 して、金 融機 関相 互間 の ネ ッ トワー クにおけ るEDIサ ー ビスに つ き検 討

を行 ってい る。

7.6.2長 期 的な課題

今後、EDIが 普及 し、 しか もその電子交換が 国内的 、国際的 に統一 的 な情 報表現規 約

(本報告書の第2レ ベル)に より行 うようになると、金融機関 と企業 との間において企業

間で用 いているの と別なフ ォーマ ットで取引を行 うことは非効率であ り、金融機関 との間

でも同一の情報表現規約 によ り必要なデータの交換を行いたい とのニーズが高まるものと

みられ る。

EDIFACTやANSIX.12の 普及 している欧州や米国では、既に 日本の金融機関の海外支

店 ・現法が現地企業や 日系企業か らそ うした標準手順への対応を求め られ るといった例 も

み られている。

このため金融業界 として も、産業界でのEDIの 普及状況や情報表現規約の標 準化動向を

も睨みなが ら、標準化活動への積極的な参 画、でき上が った標準への対応な どを行 ってい
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く必要があろう。 この際に注視すべ き環境変化は、国内のみならず、海外 でのEDIの 普及

状況や国際標準化の動向も含む ことは言 うまでもない。

以上、金融機関の行 う決済データの電子的交換に限定 して述べたが、現在EDIは その発

展のまだ初期段階にあ.り、今後 は より幅広 い種類のデ ータが、 よ り多 くの業種 に おいて

ネ ットワークを通 じて交換 されるもの とみ られる。
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7.7総 合 商 社 にお け るEDIの 現 状 と課 題

商社 の基本的機能は、客先か ら買 った商品を他の客先へ売ることであるが、単なる売買取引

に とどまらず、時代の要請を先取 りして金融 ・投資 ・オーガナイズ ・情報 とい った価値を取引

に付加す る事で成 り立 っている。 これ ら個 々の売買が複数集まってタイ ミングよ く行われは じ

めて意味のあるひ とつの取引を形成す るケースも多い。

売手、買手の他に運輸、保険、金融関係の企業 との連携 も必要であ り、 これを可能 ならしめ

るのが情報 の交換である。多数の関係者 との間でモノの流れに先行 して必ず情報 の流れがあ り、

モノの流れの後に新たな情報の流れ、モノの流れ と続いてい く。

モノの流れの迅速性、正確性、 タイ ミングが問われることは正に、 これを リー ドする情報の

それが問われ ることに他な らない。

又、個 々の情報そのもの も商品であ り、サービス対象であると同時に多 くの情報を総合 して

その価値を高め、社内外での利用に供するとい うニーズ もます ます 高 まって い る。従来か ら

EDIを 積極 的に推進 してきた総合商社において、今後 ともます ますEDIへ の期待が高 まる所 以

である。

7.7.1総 合商社のEDIの 特質

(1)対 面業界の多様性

総合商社は対面する業界が多岐にわたる。各社においては業界毎に対面する営業部門

を設け営業活動を行 ってお り、それをサポー トす るEDIに おいて も幅広 い業界 との接点

を持 っている。すなわち総合商社 とい う業界は存在せず、あらゆる業界 に属 していると

考 えた方が よい。従 って、 どの取引先 ともつなげる事 が商社EDIの 基 本 的考 え方 とな

る。 さらに、EDIに おけ る業界標準の整備が進んで来るにつれて、その各 々に対応 して

い くことが必要 とな りつつある。

(2)莫 大な情報量

総合商社の中には年間売上高10兆 円を越えるところも数社に及ぶが、 この売上は少数

の大規模取 引か ら成 っているわけではな く、多 くの大小取 引の積み重ねに よるものであ

る。取 引の大小にかかわ らずそれに付帯する事務処理量は同 じであるので、莫大な事務

量をかかえることになる。EDIの メリットは双方の企業が享受す るとい う総合商社 の基

本姿勢か ら大手の取引先 ばか りでな く、 これまでEDIが あま り進 んでいない中小の取 引

先に対 してもEDI実 現をめざ し技術/運 用、時にはOA化 支援を行 うと共 に、コンピュー

タとテ レックスあるいはファクシ ミリとの連携に よるデ ータ交換 も近年増加 しいる。

(3)大 手取引先への対応

大手の取引先 に対 しては、その企業 の製品およびその生産のための原料、資材等各 々

につ いて商社が関与 し、取引先企業 とい う単位で見る とEDIの 内容 も実際にはい くつ か
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の業界にわたっているとい う場合がある。(例 えば一社に対 し、鉄鋼 ・燃 料 ・資材 の取

引が関与す る)現 状では多 くの場 合、 全 く異 な る内容 のデ ータを全 く独立 したスケ

ジュールで伝送 しているが、取引先によっては資材購入システムの観点等 から一括伝送

で きるものはまとめて欲 しい とい う要望 も出は じめている。

(4)情 報提供サービス

総合商社は取引の川上から川下 まですべての分野 に関与 して お り、い ろいろな情報

(需要家動向、新技術、新製品等)が 集中す る。

これ らの情報を整理 し、取引先に役立つ形で提供するとい うことも商社EDIの 新機能

として、取引データの交換 と並 んで重要である。

(5)国 際取引への対応

総合商社の取引の内、半分強が外国 との取引である。(輸 出、輸入、外国間)又 、各社

は世界各地に支店の他、現地法人等のかたちで拠点を設けている。 これ らを通 じて、あ

るいは直接に外国の取引先か らも国内と同様、EDI推 進の要請が増加 して来てお り、最

近はANSIX.12、UN/EDIFACTそ の他外 国の業界標準まで要望 されるようになって来

ている。

これ らの標準をそのまま国内の取引に持込む ことは現実的ではないが、対外国 という

部分については具体的な対応を行い、場合に よっては国内の取引先をこの面か らも支援

してい きたい。

7.7.2総 合 商社EDIの 現状

(1)連 結 企 業数

表7-1を 参 照

表7-19大 商社EDI連 結企業数

伝 送 媒 体 TLX,FACS 合 計

88年4月 902 599 328 1,829

89年4'月 1,265 645 317 2,227

90年4月 L583 649 399 2,631

伝 送 … …… … 電 子 デ ー タ交 換 に よ る もの

媒 体 … … … …MT,ED,Card等 を 搬 送 す る もの

TLX,FACS… … … … コ ン ピ ュ ー タ と左 記 の手 段 の 連 動

(2)連 結方法

厳密 な意味でのEDIと は言えないが、相手取引先のOA化 状況にあわせた連結方 法 と
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して、 コンピュータ処理データからテ レックスやファクシ ミリへの メデ ィア変換のシス

テムも開発 している。 これ らは、FDやMTに よるデータ交換 と共に将来はPC通 信 も含

めたEDIへ と移行 してい く。

(3)ネ ットワーク

総合商社の多 くは、デ ィジタル統合網を 自社で構築 してお り、 これを補完する場合や、

連結 先の事情に よって一般 のVANサ ー ビスの利用も多い。

更に、取引先 との交換データ量が多い場合、データ専用回線を利用す るケースもある。

又、海外 との伝送 においては時差を考慮 し、情報ネ ッ トワークサービス事業者 のメール

ボ ックス機能を利用す るケースが多い。

(4)伝 送方法

全銀協およびJ手 順が主力であるが、一部の取引先 とは従来か らの自社開発手順 を継

続使用 している。

(5)交 換データ内容

引合から契約、受/発 注、入出荷、在庫、検収、請求/支 払等取引全般 にわた ってデー

タ交換 を行 っている。その中で大 きな比率を占めるのは、受/発 注お よび請求 デ ータの

や りと りである。 この他に最近 では種 々の流通 マーケ ッティング支援情報をデータベー

ス化 して客先に提供す るサービス も始まっている。

(6)メ ッセージフ ォーマ ッ ト

商社 の取引全体を統合 した標準フ ォーマ ットは存在 しないので、対面す る業界の標準

に対応す ることとなる。 しか し、取引先の業界ではメッセージ標準化の動 きが活発にな

りつつあるものの、それ らはまだ一部を除 き確立 されていない為、現実には取引先 との

個別 フォーマ ッ トがほとんどである。

但 し、社内アプ リケーシ ョンとのインターフェイスにおいて標準 フ ォーマ ッ トを設定

してい ることが多い。各業界の標準化進捗にあわせて、例えばEIAJ、 石化協 フ ォーマ ッ

トに よるデータ交換 も予定されている。

海外 との取引に関 しては既に北米相手にANSIX.12フ ォーマ ッ トに よるデー タ交換

を開始 しているところもある。

尚、国内外の標準化動 向に対応す る為、EDIFACT日 本委員会の活動 に参加す る他 、

業界標準化組織、例えば鉄鋼ネ ットワーク研究会等への参加 も行 っている。

(7)伝 送 の運用

データ伝送量 お よび伝送の頻度は従来にも増 して増大する傾 向にあ り、さらに一取引

先 との伝送間隔は縮まる一方であ り、障害が発生すればその影響は 自社だけでな く広範

囲に及ぶ ことになる。 この為、各商社 とも安定運用に注力 しネ ッ トワーク管理 システム

構築 に熱心である。
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また 、取 引先 との対 応 の為 、 ヘル プデス ク(相 談窓 口)を 設 置 して い る ところ もある
。

7.7.3総 合商社のEDIの 今後

(1)EDIで 取 り扱 う情報の高付加価値化

従来、交換データの内容 は取 引上の事務処理遂行の為 の情報が大部分を占めて来た。

省力化による迅速性、正確性へ の寄与 とい う点では多大な貢献を果た して来た訳 である

が、今後はこれに加えて情報の集中す る商社 とい う特 性を活 して(ど の よ うな フ ォー

マ ッ トにして も)取 引先 に役立つ形での情報提供 を拡大 してい くこととなろ う
。

(2)EDI相 手先の拡大

総合商社の活動が川下分野へ も広がるにつれて、かっての様に大手企業 との取引にと

どま らず中小規模の企業 との取引が増大 している。 これ ら取引先のOA化 の進捗度合 い

は様 々であ り、大手取引先 と比べてEDI実 施 の比率は低 いがEDIは 取引全般 にわた り広

く実施 して こそ、そのメ リッ トを双方で最大限に享受で きると考える。

そ こで従来の大手取引先 とのEDIと は異なるアプローチ、即ち取引先がEDP(Elect-

ronicDataProcessing)専 任者な しでも運用でき、低 コス トで、多岐 にわた るメニューを

備 えた木 目細かいサービスを実現す ることに より、EDI相 手先の拡大に務めることと し

ている。

(3)国 際EDIへ の対応

海外取引先のみならず、海外の支店、現地法人、子会社、あるいは事業投資先を通 し

て、ANSIお よびUN/EDIFACTで のEDI実 施要請が寄せ られ るようになった。海外にお

いては取引先 との間で既に実施 している例 もあるが、今後 は本邦 との国際EDIへ も拡大

してい く必要がある。 これは国際取引が多い商社に対する要請 に応えることになると共

に、国際EDIへ の対応 につ いて国内の取引先を支援す ることに もなる。

7.7.4結 語

取引先に対するサー ビス向上が総合商社 の基本的課題 であ り、EDIは それを達成 す る重

要な手段のひとつ との位置づけで各社 とも積極的に取 り組 んでいる。 こ うした中で統一的

な国内標準が存在 しない現段階 においては、標準化を推進 している業界に対 してその活動

に協力 してい くことが必要である。更に、今後は各業界の標 準への個別対応 だけでな く、

業際取引の増大を踏 まえ多 くの業界 と接点を持つ総合商社 として業界別標準の調整 ・統合

に寄与 して く必要がある。
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7.8情 報 ネ ッ トワ ー ク サ ー ビ ス 業 のEDIへ の 取 組 み

7.8.1情 報 ネ ッ トワー クサー ビス業か ら見 たEDIの 位置 づ け

EDIに 関 して 言 えば、 情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス業 は利 用者 と して よ り、 他 のEDI利 用

者 ・利 用 業 界に対 す るEDIサ ー ビスの サ プライ ヤ としての役割 が 大 きい。 この立 場 か らみ

て、 現在 の広 義 のEDIに 対 す るEDIサ ー ビスは、情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス業 の他 の サ ー

ビス メニ ュ ーと比 較 して、そ こそ この割合 と売上 規模 に な って きた ものの、 割合 ・売 上 の

絶対額 ともに事業 と して満足 で きる水 準 に達 しては いな い。情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス業

界 と しては 、EDIが よ り普及 し、 そ れに よってEDIサ ー ビスの事業 的 規模 が よ り拡 大 す る

こ とを強 く期 待 して いる。

EDIサ ー ビス は、付加 価値(処 理)を 伴 う通信 、即 ちVANそ の もの であ り、VANの 適用

分野 と して は最適 で ある。 自営 ホ ス トとネ ッ トワークでEDIを 実 施す る ケ ース もあ り得 る

が、 よ り多 くの ビジネ スパ ー トナ ー と、 よ り容易 に取 引 デ ータ交換 を行 うた めに は、 専業

の情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事業 者 のEDIサ ー ビスを利用 す る方 が コス ト的に も、 副次 効

果 の点か ら もメ リッ トが 大 き く、EDIの 普 及はEDIサ ー ビス の事業 的成 長 に直結 す る と考

え られ てい る。従 ってEDIサ ー ビスは大 きな伸 びが期 待 で き、情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス

業 を支 え る主 要 な柱 に な る分 野 と考 え られ 、情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス業 界 のEDIサ ー ビ

スへ の関 心 は高 く、EDIサ ービスへ の参 入 も増 えて い る。

又 、情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス業界 と して、EDIの 普及 とEDIサ ー ビスの利用 を 待 つ だ

け でな く、EDIサ ー ビスの利 用者 拡大 のた めの販 売努 力 を行 って お り、 これ がEDIの 普 及

に大 きな力 とな って い くこ とは、 米 国の例 か ら も明 らか であ る。

7.8.2現 状 の国 内EDIサ ー ビス

わ が 国に おけ るEDIは 、1973年 にス タ ー トした銀行 間の為替 決 済 シス テ ムで あ る 「全 銀

システ ム」 に始 ま り、最 近 では流 通業 界 におけ る受発 注 システ ムを は じめ様 々な形 で の企

業 間デ ータ交 換 ネ ッ トワー クシス テ ムと して普 及 して きた。

こ うしたEDIの 普 及 に は、1980年 のJCA手 順(後 にJ手 順 と して制定)、 標 準 デ ー タ交 換

フ ォーマ ッ トの 開発 や全 銀協 手順 の制 定 に よる ところが大 であ るが、一 方 では数 次 にわ た

る回線 開放 に伴 って 出現 した情報 ネ ッ トワークサ ー ビス事 業者 が 、比較 的小 規模 な企 業 に

と って もEDIの 構 築 が容易 な サ ー ビス を提供 して きた ことに よる ところ が大で あ る。

但 し、従来 のEDIは 、 あ る業 界 内の取 引に 閉 じたデ ー タ交 換 で あ った り、企業 系 列化 手

段 と しての ク ローズ ドなネ ッ トワー クを 目指 してい る ケー スが多 か った。 そ こで情報 ネ ッ

トワー クサ ー ビス事 業者 の サ ー ビス も、J手 順 や全銀 協 手順 とい ったベ ー シ ックな 通 信 制

御 手順 の上 に業界 別 に標 準化 された 固定 デ ータ フ ォーマ ッ トを乗 せ て フ ァイル転 送 を行 う

EDIツ ール を提供 して きた。
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現在実施 されているEDIサ ー ビスの大部分は、情報 ネ ットワークサー ビス事業者が、特

定の企業(群)や 業界か らの注文を受けて構築 したものである。従 ってそ こで使われてい

る規約は、発注者 の意 向で決め られ、結果的には各 々異 なるもの となっている。 このよう

なEDIサ ービスはそれぞれの利用者 も限 られ、互いに独立に実施 されてお り、そ の情報 の

流れ方は、1対Nの 垂直形 である場合が大部分である。

これ らの従来形のEDIサ ー ビスの中には、情報ネ ッ トワークサービス事業者が持 ってい

るデータ交換 システムをベ ース として構築するケースもあ り、多少情報 ネ ッ トワークサー

ビス事業者の経験が反映されているEDIサ ービスもある。 しか し、情報ネ ッ トワークサー

ビス事業者の保有 しているデータ交換システムも業者毎に違 ってお り、いずれに しても標

準化には程遠 い状況 と言え る。

・ 現在実施 されているEDIサ ービスの第1レ ベルか ら第4レ ベルに至る規約の状況を述べ

る。第1レ ベル(通 信プロ トコル)は 基本的には各 々異なっている。 しかし、仕様が公開

されてお り、多種多様な コンピュータや端末やパ ソコンが対応可能である全銀手順 ・J手

順が多 く用いられ、その他、各 メーカ仕様の手順が多 く使われている。第2レ ベルについ

ては本項の始めに述べた とお り各 々異なっている。第2レ ベルについて、 も う一つ言える

ことは、現在使われている通信 プロ トコルのア ドレスがネ ッ トワークを介 した蓄積交換を

考慮 していないものがほとん どのため、様 々な型式の振分処理用の付加ヘ ッダが考案され、

使われている。第3レ ベル ・第4レ ベルについては、個々のEDIサ ービスの利用者が比較

的少な く、かつ密接な間柄の場合が多いため、必要最小限の取決めが当事者間で行われて

いるに過 ぎない。 この取決め(規 約)も 各 々異なっている。

以上の現状は、結果 として大同小異のEDIサ ー ビスが多数併存す る結果 となってお り、

情報ネ ッ トワークサービス事業者に とっても、標準化による効率化の必要性が生 じてきて楡

いる。 これは、多 くの利用者が見込める大 きな業界の標準に基づ くEDIサ ー ビスの重点サ

ポー トや、情報 ネ ットワークサービス事業者が独 自のマーケティングに より定めた規約 に

基づ くEDIサ ービスの重点サ ポー トといった形を とって表 われ始 めてい る。情報 ネ ッ ト

ワークサービス事業者で効率化が行われれば、利用者に とっても割安な開発 ・運用 コス ト

でのEDIサ ービスの利用が可能 とな り、数多 くのEDIサ ービスのサ ポー ト経験を踏 まえて

情報ネ ットワークサ ービス事業者が提唱する規約は、標準化の推進に も寄与す ることが期

待 され る。 しか しながら、現時点においては、国内の標準化の方向が確定 していないため、

情報ネ ットワークサービス事業者が提唱すべ き規約 につ いて も方 向が定あきれず、標準化

へ十分寄与できる状況に至 ってない。 また第2レ ベルか ら第4レ ベルに至 る規約について

は、EDIを 利用す るすべての業界における標準化意識 と標準化のための努力の必要性 が、

情報ネ ッ トワークサービス事業者のそれ よ りも桁違いに大 きな比重を占める。
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7.8.3現 状 の国 際EDIサ ー ビス

現 在 国 内で利 用 され て い る国際EDIサ ー ビスは 、各 情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事 業者 が

海外 提携 先(海 外情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事業 者 の 日本 法 人 につ いて は、そ の本社)の

提供 して い る国際EDIサ ー ビス を、 その ま ま使 ってい る ケー スが大 部分 で あ る。

これ らの国 際EDIサ ー ビスの 第1レ ベ ル の規 約 は、 各 々の メ ー カ ー手 順 が 大 部 分 で あ

り、第2レ ベ ル につ いて は、ANSIX.12ま た はUN/EDIFACTが 主 流 で、 さ らに米 国 の各

業 界標 準 をそ の ま ま使 うよ う要 求 され る こと も少 な くな い。 第3レ ベル の規約 につ いて は、

国際 間の デ ー タ交 換 で もあ り、情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事 業者 の運 用規 約 をベ ース とし

て、時 間 的 に余裕 を もった運用 が 行 われ て い ると思 われ る。 また国 内 の事 業者 は サ ブネ ッ

トワー ク的 な立場 が大 部 分 であ り、海 外 の大規 模情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス主 導 の規 約 が

個別 に結 ばれ て い る もの と想像 され る。第4レ ベル につ い てはそ の現 状す ら明 らか では な

い 。

以上の ような国際EDIサ ー ビス と国内EDIサ ービスとは、ほ とん ど無関係であった が、

ここへ きて国内の業界や企業の標準 と相手方の国際標準や業界標準 との変換 と、変換後の

取引データを国際EDIサ ービスに乗せるサービスが一部で始め られ、国際EDIサ ービスの

今後 の方向の先取 りとしてユーザ ーから高 い評価を得始めている。

7.8.4EDIを 取 りま く環 境 の変化

(1)ユ ーザ ーニ ーズ面 で の変化

EDIユ ーザ ーで あ る企 業 を取 り巻 く環 境 変 化 の 主 な もの を 挙 げ る と次 の とお りで あ

る。

① リアル 中継 機能 の要 求

ク レジ ッ トカ ー ドの オー ソライゼ ー シ ョン業務 を実 現 させ るため に、 リアル 中継機

能 を備 え た ク レジ ッ トネ ッ トワ ー ク シ ス テ ムが 出現 した 。 そ して 最 近 では 、 業 界

VANに お いて も会話 形式 に よる リアル タイ ムの在庫 照会 な どの ニーズ が 高 ま っ て い

る。

② 適用 業 務 の拡大

EDIの 適用 業務 は 、販売 、 仕入 、生 産 、物流 、貿 易業務 、 決済 へ と拡 大 して き て お

り、 また 、 こ うした定 形業 務 か ら非定 形業 務へ の拡大 の 兆 しも見 えは じめて いる。

③ デ ータ量 の増 加

EDIの ス ケ ール メ リッ ト追 求 の観 点か ら、関 連業 界へ 幅広 く、 また、 中小企 業 も含

めた取 引 先 間相互 の互 恵 的 デ ータ交換 が進 展す る中 で、EDIで 取 り扱 うデ ータ量 が 増

加 して きて い る。

④ 業 際化 の進 展
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運輸業者に よる書籍の宅配や受発注業務の代行、あるいは、銀行 と保険会社、証券

会社に よる業務の相互乗 り入れな ど、新規事業参入、異業種交流が活発化 している。

⑤ 企業活動の国際化

貿易摩擦解 消のための海外製品の輸入政策や生産 ・販売拠点の海外 シフ トな ど、企

業活動のグローバル化が進展す るのに伴 って、EDIの グロ・-7〈ル化要求 も高 ま ってい

る。

(2)通 信技術面な どでの変化

情報 ネ ットワークサービス事業者に とって、今後のEDIサ ービスのあ り方を大 き く左

右す る通信技術面 などで現在着 々と進 んでいる環境変化 として以下 のものがある。

① 通信設備のISDN化

② 通信制御 プロ トコル としてのOSIの 実装

③ 国際標準 ビジネスプロ トコル としてのUN/EDIFACTの 出現 と国内標準化制定 の動

き

`

7.8.5EDIに 対す る取組み状況の変化

上記1項 で述べた環境の変化 は、EDIサ ービスに対する情報ネ ットワークサ ービス事業

者の取組みについて既に変化を もた らしている。

また、在庫の有無を確認 した うえで発注す るとい った商取引上の慣習やEDIで 取扱 う情

報 の中で英数字 の他に仮名文字、漢字が含 まれてい るな ど、わが国の実態に合わせたEDI

サービスへの取組みが始 まっている。"

(1)リ アル中継サー ビス

受発注データ交換を中心 とした最近の業界VANの 中で、 リアル中継サ ー ビスを利用

した会話処理型 の在庫照会業務が出現 してい る。

従来 のバ ッチ転送型式のフ ァイル中継サービスを中心 と しなが らも、今後 の ユーザ

ニーズの顕在化 に伴 って リアル中継サービスを用意す る情報ネ ッ トワークサービス事業

者が増 えて くると想定 される。

(2)可 変長データの取扱 い

単一業界における定形業務においては、固定フ ォーマ ットに よるEDIが 今後 とも継続

することも考え られ る。

しか し、最近では、可変フ ォーマ ットに よるEDIが 現れている。 また今後、部 品構成

的要素や取引条件要素を取扱 うEDIや 運輸業の ように様々な業界 とのEDIに おいては、

データ交換を行 うすべての業界で取扱 うデータ項 目を固定フ ォーマ ットで取扱 うことは、

通信上か らも、 また、フ ォーマ ッ ト変換やデータ処理上か らも非効率である。

そ こで、情報ネ ットワークサービス事業者はこ うした現実を踏 まえ、EDIが 基 本的 に
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は汎用 性 の低 い プ ライベ ー トな フ ォーマ ッ トか ら汎 用性 の高 い標 準化 され た フ ォーマ ッ

トへ 、 また、 固定 長 か ら可変 長 の フ ォーマ ッ トへ と推 移 して い くもの と して、 そ の対 応

を始 め てい る。

(3)漢 字 デ ータの取 扱 い

各 企業 システ ムでの漢 字 化 が進 む 中で、 業界VANに お いて も最 近 で はJ手 順 に 代 え

て漢 字 を扱 え る全 銀協 手順 の採 用が増 え て きてお り、漢字 取 扱 いに よるEDIサ ー ビス が

急速 に進 め られ て い る。

(4)EDIに 対す る今後 の取組 み

情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事 業者 に おけ る現在 の 取 組 み 状 況 か らみ て 、 情 報 ネ ッ ト

ワー クサ ー ビス事 業者 はEDIに 関 して以下 に述 べ る方 向性 で取 組 みが進 め られ る もの と

推 察 され る。

① 国 内的、 国際 的 に標 準化 され た フ ォーマ ッ トに よ るEDIサ ー ビスの提供 。

② 基 本 的に は可 変 フ ォーマ ッ トを前提 と したEDIサ ー ビスの提供 。

③ 漢 字 化を前 提 と したEDIサ ー ビスの提供 。

④OSI、ISDNへ の対応 。

①VAN設 備 の 中 で フ ォー マ ッ ト変 換か ら ス イ ッチ ン グま で の す べ てを 行 う形 態 。

ユ ー ザ ー 情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス 事 業 者 ユ ー ザ ー

プ ラ イ ベ ー ト フ ォ ー マ ッ ト プ ライ ベ ー トフ ォー マ ッ ト

(国 際 標 準 を含 む)標 準 フ ォー マ ッ ト
(国際標 準を含1む)

変換 一 スイ ッチ ング ー 変換 CPUCPU

図7-7情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス業 形 態1

② フ ォー マ ッ ト変 換 を 行 う トラ ンス レー タ ーの ベ ンダ ー と して 、 そ の 開発 と提 供 を 行 う

と と もに 、VAN設 備 の 中 でス イ ッチ ン グを行 う。

ユ ー ザ ー 情 報 ネ ッ トワー ク サ ニ ビス事 業 者 ユ ー ザ ー
'

/
＼

プ ライ ベ ー ト

フ ォ ー マ ッ ト

!

開発 ・提 供/
!

〆
〆

'
'

''

''

、

＼ 開発 ・提供
、

、
＼

、 、
、、

、

プ ライ ベ ー ト

フ ォーマ ッ ト標 準 フ ォー マ ッ ト

CPU一
ト ラ ン ス

レ ー タ ー

4'

ス イ ッチ ン グ
」ふ トラ ン ス

レ ー タ ー
－CPU

図7-8情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビス業 形 態2
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その結 果、 情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事 業者 は 、デ ータ変 換 とスイ ッチ ング機 能 を主

体 と した情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビスの提 供 に加 え、 トランス レータのベ ンダー と して の

役割 を果 たす こ とにな る と考 え られ る。

7.8.6EDIサ ー ビスの将来方向と長期的課題

EDIサ ービスの将来方向は、1項 で述べた とお り、 よ り広 く利用 され る標 準 に基 づ く

EDIサ ー ビスが主流 となる必要が ある。標準の種類は唯一 の国内標準が理想であるが
、 現

実的にはい くつかの業界 ごとの標 準に絞 り込 まれる必要がある。EDIサ ービスの利 用者 か

ら情報ネ ットワークサービス事業者に求められているニーズは、商流だけでな く物流 ・金

流まで企業間取引に関わる全領域を網羅 できるEDIサ ービスや、国 内EDIか ら国際EDIま

で一貫 して、その差を意識 しないで よいEDIサ ービスへ と高度化 して きている
。 また、 い

くつかの標準 ・自社標 準相互間の変換サービスのニーズ も多い。

これ らのニーズを具体化す るためには、主要な標準相互の理論的関連が明確である必要

があ り、それ らの幹 とな る基本思想 と標準が早期 に確立 され、かつ、それは国際標準 とも

可能な限 り同一 である必要がある。それによってのみ、EDIサ ー ビスの標準化 とEDIの 利

用効果が高まって、EDIの 普及 とEDIサ ービスの利用者 の増加が実現す ると考 えられ る。

将来、 より標準化の進んだEDIサ ービスにおいて、第1レ ベルの規約は、現在主流 のJ/

全銀手順 に加えてOSIベ ースの より高速高機能の手順が求められ るであろ う。 この新手順

は特にVAN相 互間やVANと 企業 集団の核で ある大手企業 との接続 に利用 ニ ーズが 高

く、それを とりま く中小企業 とVANと の間は、J/全 銀あるいは無手順が ある程度 の期 間

残る可能性がある。 ここでの課題は、期待 される機能 ・性能 ・経済性を備えたOSIベ ース

の新手順が早期に各種情報処理 ・通信機器でサポー トされ、普及す ることである。第2レ

ベルの規約について言えば、各業界標準の互換性 または変換性を維持するための最小限の

共通事項 の標準の制定又は合意の下で、利用者(国 内全業界 または大 きな業界グループ)

による標準 メッセージ ・データエ レメント等実用上必要 となる標 準の作成 と利用の普及が

急がれる。更にEDIの 普及に伴い第3～4レ ベルの規約の必要性が高 まるので、各分野 の

専門家を結集 して検討の上、必要あれば法 ・制度面での対応 も行われるべきである。

情報ネ ットワークサー ビス事業者 は冒頭にも述べた通 り、EDIサ ービスのサプライ ヤ と

して、ユーザ企業 ・業界のEDIを 実現するパー トナーである。情報ネ ッ トワークサー ビス

事業者はEDIサ ービスの提供 とユーザがEDIを 利用す るための支援の役割を果 たす もの で

ある。特 に支援 の領域については欧米におけるEDIの 普及の中で情報ネ ッ トワークサ ー ビ

ス事業者 のEDI化 コンサルテ ィングの寄与す る所が大 きい ことが知 られている。 日本国 内

においても、EDI化 コンサルテ ィングが有償化できれば、情報ネ ットワークサービス事業

者にとっても魅力あるビジネスにな り、EDIの 普及に大 きな力 となることが期待できる。
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7.9情 報 提 供 サ ー ビス 業 とEDI

将来、EDIが 進展 した ときの 「情報提供サービス業」 は、一体 どの ような業態 となるであろ

うか。 この問いには、現存の業態の枠組 の中では答えられないと思われる。 ここでは、現在の

情報提供業者が 自らの企業活動の合理化 の一環 としてのEDIと のかかわ り合 い方で はな く、

EDIに おける 「情報提供サービス業」のあ り方について考えてみたい。

現状の業態を理解す る上で、情報提供 メデ ィアと情報提供 サービス業の存立要件を整理する。

まず メデ ィアであるが、現時点では次の3分 類である。

① 文字 ・写真系:新 聞、雑誌、書籍等

② 映像 ・音声系:映 画、放送、CATV

③ 通信 ・コンピュータ系:電 話、FAX、 データ通信

EDIの 観点で言えば現状では、上記③ のメデ ィアが対象になる と考 えられ る。しか しなが ら、

将来は、デジタル技術の進歩に よりこれ らのメデ ィアが独立 してあ るのではな く、全 ての メ

デ ィアが統合化す る方 向に進展す ると思われる。

次に、情報提供サ ービス業 の存立要件 としては、提供情報(ソ ース)、情報加工、デ ィス トリ

ビューシ ョンがある。複数要件を担 う企業 もあ りうる。 この ことか ら、EDIの 当事者 は提供情

報 とその利用ユーザーが明確にな りさえすれぽ、情報提供業 としての要件を持ち合わせている

ことになる。

EDIの 枠組みの中における情報提供サービス業は、次の3種 類 の形態が考 えられる。

第1の 形態は、EDI運 用 のために必要な共有的な情報提供 である。既に理解 されている よ う

に、EDIの 本質は第1レ ベルか ら第4レ ベルまである 「標準的な規約」を用いる点にある。 ま

ず ここで注 目したいのは、第2レ ベルの 「情報表現 レベル」 である。

標準はある取決めに より運用 され、EDIの 当事者が利用することで定着 し発展 してい くもの

である。特に第2レ ベルの中の 「データコー ドの標準化」は単に紙に書かれた取決めだけでは

利用できない。実際の運用はコンピュータが処理可能な コー ドとして、EDIの 利用参加各社 に

供給されるべ きものである。従 って、管理、更新、提供が行われる組織的な機関の存在が必要

である。現在、その役割を果た してい るのは主に業界団体や公的な機関である。

今後 はそ こか ら独立す るか、もしくは最初か らそれ らを専業に して設立 されるか、従来か ら

ある企業や機関のサー ビスライ ンの追加、 といった ように各種の態様 で出現 して くる と思われ

る。

第2の 形態は、取引の過程で発生す る各種のデータがその構成員に とって、非常に価値 のあ

る情報になる場合である。その中の1つ として、EDIの 仕組みの中を通過す るデータを収集 、

加工 して提供す る形態がある。

例 えば、銀行が行 っているフ ァームバンキングにおいては、支払や決済は複数行に及ぶのが

普通 であるが、1行 の情報では自社の資金ポジシ ョンを知るには不足す る。一方、銀行側では
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自行の取引データ しかない。そ こで、各行か ら情報を集めて提供する ビジネスが発生する可能

性がある。(海 外では既 に、「マルチバ ンクレポー ト」の名称で行われている。)

第3の 形態は、従来の取引関係の中で一方 向に、あるいは相互に情報を有料 で提供する形態

である。例えば、POSシ ステムの導入によ り、消費者の動 向をいち早 く把握できる大手の流通

業か ら、商品 ・サー ビスの取引各社へ情報を提供す るような ことが考え られる。

最後 に、EDIは 取引データの交換であるが、前述 した ようにイ メージや音声がデジタルデ ー

タ化 され、取引データの一部 と して扱われる事で、EDIの 構成員から全 く新 しい形態の情 報提

供サー ビス業者が出現することも考 えられ る。
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第8章EDIの 国際標準化動向

国連/欧 州経済委員会の第4作 業部会(UN/ECE/WP.4:貿 易手続簡易化作業部会)を 舞 台に繰

り広げ られている、通称UN/EDIFACTと 呼ばれている国際標準化活動を中心 に、成立の経緯 、組

織的位置付け、関連の標準化作業の現状等について紹介す る。

8.1ECE/WP.4の 位 置 付 け

国連 の組織 は、 図8-1に 示 す よ うに総会 を 中心 に大 き く5つ の組 織 で構 成 され て い る。即

ち、事務 局 、安 全保 障理 事 会、 国際 司法 裁判所 、 信託統 治理 事会 、 そ して 、経済 社会 理事 会 で

ある。UN/ECE/WP.4は 、 国連/経 済 社会 理事 会(ECOSOC)の 下 に設 け られ てい る5つ の地

域経 済委 員会 の1つ で あ る欧州経 済委 員 会 の下 に あ る貿 易拡 大委 員会 の 中 の1作 業 部 会 であ る。

正 式 に は 、 貿 易 手 続 簡 易 化 作 業 部 会(TheWorkingPartyonFacilitationofInternational

TradeProcedures)と 呼 ばれ てい る。

こ のECE/WP.4は 、 デ ー タエ レメ ン トと 自動 デ ー タ交 換 に 関 す る専 門 家 会 議(GE.1:

MeetingofExpertsonDataElementsandAutomaticDataExchange)、 手続 と書 類 に関す る

専 門家 会議(GE.2:MeetingofExpertsonProceduresandDocumentation)と い う2つ の専

門家会 議 で構成 され て お り、1960年 代 か ら、貿 易 に係わ る様 々な局面 の簡 易化 に関 して、他 の

国際機 関 と協 力 して調 査 、研 究 を 行 い 、 今 まで23の 勧 告 を 採 択 して い る。(資 料 一1ECE/

WP.4に よる勧 告一 覧票 参 照)

我 国は、ESCAP(ア ジ ア ・太 平洋 経済 社会 委員 会)の メ ンバ ーであ り、ECEの 正式 メ ンバ ー

では ないが 、世界 有数 の貿 易立 国の1つ と して、ECE設 立 規約 第11条 に よる オブザ ーバ 国 とし

て、 当初か ら代 表 団 を派遣 して きてい る。

ECEの 正式 メ ンバ ー国 は、 以下 の通 りで あ る。

西 欧諸 国:オ ー ス トリア、ベ ルギ ー、 カナ ダ、 キ プ ロス、 デ ンマ ー ク、 ドイ ツ、 フ ィ ンラ ン ド、

フ ランス、 ギ リシ ャ、 アイ ス ラ ン ド、 アイル ラ ン ド、 イ タ リア、ル クセ ンブル グ、

マル タ、 オ ラ ンダ、 ノル ウ ェー、 ポル トガル、 スペ イ ン、 ス ウ ェーデ ン、 スイ ス、

トル コ、 イ ギ リス、 アメ リカ(23ヵ 国)

東欧 諸 国:ア ル バ ニ ア、 ブル ガ リア、 白 ロシア、 チ ェコス ロバ キ ア、 ハ ンガ リー、 ポ ー ラン ド、

ル ーマ ニ ア、 ウクライ ナ共 和 国、 ソ連 、ユ ー ゴス ラ ビア(10ヵ 国)
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ESCAP

(ア ジア:太 平洋経 済社会委員会)

ESCWA(西 アジア経済社会委員会)

ECA(ア フリカ経済委員会)

ECLACラ テンアメ リカ、

経済委 員会(1984～7)

カリブ海

ECE(欧 州経済委員会)

Committeeonthe

DevelopmentofTrade

(貿 易 拡 大 委 員 会)

の15の の1つ

ECE/WP.4に 出席す る諸機

・関 の リス ト

1)政 府 間 機構
EEC,CCC.IMO,GATT,

CEMT

2)民 間機 構

ICC,ISO,IATA,IAPH,

IRU,ICAA,FIATA,UIC,

EAN,CIT,INSA,IUMI,

SWIFT,CCITT.UIRR,

ICS,IDEA

i3)そ の 他 国 連 機 関

iUNCTAD,UNCITRAL

WorkingPartyontheFacillitationof

InternationalTradeProcedures

(貿 易 手 続 簡 易 化 作 業 部 会:WP.4)

MeetingofExpertsonData

ElementsandAutomaticData

Interchange

(デ ー タ エ レメ ン トと 自動 デ ー タ交 換

のた め の専 門 家 会 議:GE.1)

MeetingofExpertson

Proceduresand

Documentation

(手 続 と書式 の た め の 専 門 家 会 議:

GE.2)

ICAO:International

CivilAviation

Organization

UPU:Universal

PostalUnion

ITU:Internationat

TelecommunicationUnion

WMO:World
Meteological
Organization

IMO:International

MaritimeOrganization

GATT:General
AgreementonTariffsand
Trade

WIPO:World

IntellectualProperty

Organizati。n

図8-1国 連 に おけ るECE/WP.4の 位 置づ け

8.2経 緯

(1)TDI(貿 易 デ ー タ交換)ル ール の誕生

貿易 デ ー タ交 換 のた めの デ ー タ項 目や コー ド、 シ ンタ ックス ル ール の標 準化 を 目指 して 、

1976年 か ら英 国のSITPRO(*)が 中心 とな り、WP.4の 下 部組 織 で あ るGE.1で 作 業 が 進 め ら

れ て きた。そ の結 果 が1979年3月 のWP.4に 報告 され たTDI(TradeDataInterchange)ル ー

ル で あ る。 一 方 、 米 国 のNCITD(*)か ら も米 国 が 独 自に 開 発 したEDI(ElectronicData

Interchange)ル ール が発表 され 、 両 ル ール の何 れ を 国 連 標 準 とす るか 問 題 とな った が 、

SITPROを 中心 とす る欧 州各 国 の推 すTDIをECEの 標 準 とす る こ とが 決 ま り、 国 連 の 貿 易
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デ ー タ交 換指 針書(UNTDID:UnitedNationsTradeDataInterchangeDirectory)と して公

表 され る こ ととな った 。

そ の第1章 「序 文 」 お よび 第4章 「貿 易 デ ー タ交 換 の た め の ガ イ ドライ ン(GTDI:

GuidelineforTDI)は 、1981年6月 に第1版 が 出版 され 、 そ の後 、第2章 「貿 易 デ ータ交換

のた め の アプ リケ ーシ ョン レベ ル ・プ ロ トコル の登録 規則 」 が採 択 され 、第3章 「解 説 書」

と共 に1984年9月 に発 表 され た。(図8-2ECE/WP.4に お け るEDI関 連標 準化 作 業 の経

緯 と現状参 照)

(2)TDIル ール の強化 か ら世 界統 一標 準 へ

ECEで は、TDIを 標 準 とす る こ とが決 ま って も、米 国 内で は依然EDIル ール に よる デ ータ

交 換 が行わ れ てお り、 ユーザ と して何 れ を採 用す べ きか 頭 の痛 い 問題 で あ った。1984年12月 、

ECE貿 易拡 大委員 会 の 第33回 会 期 で、貿易 デ ータ交 換 の為 に種 々の シス テム間 で国際 的 な互

換性 を確 立 すべ くあ らゆ る努力 を傾 注す べ きことが論議 された 。そ の結 果、 特別 ラポ ータ グ

ル ー プが結成 され 、GTDIの 強化 と単一 の貿 易デ ー タ交換 標 準 の確 立 に 向け て の 作 業 が 開始

され た。

しか し、 米国側 もEDIの 実 績 をPRし て お り、WP.4事 務 局 も含 め ラポ ー タ グ ルrプ お よ

びGE.1の 専 門家た ち は、GTDIに 則 った システ ム と、開発 中の米 加 両 国内標準 との 間 のデ ー

タ交 換 のた めに、ANSI(*)の 中 で活動 す る米 国におけ る非 公式 な標 準化調 整 委 員 会JEDI(*)

の呼 び掛 け に応 じ、米 国で開 催 の 会 合 に参 加 す る こ と と し、1985年11月 ニ ュー ヨ ー ク で

JEDI委 員会 と会 合 した。 この会 議 に は、米 国運 輸省(DOT)、 米 国 標 準 局(NBS)、TDCC

(*)
、NCITD、USAIAG(*)、 カナ ダ外務 省等か らも参 加 が あ り、TDI/EDI間 の シンタ ックス

の違 いを検 討す るグル ープ とデ ー タエ レメ ン トとメ ッセ ー ジ/ト ラ ンザ ク シ ョ ン標 準 を 比較

検 討す るグル ー プの2つ の作 業 グル ー プが結成 された。 この会 議 は、EDIシ ンタ ックス ル ー

ル の世 界的 に統一 され た標 準 を作 るた め の第 一歩 で あ り、 そ の第2回 会 議 にお いて、2つ の

シ ンタ ックス技法 の見 直 しが行 われ た 。

(3)UN-JEDIグ ル ー プの結成 とEDIFACTの 誕 生

WP.4は 、1986年3月 の会 議 でTDI/EDIシ ンタ ックス の 結 合 と デ ー タエ レメ ン ト、 標 準

メ ッセ ー ジ、 トランザ クシ ョンを取 り扱 うた め のUN/ECEとUSグ ル ープに よる合 同 グル ー

プ(UN-JEDI)の 結成 を承 認 し、 同年9月UN-JEDIグ ル ー プに対 し下 記 事項 を付託 した。

① 国際 規格 と してISOに 提 出す るた めの シ ンタ ックス草 案 の 開発

② 修 飾 子技法(QualifierTechnique)と コー ドを含 む標 準 メ ッセ ー ジ(UNSMs)の 開発

③ 標 準 メ ッセ ージ の準備 お よび現行 システ ムか らの移行 に関 す るガイ ドライ ンの作 成

④EDIお よびEDIの た め の一 般 標 準 の促 進 に関す る文書 の 改訂 と編 集

この結 果 、UN-JEDIグ ル ー プは、合意 され た シ ンタ ックスの概 要 をWP.4事 務 局 に提 出 し、

1987年3月EDIFACTの 名 称 を 採 択 し て 、ISO宛 文 書 を 提 出 、ISOは 、Fast-track
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Procedureと して即 刻DIS9735(国 際規 格 案)の 番 号 を 付 与 した 。 このDIS9735(EDIFA-

CT)は 、1987年9月 のISO/TC154に おい て、反 対 な しの圧 倒 的 多 数 で承 認 され 、 ア プ リ

ケー シ ョン レベル の シ ンタ ックスル ール としての 国際規 格ISO9735が 誕生 し、そ の第1版 が ・

1988年7月15日 付 で発 行 され た。

(4)貿 易 デ ータエ レメ ン ト集(UNTDED)開 発 の経 緯

貿易関 係業 務の システ ム化 の基 本 となる(貿 易)デ ータエ レメ ン トの統一化 、標 準 化 の作

業 も国連ECE/WP.4に お いて1975年 頃か ら関係 国際 機 関 との協 力 の 下 に 進 め られ て きた 。

そ して、合意 に達 した ものか ら順 次 公表 され て きた が、そ の後 、 これ を ま とめ て 「貿 易 デ ー

タエ レメン ト集(TDED)」 と して発 行す る こと とな り、 第1節 「序 文 」 お よび第2節 「索

引」 は、1980年9月 のECE/WP.4会 議 で採択 され た ものが 、 また 、第3節 「標 準デ ー タエ レ

メン ト」 に は、海 上 お よび複 合輸 送 運送 状、 商業送 状 、道 路 輸送 と税 関 申告 、鉄 道輸 送 、信

用 状等 のデ ータエ レメ ン トを収録 した ものが 、TDED第1版 と して1981年6月 に 出 版 さ れ

た。

そ の後 、ECE/WP.4の1982年9月 会 議 に お い て 、SWEPRO(*)のSWECOMSEA(*)関 連

の新 デ ータエ レメ ン ト、AWB(AirWayBill)フ ォワーデ ィング、保 険関 係 のデ ー タエ レメ

ン ト並 び に保 守 管理 規則(第9節9.1項)が 採 択 され 、 これ ら と共 に第4節 「注 釈」、第5節

「コー ド」 お よび第6節 「関連 勧 告 と規格」 を新 に 収録 した1983年 版TDEDが 発 行 され た。

TDEDは 、毎年 デ ータエ レメ ン トの追 加 、更新 を反 映 した最 新 版 が出版 され て い る。 最新 版

で あ る1990年 版 を 見 る と、 第7、8節(予 備 と して保 留)を 除 く第1節 か ら第9節 までの7

節(325頁)で 構 成 され て お り、856の デ ータ エ レメ ン トが 収録 され て い る。

ISO7372と して1986年3月1日 に公表 され た貿 易 デ ータエ レメ ン ト集(TDED)の 第1版

は、ISOの 公 式文 書 と しては表 紙 、 まえが き と本文1頁 か ら成 る簡 単 な もので あ り、 そ の 本

文(内 容)に つ いて は、ECE/WP.4で 発 行 したTDEDを 参 照 す る こ ととな ってい る。(図8

-2参 照)
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UNLK(United

NationsLayout

Key)

勧 告1号(1973)

輸送指 図書 のた めの

レイアウ トキー

勧告22号(1989)

花竃貧㌃
UNTDED

(第1,版 は198i年

最 新版は1990年)

ISO7372第1版

(第1～4,9節)

(1986)

国 運標 準 メ ・セ ー ジ

(UNSM)

商業 イ ン ボイ ス

(Commerciallnvoice)

(1989)

注 文 書

(PurchaseOrder)

(1990)

UNTDID

(第1章:序 文 、

第4章:GTDI)

(1981)

コー ドの標準化

Codes

国 際 フ ォ ワ ー デ ィ ン グ 輸 送

メ ッ セ ー ジ 枠 組 み

(lnternationalForwarding

andTransportMessage

Framework)

通 関 関 係 メ ッセ ー ジ

(CustomsMessage)

銀 行 ・保 険 関 係 メ ッ セ ー ジ

(Banking&Insurance

Message)

メ ッセージ設計 ガイ ド

ライン

(UNTDIDの 第

4章 第2節 を

形成す る

もの)

(第2,3章)

(1984)

UNTDIStandarCl

(GTDIの 改訂 版 一

1987)

UN-JEDIグ ル ー プ

TDI/EDIの 統 合

UN/EDIFACT

(1987)

ISO9735第1版

(Aplication

LevelSyntaxRule)

(1988)

EDIFACT

サ ー ビス メ ッセ ー ジ

勧 告3号(1974)

国名 コ ー ド(ISO3166)

勧 告5号(1974)

貿 易 条 件 コー ド

(INCOTERMS)

勧 告 第7号(1975)

日付 ・時 間 の

数 字 表 記(ISO8601)

勧 告8号(1978)

共 通 参 照 番 号

勧 告 第9号(1978)

通 貨 コー ド(ISO4217)

勧 告 第10号(1978)

船 名 コー ド(信 号符 字)

勧 告16号(1980)

港 ・地 名 コー ド(LOCODE)

勧 告 第17号(1980)

支 払 条 件 コー ド(PAYTERM)

勧 告19号(1981)

輸 送 形 態 コー ド

勧 告20号(1985)

数 量 単 位 コー ド

勧 告21号(1986)

貨 物 形 態 ・荷 姿 ・包 装

材 料 コ ー ド

勧 告23号(1990)

運 賃 ・諸 チ ャ ー ジ コ ー ド

図8-2ECE/WP.4に おけるEDI関 連標準化作業の経緯 と現状

8.3UN/EDIFACTと そ の 開 発 保 守 体 制

(1)UN/EDIFACTに つ い て

狭義 のUN/EDIFACTは 、ISO9735、 即 ち、 開放型 環境 下 での 「メ ッセー ジ交 換 に お け る

ユ ーザ ーデ ー タお よび関連 サ ー ビスデ ータの構造 化 に 関 す る ア プ リケ ー シ ョ ン レベ ル の 規

則」 を要 約 、記述 した もので あ る。 この規則 は 、行政 、 商業 お よび輸送 分野 の 関係 者 間 で交

換 す る メ ッセ ー ジの準 備 に関 す るシ ン タ ックスル ールを提 供す る もの で、 メ ッセ ー ジ設 計 ガ
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イ ドライ ンを含 む 国連ECE貿 易 デ ー タ交 換指 針書 、(UN/TDID)の 一 部 を成 し、 同 ガイ ドラ

イ ンが 、本規 則 と共 に使用 され る こ とに な って い る。

しか し、広 義 のUN/EDIFACTと しては、1990年3月 のECE/WP .4に おい て採択 され た次

の定 義 を適用 すべ きで ある。

『"UN/EDIFACT:行 政 、商業 お よび運輸 に関す るデ ータ交換 の ため の 国連 規 則 集 。 こ

れ は、構 造化 され た デ ータの、 特 に商 品や サ ー ビスの取 引に関 す る独立 した コン ピ ュー タシ

ス テ ム間に おけ る電子 交換 のた め の、 国際 的 に合意 され た規 格 、 デ ィ レク トリーお よび指針

の セ ッ トよ り成 る。』

国連 の枠 組 み の中 で勧 告 され た規 則 集 は、国連 貿 易デ ータ交換 指針 書(UN/TDID)に おい

てUN/ECEに よ り承 認、発 行 され、合意 され た手 続 きの下 で保 守 管理 され る。UN/TDIDは 、

以下 の もの を含 む ∵

●

●

●

EDIFACTシ ンタ ックスル ール(ISO9735)

メ ッセー ジ設 計 ガ イ ドライ ン

シ ンタ ックス実施 ガイ ドライ ン

EDIFACTデ ー タエ レメ ン ト集(EDED/UN/TDEDの サブ セ ッ ト)

EDIFACTコ ー ド表(EDCL) .

EDIFACT複 合 デ ー タエ レメン ト集(EDCD)

EDIFACTセ グ メ ン ト集(EDSD)

EDIFACT標 準 メ ッセ ー ジ集(EDMD)

デ ー タ通 信 に よる貿易 デ ー タ交換統 一 実施規 則(UNCID)

解 説 書

(2)UN/EDIFACTの 開発 保守 体制

UN/EDIFACTの 開発 、保 守 は、 図8-3の よ うにUN/ECE/WP.4の 下 のGE.1で 進 め ら

れ て い る。 具体 的 には、全 体 的開 発 、保守 のため の調整 、 と りま とめ 役 と して地域 ご とに任

命 され たUN/EDIFACTラ ポ ー タ、 お よび、そ れ を支 える合 同 ラポ ー タ会議(JRT会 議)に

よ って 、作業 は、 進 め られ て い る。 当初、 この ラポ ータは、北 米 、西 欧 、お よび東 欧 の3地

域(region)か らそ れぞ れ選 出 され てい たが 、UN/EDIFACTの 他地 域 へ の積 極 的 な展 開を 図

るた め 、並 び に、 よ り世 界的規 模 で 開発 を推進 す るた め、1990年3月 に は、豪 洲/ニ ュー ジー

ラ ン ド地 域、 そ して、1990年9月 に は、 日本/シ ンガ ポール地 域か ら、 ラポ ー タが任命 され 、

現在5名 の ラポー タがい る。

合 同 ラポー タ(JRT)会i議 は 、毎 年2回 、ECE/WP.4会 議(3,9月 の2回 ジ ュネ ー ブで

、開催)の 後 で開催 され る。,

現 在、JRT会 議 は、16の 作 業 グル ー プで構 成 され て お り、 そ の詳 細 は、 図8-4の 通 りで

あ る。各作 業 グル ープは、北 米 お よび西欧 か ら選 出 され た2人 の議 長 に よるCochair方 式 で
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運営 され る。現在、最 も作業が集中 しているのは標準メッセージ(表8-1参 照)の 開発で

ある。

各地域のごとにラポータの活動を支援するEDIFACTボ ー トが設置 され、その下に普及啓

蒙、技術評価、メ ッセージ開発、お よび、保守等具体的活動ご とに作業 グル ープが結成 され

ている。各地域ご との組織図を参考 までに掲げてお く。(資 料 一2参 照)

国連欧州経済委員会
UN/ECE

関連組織 国際標準化機構

ISO

貿易手続簡易化作業部会
WP.4

専門委員会154

TC154

〆

1
第1専 門家 会議(GE.1):

デ ー タ エ レメ ン トと 自動 デ ー タ

交 換

第2専 門家会議(GE.2):

手続きと書類

lUN/EDIFACTラ ポ ー タ ー1

1990-3 1990-9

NorthAmerican

EDIFACT

BOARD

W.European

EDIFACT

BOARD

E.European

EDIFACT

BOARD

Australla/New

Zealand

EDIFACT 吟

BOARD

Japan/S'pore
EDIFACT
BOARD

図8-3UN/EDIFACT開 発保守体制
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国連/欧 州経済委員会

1

貿易手続簡易化作業部会

l
ll

データエ レメン トと自動 データ交 換

に関 す る専 門 家 会 議(GE.1)

手続 と書類に関する

専門家会議(GE.2)

　 1 1 1

西 欧

ラポ 一 夕 ー

東 欧

ラポ ー ター

北 米

ラポ ー タ ー

豪/ニ ュー

ジ ー ラ ン ド

ラ ポ ー タ ー

日本/シ ン

ガ ポ ー ル

ラポ ー ター

ノ

!

1 1 1 1

合 同UN/EDIFACTラ ポ ー タ ー会 議(JRT)

1

(ラポ一夕ー+各 作業グループの議長団)運営委 員会

1

手 持 ・書 類

作業グループ

合同技術評価作業グループ(JTAG) メ ッセ ー ジ開 発 作 業 グル ー プ

☆受発注

☆物品管理

☆輸送

☆通関

☆金融関係

☆保険関係

☆旅行 ・レジャー関係

合同保守管理作業グループ(JMAG)
啓 蒙 ・普 及

作業グループ
コ ー ド/デ ー タ エ レメ ン ト

保 守 作 業 グル ー プ

イ ン タ ラ クテ ィブ

作 業 グル ー プ

安全性作業グループ

統 計作業 グル ープ

メ ヅセ ー ジ文 書/シ ン タ ヅ クテ ィ カル ・

セ マ ンテ ィカル ・ノ ー ト作 業 グル ー プ

図8-4合 同 ラポータ会議/作 業 グループの現状
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8.4日 本お よび シンガポールにおけ るUN/EDIFACT対 応組 織
!

1990年 末現 在 の 日本 、 シ ンガポ ール にお け るUN/EDIFACT対 応 組 織 は、 図8-5の 通 りで

あ る。 日 ・シEDIFACTボ ー ドは、1990年8月20日 ボ ー ドメ ンバ ー全 員(日 本側6名 、 シ ン ガ

ポ ール側2名)の 署名 を終 え、正 式発 足 した 。 同ボ ー ドは、1990年11月5～6日 の両 日東京 に

おい て第1回 会議 を開 催 した。 そ こで、 図8-5の よ うな組 織 とす る こ とを 確 認 す る と共 に

EDIFACT日 本委 員 会(JEC)、EDIFACTシ ンガポ ール委 員 会(SEC)は 、それ ぞ れの組織 の下

に1991年3月15日 まで に 、それ ぞ れ の優 先 順位 に従 って、作 業 グル ー フ。を結 成 す る こ とを決定

した。

この決 定 に従 い、 両 国 にお いて作 業 グル ープの設置 が進 あ られ て い る。 わ がJECに お い て

は、 資料 一3に あ る よ うな団体 が メ ンバ ー とな って お り、JEC事 務 局 の提 案 に基づ き関 係団 体

で作業 グル ー プの設置 を検討 中 で あ る。(1991年1月 現在)日 ・シ として も作 業 グル ープは 、合

同 ラポ ータ会 議 の作 業 単位 と対応 して結成 す るこ とが望 ま しいが 、 当初 よ り16の 作 業 グル ー プ

の全 てに対 応 して結 成 す るこ とは困難 な ので 、優先度 お よび 関心 の高 い ものに絞 りこんで設 置

す る ことに してい る。 な お、 図8-5に あ るJEC、SECに おけ る作 業 グル ー フ。は、今後 設置 を

予 定 してい る もの であ る。

ラ ポ ー タ ー

副 ラ ポ ー タ ー

事 務 局
(JASTPRO)

一
日本/シ ンガ ポ ールEDIFACTボ ー ド(JSEB)

1
1

1

EDIFACT日 本委員会(JEC) EDIFACTシ ン ガ ポ ー ル委 員 会(SEC)

1
I

I 1
1 '

1
啓 蒙 ・普 及

作業グループ

メ ッセ ー ジ 開発 作 業 グル ー プ 啓 蒙 ・普 及
作業グループ

メ ッセ ー ジ開 発 作 業 グル ー プ

☆受発注/物 品管理
☆輸送関係(海 運)
☆通関
☆金融関係
☆保険関係

☆受発注
☆輸送関係

(海運/航 空)
☆金融関係
☆医療

手 続 ・書 類
作業グループ 技 術 評 価

作業グループ

コ ー ド/デ ー タ

エ レメ ン ト保 守

作 業 グル ー プ

EDIソ フ トウ ェア業 者

ネ ッ トワ ー ク業 者

図8-5日 本/シ ンガ ポールEDIFACTボ ー ド組 織 図
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表8-1 標準メ ッセージ開発状況 覧表(1991-1現 在)

Sector V/R Tag Name Sta卜0 Stat-1 Stat-2 Doc.No.

受発注関係 89.2 INVOIC Co㎜ercia川nvoice 88-09 R.527/Rev.1
1.2 ORDERS PurchaseOrder 89-03 90-03 R.586十Corr.1

0.1 ORDCHG PurchaseOrderChange 89-06 R.582
ORDINQ Orderstatusequirry

0.1 ORDRSP PurchaseorderresPonse 89-06 R.581
ORDSTA Orderstatus

PARTIN PartylnformationRePort 89-06 R.619

0.1 PRDSPE ProductsPecification

PRICAT Price/salescatalogue 89-06 R.620

0.1 QALITY Qualitydata 89-03 89-09 R.583+Corr.1

1.1 QUOTES Quotation 89-06 R.623

0.1 REQOT厄 Requestforquote 89-06 R.622

0.1 STATAC Statementofaccount 89-06 R.624

物品 ・管理 0.1 DELFOR DeliverryInstructions 90-09 R.7正1

0.1 DBLJIT Just-in-time(deliverry) 90-09 R.712

DESADV Despatchadvice 90-09 R.713

DISRPT DistributionrePort

1NVRPT InVentOryrepOrt 90-03

輸送関係 1.2 lFTMFR lFTMframework 90-03 89-09 R.690

lFTMBP lFTMProvisionalbooking 89-03 89-09 R.660/Rev.1
lFTMBF lFTMFirmbooking 90-03 90-09 R.661/Rev.1
lFTMBC IFTMBookingconfir皿ation 90-03 90-09 R.662/Rev.1
1FTMIN IFTMShippinginstructions 90-03 90-09 R.663/Rev.1
lFTMCS {FTMInstructioncontractstatus-B/L

Wayb川

90-03 90-09 R.664/Rev.1

lFTMAN lFTMArrivalnatice 90-03 90-09 R.665/Rev.1・

EDIMAR
(IMO)
R.512

BAPLEE Bayplanexcludinge阻ptysPaces

BAPLIE BayplaninclusiveofemptysPaces

BAPLTE Bayplantotalnumberonly

CALINF Callinformation

COARR1 ContainerArrlval

CODEPA ContainerDeParture

COOVLA ContainerOverland

COPDEM ContainerPre-departurewithguidelines
'

COPRAR ContainerPre-arrival

COPRDP ContainerPre-departure

COSHLA ContainerShortlanded

0.0 IFCSUM InternaUonalFrowardingand

ConsolidationSu㎜ary

90-09 R.687

VESDEP Vesseldeparture

通 関関係

M/F

M/F

1.2 CUSDEC Customsdeclaration 89-06 90-09 R.688+Corr.1

1.2 CUSRES Customsresponse 89-06 90-09 R.689十Corr.1

0.1 CUSCAR CustomscargorePort 90-09 R.716

0.1 CUSREP CustomsconveyancerePort 90-09 R.717

金融関係

、

CREADV Creditadvice 90-03 90-09 R.701

CREEXT Extendedcreditadvice 90-03 90-09 R.692

DEBADV Debitadvicemessage 90-03 90-09 R.693

PAYEXT ExtendedPaymentorder 90-03 90-09 R.694

PAYORD Paymentorder 90-03 90-09 R.695

PAYREM Overduepaymentreminder 90-03

REMADV Re㎜itanceadvice 90-06 90-09 R.714

0.1 PAYMUL Multiplepaymentorder 90-09 R.715

BALANC TrialBalance 90-09 R.704
0.0 DOCAPP DocumentaryCreditApPlication 90-09 R.674

保険関係

、

0.1 CURRAC CurrentaccOunt 89～06 R.594十Corr.1

0.1 REINAC ReinsuranCeaCCount 89-06 R.595十Corr.1

CLAIMS ClaimsMassage

建築関係 COFORM Constructionpricingformula

COPLAN Constructionplanning

CORESP Constructionresponsibilities

COVALU Constructionvaluations

その他 1.1 CONTRL Acknowlegement/RejectAdvice 89-09 R.589

DIRMNT Directorymaintenancemessage

D[RSET DireCtOrySetmeSSage

0.1 GENRAL GeneralPurposemessage 88-03 R.593

NONCON Non-conformance皿essage

TRASTA Tradestatisticalinfor皿ation

TAXCON TaXCOntrOlmeSSage
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8.5UN/EDIFACTの 安 定 と統 一

国 連 標 準 メ ッセ ー ジ の 開 発 に 関 連 して 、UN/EDIFACTラ ポ ー タ とDRG(Directory

ReferenceGroup)の 議 長 は、UN/EDIFACT開 発 と保守 の安定 化 のため に下 記 の よ うな提案 を

行 いECE/WP.4で 承認 された 。

・ 試 用 メ ッセー ジ ・デ ィ レク トリーセ ッ トは、年1回 、11月 に発行 して12ヵ 月間 は変 更 を行

わ ない。

・UNSM(ス テ ータス2)メ ッセ ージ ・デ ィレク トリーセ ッ トは、国連 貿 易 デ ータ交 換指針

書(TradeDataInterchangeDirectory:UNTDID)の 改訂 に合 わせ 毎 年1回5月 に 発 行 さ

れ、36ヵ 月 間有効 で あ る。

上 記 の提 案 が必要 に な った理 由は、次 の よ うにな る。

国連貿 易 デ ー タ交 換 指 針書(UNTDID)は 、メ ッセ ー ジ構造 、セ グメ ン ト集、複 合デ ータエ レ

メ ン ト集 、 お よび、 コー ドセ ッ ト集 を含 む ステ ー タス2デ ィ レク トリー セ ッ トか ら構成 され る。

これ 等 のデ ィ レク トリーは、現 在3月 お よび9月 のWP.4会 議 の後 に発 行 され て い る。 この 発

行 間隔 は、変 更 と新 しい メ ッセ ージの提 案が所 定 の手続 きを踏 ん で処 理 され る事 を条件 として、

毎年2回 の変 更 を認 め られ て い る。新 し く発行 された デaレ ク ト リー セ ッ トの 各 々 は 、UN/

EDIFACT標 準 の最 新版 と して、そ れ まで の最新版 に代わ る もので あ る。 現在 旧版 デ ィ レク ト

リーセ ッ トの改廃 を 宣 言す る手続 きは存在 しない。

UN/EDIFACT標 準 の利 用者 は、非 常 に早 いペ ースでEDIFACTを 使用 し始 め て い る。 急 速

な実施 を援 助 す るた め にデ ィ レク トリーセ ッ トは、年2回 発行 され て きた。 しか しなが ら、 こ

の こ とは、 これ 自体 に 問題 を生 じさせ た。 多 くの場 合 に利用 者 は、発 行 され た デ ィレク トリー

セ ッ トの正 しい順番 や施 行 に混乱 させ られ てEDI業 務実 施 の安 定化 よ りも新 しい 版/リ リー ス

へ変 更す る事 に不 当 に多 くの時 間を費 や してい る。

この提 案 に よって、 今後 、 デ ィレク トリーセ ッ トのバ ー ジ ョン管 理 が 確 立 し、新 しい標 準

メ ッセ ー ジの 開発 に も好影 響 を及 ぼす こ とが期待 され る。

以下 に、 この提案 に よ って作 成 され たrUN/EDIFACTの 安定 と統 一」 に関す る勧 告 と付 属

文書 の概 略 を示 す。

〔勧 告〕

(1)UN/EDIFACTデaレ ク トリーの安定

メ ッセ ー ジの ス テ ー タス2へ の昇格 、 お よびUNTDID内 で の ス テ ー タス2デ ィ レク ト

リーへ の変 更は 、毎 年1回 のみ認 め る事 を勧告 す る。 これ は、UN/EDIFACT標 準 の 環境

を安定 させ 、利 用者 を して あ るデ ィ レク トリーセ ッ トよ り他 のデ ィ レク トリーセ ッ トへ の

よ り一 層 明確 な 前進 を させ る もので あ る。 特 にス テ ータス2デ ィ レク トリーセ ッ トへ の昇

格 、お よび、変 更 は、毎年3月 のGE.1/WP.4会 議 に於 い て認 め る ことを勧告 す る。これ等

の デ ィ レク トリーセ ッ トは毎年5月 に発 行 され る。
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更 に、 ス テ ータス1(公 式 試 用 草案)へ の メ ッセ ー ジの昇格 は、 毎年1回9月 のGE.1/

WP.4の 会 議 で承認 され 、毎 年11月 にス テ ー タス1デ ィ レク トリーセ ッ トを発 行 す る こ と

を勧 告す る。 公式試 用 は、12ヵ 月 周期 で存 続 す る こ とが勧 告 され るが 、 この勧 告 は、 メ ッ

セ ー ジがス テ ー タス1と して最 初 に紹 介 され てか ら、UNSMス テ ー タス2と して最終 的 に

勧 告 とな るまで に は、少 な くと も合計18ヵ 月間必 要 であ る事 を留意 す べ きで あ る。

(2)デ ィ レク トリーセ ッ トのバ ー ジ ョンの 公表 、存 続期 間 お よび廃止

ス テー タス2デ ィ レク トリー セ ッ トが 発行 され る と、そ れ は各 々 の"最 新 版"と な る。

これ等 毎年 の最新 版 の発行 は 、UN/EDIFACT利 用 者 に最新 版 の よ り長 期 の計画 と施 行 期

間 を提供 す る。年 毎 のデ ィ レク トリーセ ッ ト発行 は、 また 、所 定 の手続 きを経 て、 ス テ ー

タス2デ ィ レク トリーセ ッ トの保 守 に一層 の安定 性 を もた らす こ とにな る。

デ ィ レク トリーセ ッ トの各 版 は、36ヵ 月 の存続 期 間 を有 し、 従 っ て 、 デaレ ク トリー

セ ッ トの公 式 の規則 正 しい維 持 と発 行は 、36ヵ 月 目に終 了 す る ことを勧 告 す る。 か くデ ィ

レク トリーセ ッ トが3年 間 の有効 期 間を 持 つ ことは、UN/EDIFACTデ ィ レク トリー セ ッ

トが いつ まで も3版 存在 す る こ とを意味 す る。

ス テ ータス1の18ヵ 月 の周 期 は 、UN/EDIFACT利 用 者 に 、 彼 等 が 現 在 導 入 して い る

EDIFACTの 根本 に 不都合 を 与 えず に あ る版 か ら他 の版 へ の時宜 を得 て安定 した移 行計 画

を 十分 に前 以 て立案 す る可能 性 を提供 す る。 この ステ ー タス1の 存 続 期 間は 、 また、 いつ

も2つ の ステ ー タス1施 行 デ ィ レク トリーが存在 す るこ とを 意味す る。

各 デ ィ レク トリーセ ッ トの同 時 平 行 存 続 と限 定 有 効 期 間 は 、UN/EDIFACT利 用 者 に

デ ィレク トリー セ ッ トのあ る版 か ら他 の版 へ の着実 な移行 を行 った り、現 在 の デ ィレク ト

リーセ ッ トが発 行 され る度 に移 行す る事 が 出来 な い取 引相 手 の た め に 複 数 の デ ィ レク ト

リーセ ッ トを維 持 す る とい う可 能性 を増 大 す る。

(3)実 施 日

①1990年9月 にス テ ータス1と して提 案 され るメ ッセ ージは、1991年3月 に ステ ー タス

s2へ の昇格 を討議 す るこ とを 認 め る
。

② 上 記安 定 と統一 の勧 告 は、1991年3月 に実 施 され る。

デ ィ レク トリーセ ッ ト実施 の安定 ガイ ドライ ン と共 に非常 に積 極 的 な時 間枠 内で の大量

メ ッセ ー ジ の ス テ ー タ ス2へ の 昇 格 は 、 公 的 、 私 的 分 野 に 於 け るEDIフ 。ロ グ ラ ム の

EDIFACT標 準へ の急速 な実 施 に最 適 な環境 を 提供 す る もので ある。

〔勧告 の実施 上 の要約 〕

ステ ー タス0一 メ ッセ ージ設 計 グル ー プ参 加者 に よる開発途 上 の メ ッセ ー ジタイ プ。 これ

等 メ ッセ ージの一 般情 報 は 、GE.1で 発表 され る。

ステ ー タス1一 試 用 メ ッセ ージ デ ィレク トリーセ ッ トは、年1回 、11月 に発 行 され 、12ヵ

月 間変 更 され な い。 同時 に発 行 され る試用 メ ッセ ージは 、 この統 一試 用 メ ッ
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セ ー ジ デ ィ レ ク ト リ ー セ ッ トを 利 用 す る 。

・ス テ ー タ ス2-一 ス テ ー タ ス2メ ッ セ ト ジ(UNTDID)デ ィ レ ク ト リ ー セ ッ トは 、 年1回 、

5月 に 発 行 さ れ 、36ヵ 月 有 効 で あ る 。 同 時 に 発 行 さ れ る ス テ ー タ ス2メ ッ

セ ー ジ デaレ ク ト リ ー セ ッ トは 、 こ の 統 一 ス テ ー タ ス2UNTDIDデ ィ レ ク ト

リ ー セ ッ トを 利 用 す る 。

ど の 期 間 を 通 じ て も3種 のUN/EDIFACT(UNTDID)デ ィ レ ク ト リ ー

セ ッ トが 有 効 で あ り、 そ の 中 で 最 も新 し く 発 行 さ れ た も の を"カ レ ン ト(最

新)"デ ィ レ ク ト リ ー セ ッ ト と 呼 ぶ 。

例 示:

ス テー タ ス2デ ィ レク トリーセ ッ トの出版

1990199119921993

MarSeptMarSeptMarSeptMar

90.190.291.191.292.192.293.1

十 十 十 十 十 十

90.1デ ィ レ ク トリー セ ッ ト出 版

十

91.1デ ィ レ ク トリー セ ッ ト出版

十

十

十

十 ・・・・・… … 十

十 ・・一 ・・・・… …・・・・・ ・・… 十 … …

92.1デ ィ レ ク ト リ ー セ ッ ト出 版

十 十 … …

凡 例:

十

十

+=ス テー タ ス2デ ィレク トリー セ ッ ト出版(3月GE.1で ス テー タ ス2を 承認 、5月 出版公 表)

+="最 新"デ ィレク トリー セ ッ ト

・+=デ ィ レク トリー セ ッ トの 残存 有効期 限

*=デ ィレク トリー セ ッ トの 終結

… …=継 統

(注)

SITPRO

NCITD

ANSI

JEDI

NBS

TDCC

USAIAG

SWEPRO

:TheSimplerTradeProceduresBoard英 国 の 貿 易 手 続 簡 易 化 機 関

:InternationalTradeFacilitationCouncil米 国 の 貿 易 手 続 簡 易 化 機i関

:AmericanNationalStandardsInstitute米 国 規 格 協 会

:JointEDIStandardsCo-orditinationCommittee米 加 合 同 電 子 デ ー タ

交 換 調 整 委 員 会

:NationalBureauofStandards米 国 標 準 局(政 府 機 関)

:TransportationDataCoordinatingCommittee米 国 運 輸 関 係 デ ー タ

調 整 委 員 会

:USAutomotiveIndustryActionGroup米 国 自 動 車 産 業 シ ス テ ム標

準 化 委 員 会

:SwedishTradeProcedureCouncilス ウ ェ ー デ ン 貿 易 手 続 簡 易 化 機
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関

SWEPROSEA:SWEPROが 開発 した国連標 準に基づ く海上輸送関係データ交換標準
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〔資料1〕

勧 告 一 覧 表

1.・2.UnitedNationsLayoutkeyforTradeDocuments(TRADE/WP.4/137)

ノ
(貿 易 書 類 の た め の 国 連 レ イ ア ウ トキ イ)(73年6月)

3.ISOCountryCode;Codeforrepresentationofnamesofcountries

(October1974)(TRADE/WP.4/INF.32;TD/B/FAL/INF.32)

(ISO国 名 コ ー ド)(74年10月)

4.NationalTradeFacilitationOrgans;ArrangementsatthenationalIeveltocoっrdinate

workonfacilitationoftradeprocedures(October1974)

(TRADE/WP.4/INF.33;TD/B/FAL/INF.33)(各 国 貿 易 簡 易 化 機 関)(74年10月)

5..AbbreviationsofINCOTERMS;AlphabeticcodeforIncoters1953

(october1974)(TRADE/wP.4/INF.34;TD/B/FAL/INF.34)

(イ ン コ タ ー ム ズ ・貿 易 条 件 の 略 号)(74年10月)

6.AlignedInvoiceLayoutKeyforInternationalTrade(October1975) ノ
(TRADE/WP.4/148;TD/B/FAL/INF.90)

(貿 易 の た め の 統 一 イ ン ボ イ ス レ イ ア ウ トキ イ(第2版))(83年9月)

7.NumericalRepresentationofDates,Time,andPeriodsofTime

(October1975)(TRADE/WP.4/INF.36;TD/B/FAL/INF.36)

(日 付 ・時 間 ・期 間 の 数 字 表 記 法)(75年10月)

8.CommonAccessReference(February1978)(TRADE/WP.4/INF.50;TD/B/FAL/INF.50)

(共 通 照 合 番 号)(78年2月)

9.AlphabeticCodefortheRepresantationofCurrencies(February1978)

(TRADE/WP.4/INF.51;TD/B/INF.51)(通 貨 表 示 の た あ の 英 字 コ ー ド)(78年2月)

10.CodesforShips'Names(February1978)(TRADE/WP.4/INF.52;TD/B/FAL/INF.52)

(船 名 コ ー ド)(78年2月)

11.DocumentaryAspectsoftheInternationalTransportofDangerousGoods(February1978)

(TRADE/WP.4/INF.53;TD/B/FAL/INF.53)(危 険 物 の 国 際 輸 送 書 類 の 問 題)(78年2月)

12.MeasurestoFacilitateMaritimeTransportDocumentsProcedures

(March1979)(TRADE/WP.4/INF.61;TD/B/FAL/INF二61)

(海 上 運 送 証 券 の 手 続 簡 易 化 策)(79年3月)

13.FacilitationofIdentifiedLegalProblemsinImportClearanceProcedures(March1979)

(TRADE/WP.4/INF.62;TD/B/FAL/INF.62)

(輸 入 通 関 手 続 上 の 法 律 問 題 の 簡 易 化)(79年3月)
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14.AuthenticationofTradeDocumentsbyMeansotherthanSignature

(March1979)(TRADE/WP.4/INF.63;TD/B/FAL/INF.63)

(署 名 以 外 の 方 法 に よ る 貿 易 書 類 の 認 証)(79年3月)
!

15.SimplerShipPingMarks(TRADE/WP.4/159;TDB/FAL/INF.102)

(簡 易 化 荷 印(第2版))(87年5月)

16.CodeforPortsandOtherLocations(September1980)(TRADE/WP.4/INF.66;TD/B/

FAL/INF.66)(港/地 名 コ ー ド)(80年9月)

17.PAYTERMS-AbbreviationsforTermsofPayment(September1980)(TRADE/WP.4/14

2;TD/B/FAL/INF.81).・ ・(支 払 条 件 コ ー ド)(80年9月)

18.FacilitationMeasuresrelatedtoInternationalTradeProcedures

(September1981)(TRADE/WP.4/141/Rev.1;TD/B/FAL/INF.85)

.(貿 易 手 続 簡 易 化 方 策(第2版))(82年9月)

19.CodeforModesofTransport(March1981)

(TRADE/WP.4/138;TD/B/FAL/INF.73)(輸 送 形 態 コ ⊃ ド)(81年3月)

20.CodesforUnitesofMeasurementusedinInternationalTrade

(March1985)(TRADE/WP.4/151;TD/B/FAL/INF.96)(数 量 単 位 コ ー ド)(85年3月)

21.CodesforTypesofCargo,PackagesandPackingMaterialswithComplementaryCodesfor

PackegeNames(March1986)(TRADE/WP.4/158;TD/B/FAL/INF.99)

(貨 物 形 態/荷 姿/包 装 材 料 コ ー ド)(86年3月)

22.LayoutKeyforStandardConsignmentInstructions

(May1989)(TRADE/WP.4/168;TD/B/FAL/INF.109)

(標 準 輸 送 指 図 書 の た め の レ イ ア ウ トキ イ)(89年5月)

23.FreightCostCode(March1990)(TRADE/WP.4/INF.114;TD/B/FAL/INF.114)

(運 賃 諸 掛 コ ー ド)(90年3月)

!
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〔資料2〕

北 米EDIFACTボ ー ド組 織 図

ラ ポ ー タ&副 うポ ー タ

議 長
&

副 議 長

1 1

運営委員会
事 務 局

(DISA)

(DISA－ 事 務 局)

1 1

委 員 連 絡
タスクグループ

EDIFACT技 術

評価グループ
(ETAG)

マ ネ ー ジ メ ン ト

作 業 グ ル ー プ

*ANSIASCX12

(Sec:DISA)

*CanadaSCCJTC/EDI

(Sec:CGSB/CSA)

*QualityControl

*ChangeRequests

*NewMessages

*StandingPapers

*Ops&Proccdures

*SecrLiaison

*Computerisation

*RP/Education

DISADataInterchange

StandardAssociation

ノ

西 欧EDIFACTボ ー ド組織 図

西 欧EDIFACTボ ー ド CEN

1 1

事務局:CEC&EFTA 関係機関

ノ

運 営 委 員 会(議 長&ラ ポータ)

1 1 ll

技 術 評 価

グ ル ー フ'

(TAG)

啓蒙 グル ー プ

(AWG)

メ ヅ七 一 ジ開発

グ ル ー プ

(MDG)

保守 グル ープ

(MAG)

手 続 と 書 類

グ ル ー プ

(PDG)

1
1 ll ll 1

MD1

貿 易

MD2
輸送=鉄 道/道

路、海上&航 空

MD3

税関&そ の他行政

MD4

金 融&保 険

MD5

特別プロジェク ト

観 光&建 築

MD6

統 計
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東欧EDIFACTボ ー ド組織図 ノ

東 欧EDIFACTボ ー ド

事 務 局

運 営 委 員 会

マ ネ ー ジ メ ン ト、促 進 及

実 施 諮 問作 業 グル ー プ

メ ッセ ー ジ 開発 作 業

グル ー プ

技 術 助 言 及 コ ン ピ ュー タ

化 作 業 グル ー プ

ノ

EDIFACTの た め の 東 欧 各 国 か ら の 専 門 家 グ ル ー プ

オ ー ス トラ リア/ニ ュー ジ ー ラ ン ドEDIFACTボ ー ド組 織 図

1

ラ ポ ー タ

1
1

技術評価及び保守に

関する助言 (運 営 委 員 会) 啓蒙及び教育
'

1
ll

(機 能 運 営 委 員 会
ll

輸送グループ
旅 行 と レジ ャ ー

グル ー プ

貿易/物 品、

管理グループ
金融グループ 政府関係グループ

1

1 l

l
オ ー ス トラ リアEDI協 会 及 び ニ ュー ジ ー ラ ン ドEDI協 会

一 業 界 ベ ース グル ー プ

ノ
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〔資料3〕

EDIFACT日 本委 員会(JEC)参 加 団体等

分 野 運営委員会事務局 参 会 団 体 ・ 協 会 等

貿 易 日 本 荷 主 協 会 S.C.NET

日本輸入団体連合会

全国中小貿易業連盟

日本貿易会

金 融 金 融 情 報 シ ステ ム セ ン ター 日本銀行

全国銀行協会連合会

日本損害保険協会

製 造 等 日本情報処理 開発 協会 石油化学工業協会

日本電子工業振興会

日本電子機械工業会

日本製紙連合会

石油連盟

電気事業連合会

日本自動車工業会

鋼材 クラブ

家電製品協会

電線工業会

情報サービス産業協会

NTTデ ータ通信

流 通 流 通 シ ス テ ム開 発 セ ン タ ー 日本百貨店協会

日本 チ ェー ン ス トアー協 会

日本生活協同組合連合会

日本加工食品卸協会

全国石鹸洗剤化粧品歯磨雑貨卸商連合会

日本家庭金物卸組合連盟

運 輸 日 本 船 主 協 会 全 日本 トラック協会

日本倉庫協会

日本冷蔵倉庫協会

日本国際航空貨物輸送業者協会(IAFA)

日本海運貨物取扱業界

日本海事検定協会

SHIPNETSセ ン ター

日本内航海運組合総連合会

日本旅行業協会

国際観光旅館連盟

日本ホテル協会

日本貨物鉄道

日本航空

日本 イ ン ター ナ シ ョナ ル フ レ イ トフ ォ リー ダ ー ズ協 会(JIFFA)

そ の 他 JASTPRO 日本通関業会連合会

NACCS
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